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○大 学 の 概 要

（１） 現況

①大学名 国立大学法人電気通信大学

②所在地 東京都調布市

③役員の状況

学長名 益 田 隆 司（平成16年４月1日～平成20年3月31日）

理事数 ４名（うち非常勤１名）

監事数 ２名（うち非常勤２名）

④学部等の構成

学部名 電気通信学部

大学院名 電気通信学研究科

情報システム学研究科

センター等 レーザー新世代研究センター

情報基盤センター

国際交流推進センター

地域・産学官連携推進機構

保健管理センター

ｅラーニング推進センター

先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター

⑤学生数及び教職員数（平成１９年５月１日現在）

電気通信学部学生数 ４,２１２（留学生 １１０ ）名

電気通信学研究科学生数 ９８８（留学生 １１３ ）名

情報システム学研究科学生数 ３７２（留学生 ６０ ）名

教員数（本務者） ３３７ 名

職員数（本務者） １６１ 名

電気通信大学

（２）大学の基本的な目標等

電気通信大学の目標は、「高度コミュニケーション科学」の諸領域で世界をリー
ドする教育・研究拠点を築き、もって平和で幸福な社会の進歩発展に寄与すること
である。この目標に沿い、国籍、人種、信条、性別、社会的身分の如何を問わず、
国内外の市民及び社会に門戸を広く開放し、21世紀を担う先駆的な科学者、技術者、
専門職業人を育成する。

本学は、

ⅰ．教育においては、弛まざる努力と実践を通し、人間性、社会性に優れ、個性
を発揮し、国際感覚に富む人材を育成する。

ⅱ．研究においては、真理を追究し、先駆をなす科学技術を創造し、その正当・
適切な活用をもって人類の福祉、社会の進歩・発展に貢献する。

ⅲ．社会との関係においては、地域及び国際社会、産業界、公共機関との連携・
協力関係を密にし、教育・研究の成果を還元・共有する。

中期目標・計画期間には、以下の個別事項に留意した教育・研究を追究し、効
率的で効果的な大学運営に取り組む。

ⅰ．国境なき知の広場を世界に提供し、その拠点を形成する。

ⅱ．情報・通信・電子・メカトロニクス・基礎科学等を中心とし、関係諸分野を
融合した「高度コミュニケーション科学」の創成・発展の先導役を果たす。

ⅲ．継続性が必要な教育と即応性が求められる研究を共に進歩・発展させること
のできる柔軟で機動的な教育・研究体制を追求・維持する。

ⅳ．自然と人間の共存、環境との調和、科学者技術者倫理や科学技術の社会性等
に配慮した教育・研究を行い、真理の追究、科学技術の進歩と発展、啓蒙に寄
与する。

ⅴ．互恵、共存の精神をもって産業界、国内外の公的・私的諸機関、教育機関、
研究機関と連携、国際援助、国際社会に貢献する。

ⅵ．人的・物質資源を適切に配置し、組織、人事、財務、設備、学園環境面で、
合理的で効率よい組織運営体制を構築する。

（３）大学の機構図 次頁添付
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【平成19年度】 情報通信工学科

電気通信学部 情報工学科
（昼間コース・夜間主コース） 電子工学科

量子・物質工学科
知能機械工学科
システム工学科
人間コミュニケーション学科

菅平宇宙電波観測所

大学院電気通信学研究科 情報通信工学専攻
情報工学専攻
電子工学専攻
量子・物質工学専攻
知能機械工学専攻
システム工学専攻
人間コミュニケーション学専攻

大学院情報システム学研究科 情報メディアシステム学専攻
（H19.4.1　設置）
社会知能情報学専攻
（H19.4.1　設置）
情報ネットワークシステム学専攻
（Ｈ19.4.1　設置）
情報システム基盤学専攻
（H19.4.1　設置）

附　属　図　書　館 事務部

レーザー新世代研究センター

情報基盤センター

国際交流推進センター

地域・産学官連携推進機構

（共同研究センター）

（ｻﾃﾗｲﾄ・ﾍﾞﾝﾁｬｰ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ）

（機器分析センター）

保健管理センター

eラーニング推進センター

大学教育センター

学生支援センター

先端ﾜｲﾔﾚｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ

監　　査　　室 (H20.4.1　内部監査室）

評　　価　　室

広　　報　　室 (H20.4.1　広報センター）
総務課

安全・環境保全室 財務課（H19.4.1 名称変更)
施設課

事　　務　　局 研究協力課
教務課

技　　術　　部 学生課
入試・広報課（H19.4.1 設置）  

国立大学法人電気通信大学機構図

地域貢献部門

産学官等連携推進本部

知的財産本部

ベンチャー創出支援部門

リエゾン部門

機器分析部門

学
　
長

学
長
選
考
会
議

経営協議会

役 員 会

教育研究評議会

監　　事

【平成18年度】
情報通信工学科

情報工学科 電気通信学部
電子工学科 (昼間コース・夜間主コース)

量子・物質工学科
知能機械工学科
システム工学科

人間コミュニケーション学科

菅平宇宙電波観測所

情報通信工学専攻 大学院電気通信学研究科
情報工学専攻
電子工学専攻

量子･物質工学専攻
知能機械工学専攻
システム工学専攻

人間コミュニケーション学専攻

情報システム設計学専攻(注) 大学院情報システム学研究科
情報ネットワーク学専攻(注)

情報システム運用学専攻(注)

事務部 附　　属　　図　　書　　館

レーザー新世代研究センター

情報基盤センター

国際交流推進センター 監　　事

地域・産学官連携推進機構

リエゾン部門
（共同研究センター）

ベンチャー創出支援部門

機器分析部門
（機器分析センター）

地域貢献部門

保健管理センター

eラーニング推進センター

大学教育センター

学生支援センター

先端ﾜｲﾔﾚｽｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ研究ｾﾝﾀー

監　　　査　　　室

総務課 評　　　価　　　室
財務会計課(H19.4.1財務課) 総 務 部

施設課 (H19.4.1部制廃止) 広　　　報　　　室
研究協力課

安全・環境保全室
教務課
学生課 学 生 部 事　　　務　　　局

入試課(H19.4.1入試・広報課) (H19.4.1部制廃止)
国際企画課(H19.4.1廃止) 技　　　術　　　部

（ｻﾃﾗｲﾄ･ﾍ゙ﾝﾁｬー ･ﾋ゙ ｼ゙ﾈｽﾗﾎ゙ﾗﾄﾘー ）

知的財産本部

産学官等連携推進本部 学
　
長

学
長
選
考
会
議

経営協議会

役　員　会

教育研究評議会
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電気通信大学
○ 全体的な状況

１．経営戦略の確立と学長のリーダーシップに基づく機動的大学運営 平成19年度においては、施設利用実態調査の結果を踏まえ、空室等の有効
（１）効果的・機動的な大学運営 活用として、①「若手研究者のための自立的環境整備促進事業」のための教員

学長のリーダーシップに基づき、平成１６年度に学長ブレーンとして「企 室、②企業との共同研究である「次世代半導体露光用光学系の性能評価技術の研
画調査室」を設置し、企画立案の補佐機能を強化するとともに、役員等を長 究」のための研究室、及び③先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターの教員
とする「評価室」、「広報室」、「大学教育センター」、「学生支援センター」、「地 室・研究室などに重点的にスペースを配分した。
域・産学官連携推進機構」及び「国際交流推進センター」等の組織を新設し、 （６）業務の効率化（事務組織見直し等）
諸施策の迅速な実施など効果的・機動的な大学運営を行った。 事務組織の見直しについては、教室系事務職員を一元化して「学部等事務

なお、平成20年４月からの学長交代に伴い、平成19年度には次期学長予定 室」を設置するなど、効率化の観点から不断に実施してきた。また、物品の
者を主査とする「2008年アクション準備チーム」を立ち上げ、円滑な引き継 共同調達については、東京農工大学との間で、相互の連携協力に関する基本
ぎを行うとともに、次期中期目標につながる具体的なビジョンの策定や教育 協定書を締結した。
研究組織の見直しなどの検討のため、より一層の効果的・機動的な運営を目 平成19年度においては、事務組織の効率化等のため、部制を廃止し、企画
指し、部局長も加えた「拡大役員会」の新設等、組織運営の見直しについて 立案機能に重点をおいた組織のフラット化への移行とともに、合理化及び集
検討した。 約化のため国際企画課を廃止した。また、「企画調査室」に専任事務職員を

（２）教育研究組織の見直し 配置し、教員と協働して学長を補佐する機能的・機動的体制を構築した。
本学の中期目標や中長期の経営戦略である理念と基本方針を実現するため （７）財政基盤の確立

の教育研究組織の見直しについて検討を行った。平成18年度から「電気通信 財政基盤確立のため、①学長の下に検討プロジェクトチームを編成し、Ｃ
大学中長期在り方懇談会」を設置して検討を開始し、その後、経営協議会や ＯＥや科学技術振興調整費など、大型の競争的資金獲得に向けて組織的検討
外部評価委員会の指摘等を踏まえ、新たに学長を主査とする「教育組織等改 を実施するとともに、科学研究費補助金獲得増のための学内説明会や申請書
組検討WG」を設置し、より具体的な検討を進めた。 の事前チェックを行った。また②地域産学官連携推進機構において、研究室

平成19年度においては、平成20年４月からの学長交代に伴い設置した次期 の紹介冊子や「産学官連携ＤＡＹ」を通じて企業ニーズと大学シーズのマッ
学長予定者を主査とする「2008年アクション準備チーム」において、教育研 チングを行った。さらに③外部資金等の余裕資金で長期・短期国債を購入し、
究組織の見直しは、これまでの検討状況を活用し、継続して検討を進めるこ リスクのない資金運用を実施した。
ととした。 平成19年度は、これまでの間接経費の使用方針ついて検証し、外部資金獲

（３）戦略的な人事配置 得につながるインセンティブの方策について検討を行った。
戦略的な人事配置の施策として、①「教員人事の基本方針」を策定し、原 （８）一般管理費の削減（省エネルギーの促進）

則公募制とした。また、②全教員の10％を全学裁量ポストとし、「先端ワイ 夏季の軽装や温度設定など省エネにつながる取り組みをポスター等で周知
ヤレスコミュニケーション研究センター」などの重点研究分野や若手教員の を図るキャンペーンを実施した。また、夏季一斉休業の試行や設備更新に当
抜擢人事などに活用するとともに、このポストへ任期制を導入した。さらに、 たって省エネ対応機器（太陽光発電、変圧器ほか）を導入するなど省エネに
③特任教員制度を整備し、民間から、共同研究のマッチング等にかかる有識 つながる施策を順次展開した。
者、就職支援室のキャリアカウンセラーを、また、大型プロジェクト研究推進 平成19年度は、夏季一斉休業の本格実施とともに、建物改修や変電設備改
のための優秀な研究者をそれぞれ採用した。 修のための機器の更新に当たって、省エネ対応機器を導入した。また、西３，

平成19年度においては、新たに「助教」への新規採用者を任期制とすると ４，７号館の廊下照明、階段誘導灯を人感センサー付機器に更新した。
ともに、テニュアトラック制の実施に伴い、特任助教を任用することとした。 さらに、本館別館の屋上防水改修では屋上緑化、L棟（実験研究室）や講堂

（４）重点的予算配分 の屋上防水改修では遮熱塗装など空調負荷の削減に努めた。
学内資源を公募、審査して配分する「研究・教育活性化支援システム」を （９）評価システム

整備し、優れた教育研究プロジェクトへの支援を行った。同システムは、毎 「評価室」を設置し、以下のとおり評価・改善の取組を推進した。
年度、審査委員会及び評価委員会において事前・事後の厳正な点検・評価と ①「教員基本データベースシステム」を構築し、これに基づき教員個人評
支援内容の見直しを実施している。また、国からの財政支援が終了した優れ 価を実施し、その結果を「優秀教員賞」などのインセンティブ付与や給
た教育・研究プロジェクトなど特色ある教育研究への重点的配分とともに、 与等に反映させた。
施設の老朽化対策等、安心安全な教育環境の整備を重点的に行った。 ②「評価規程」を制定し、評価の種類、対象や評価組織である学長、理事

平成19年度は、運営費交付金の逓減傾向も踏まえ、これまでの予算編成方 及び評価室等の役割・責任を明確化することにより、評価・改善に組織
針等を見直し、大学の財務戦略を明確にすること等のため、①新たな予算科 的に取り組む体制を構築した。
目として「大学戦略経費」を設定するとともに、②予算事項ごとの配分順位 ③「教育の成果」「研究活動の状況」について、自己点検・評価を実施し、
を明確化した。また、③予算編成に当たって、本学の財務状況と他大学との 外部評価委員会の評価を受けた。
比較などの実証的データを予算編成に活用することとした。 平成19年度には、引き続き、教員基本データベースに基づき、自己点検・

（５）施設マネジメント 評価を実施するとともに、これまでの評価システムについての検証を開始し
施設の有効活用のために、一定のスペースをオープンラボとして運用する た。

とともに、施設利用実態調査を実施し、更なる有効活用について検討した。
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電気通信大学
○ 全体的な状況

（10）広報の積極的展開 （５）学生支援
広報室を設置し、①入試広報として、オープンキャンパス、高等学校訪問 学生支援センターを設置し、学生支援の一層の充実に取り組んでいる。

（出張講義等）、受験生向けwebサイト、受験雑誌等への広告掲載、②ホーム ①「学生何でも相談室」には、心理カウンセラーを置き、助言教員や保健
ページの充実のため、検索エンジン搭載、個人情報ファイル簿の公表、受験 管理センターと連携して、学生の抱える様々な問題に対して指導・助言
生向けホームページ開設、大学案内のデジタルパンフレット化、携帯電話サ を実施している。
イトの開設、動画配信等コンテンツの充実、③大学広報として、「UEC NEWS」、 ②「就職支援室」には、キャリアカウンセラーを置き、就職相談等に応じ
地域広報誌「調布電通大通り」などの発行、④大学情報の積極的公開・提供 るとともに、各種の就職説明会、就職支援Webシステムの充実など、就職
のため、電気通信大学フォーラムや公開講座などを実施した。 支援の強化を図った。

③「学生生活支援室」では、学生アンケートなど学生ニーズの把握を踏ま
２．教育改善及び戦略的研究推進等 え、学生生活環境の整備などを計画的に実施している。
（１）教育改善 （６）拠点形成に向けた研究推進

大学教育センターを設置し、学生による授業評価、成績分布調査、ＦＤ合 ①21世紀COEプログラム「コヒーレント光科学の展開」、②先端ワイヤレ
宿研修等、教育改善の取組を積極的に実施してきた。 スコミュニケーション研究センター（平成17年４月設置）、③「研究ステー

平成19年度には、これを更に推進するため、以下のことを実施した。 ション制度」により、新たな研究拠点形成に向けた研究を推進してきた。
①これまでの教育課程、ＦＤ活動等について検証を行い、ＦＤの組織的展 平成19年度には、それぞれ以下のような実績が挙がっている。

開を強化するために、「電気通信大学ファカルティ・ディベロップメン ①21世紀COEプログラムの中核組織であるレーザー新世代研究センターが、
ト推進規程」を制定した。 日本学術振興会のアジア教育研究拠点事業（５カ年計画）に採択された。

②成績分布調査の結果を踏まえ、更なる厳正かつ公正な成績評価のための ②先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターと外国企業（フランス
ガイドラインを策定し、平成19年度後期から試行的に実施した。 テレコム）との共同研究をスタートした。

③厳正な成績評価を担保する「学生の不服申し立て制度」を導入した。 ③新たに３つの研究ステーションを設置し、合計18ステーションとなった。
④大学院教育の実質化と厳正な論文評価のため、「研究指導計画書」や「学 （７）若手研究者の育成

位論文審査シート」などによる研究指導等の組織的展開の強化を図った。 「学内RA制度」、「UECポスドク研究員制度」「若手研究者海外派遣研究員制
⑤大学院教育の国際性を目指して進めている英語による授業科目数は60と 度」など、独自の若手研究者支援を実施してきた。
なり、前年度に比べて倍増した。 平成19年度には、文部科学省科学技術振興調整費採択事業として、先端的

（２）キャリア教育 理工学関連分野においてテニュア・トラック制を導入し、若手研究者が自立
人間力、社会人基礎力など社会から求められる思考力、遂行力、探求力、 して研究に専念できる環境の整備促進を図ることを目的とした「先端領域若

コミュニケーション能力の総合的な育成を目指して、産学連携によるキャリ 手研究者グローバル人材育成プログラム」をスタートさせた。
ア教育を実施しており、これまで開講した「キャリアデザインA・B」に加え （８）産学連携の推進
て、平成19年度には、学部３年次生を対象として、技術者倫理、デザイン能 地域・産学官連携推進機構を設置し、産学官等連携推進本部による産学連
力、コミュニケーション能力などを養うためのプロジェクト演習形式の専門 携ＤＡＹや研究室紹介冊子（ＯＰＡＬ―ＲＩＮＧ）の発行などの産学連携活
科目「キャリアデザインＣ」を新たに開講した。 動、地域貢献部門による地域貢献シンポシオンや発明クラブの開催、知的財

（３）ものつくり教育の推進 産本部による知的財産の取得・管理・活用や学部における知財教育など、多
文部科学省特色GPに採択され平成18年度まで国の財政支援を得てきた「楽力（が 様な活動を実施してきた。

くりょく）によって拓く創造的ものつくり教育」は、平成19年度からは学内予算に 平成19年度においては、これらを継続実施するとともに、国立大学で初め
よって引き続き｢ロボメカ工房｣、｢電子工学工房｣を継続すると共に、平成17年度から ての共同研究等の英文契約書モデルの作成、本学で開発された「手ぶれ計測
開始した「サイエンス工房」と新たに平成19年度から開始した「ヒューマンメディ 技術」の技術移転などの新たな成果を挙げた。
ア工房」をあわせて、合計185名の学生がこれらを履修し、ものづくり教育の成果を （９）国際化の推進
挙げた。 国際交流推進センターを設置し、国際交流協定の締結、協定校との共同シ

（４）大学院教育の改革 ンポジウム等の開催、創立80周年記念学術交流基金を活用した教職員・学生
本学の大学院教育の特徴である「実践的能力の高い高度技術者・研究者の育成」 等の国際交流、奨学寄附金共通経費を活用した短期留学プログラム学生への

を目指して、文部科学省教育支援プログラムとして、①「問題設定型光科学教育プ 本学独自の奨学金給付などを実施してきた。
ロジェクト」、②「メカノインフォマティクス・カデット教育」、③「高度IT人材育成 平成19年度においては、これらを継続実施するとともに、北京郵電大学、韓
のための実践的ソフトウェア開発専修プログラム」、④「ICT国際プログラム」を実施 国情報通信大学及び本学による「ICTトライアングル・フォーラム」や、上海交通大学
してきている。 と本学による「ロボットと人工知能に関する国際シンポジウム」などを開催した。
平成19年度は、これらに加えて、新たに「大学院教育改革支援プログラム」に採択

された⑤「実践的テクノロジスト育成プログラム」を開始した。
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電気通信大学
項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

① 運営体制の改善に関する目標

中 １ 運営体制の改善に関する目標
期 大学の第一義的目標は卓越した教育・研究を通して社会に貢献することにある。この目標を十全に達成するため、教員が教育・研究活動に専念できる体制を整
目 える。役員、教員、事務職員等が相互協力の下、それぞれの役割を分担し、責任をもって遂行する運営体制を築く。
標

★効果的な組織運営に関する基本方針
学長のリーダーシップの下で、権限と責任の適切な分担を行い、役員、部局長、各センター等の長、学科長、専攻長等の責任を明確にするとともに、その相互

連携体制を構築し、機動性と実効性のある大学運営を行う。

★戦略的な学内資源配分等に関する基本方針
全学的な経営戦略に基づき、適正かつ効果的な資源配分を行う。資源は、部局、研究グループ、個人等の配分単位に対し等分のもの、教育・研究活動の評価に

基づくもの、公募方式によるもの、学長や部局長等のリーダーシップによる戦略的なもの等、適切な配分方式により配分する。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★運営組織の効果的・機動的な運営 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○中期目標等の達成のための諸
に関する具体的方策 ○本学の教育研究の理念を策定するととも 施策の着実な実行とともに、新
【82】 に、経営協議会の外部有識者の指摘や外部 学長の経営戦略の下、次期中期
①個性ある大学として発展するため 評価委員会報告を有効に生かすため、学長 目標につながり、かつ国民や社
の経営戦略を確立し、一方、開かれ を主査とする「教育組織等改組検討WG」を 会からみて分かりやすい「ＵＥ
た大学を志向し、学外の有識者、専 立ち上げ、学長のリーダーシップの下で、 Ｃビジョン2018］をとりまとめ、
門家の意見や助言を有効に生かせる 迅速かつ機動的な検討体制を構築した。 これに基づく具体的な行動計画
運営体制を構築する。 （アクションプラン）を策定し、

実行する。
★運営組織の効果的・機動的な運営 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
に関する具体的方策 【82】 ○経営協議会外部有識者の指摘
【82】 ○「教育組織等改組検討WG」においては、 や外部評価委員会報告を有効に

経営協議会の意見や外部評価結果 その機動性を生かし、学部・学科や夜間主 活用するため、役員、副学長及
などを踏まえて、今後の経営戦略の コースの見直し、教員組織の一元化などの び部局長等で構成し、機動的か
根幹となる教育研究組織のあり方に 重要事項に係る具体的な検討を進めた。 つ迅速に対応できる運営組織と
ついて、具体的検討を進める。 して「拡大役員会」を新たに設

○学長交代（平成20年４月～）後の円滑な 置し、改組に係る具体的検討を
引き継ぎを行うため、次期学長予定者を主 重ね、平成20年中に成案を得て、
査とする「2008年アクション準備チーム」 平成22年度からの実施を目指す。
を立ち上げ、教育組織等改組検討WGでの検
討を踏まえつつ、引き続き検討した。また、○外部有識者の貴重な意見や助
次期中期目標につながるような具体的なビ 言を得ることができるよう、経
ジョン策定の検討に入った。 営協議会の会議開催回数を増や

すとともに、報告的事項の説明
等を簡略化し、重要事項に関す
る実質的な審議時間を確保する。
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

【83】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○学長交代に伴い、役員等の構
②学長のリーダーシップの下で、効 ○理事（副学長：任期２年）は、これまで 成について、経営機能（役員）
率的かつ責任ある大学運営を執行で の業務の質・量や業務内容の関連性等を考 と教学機能（副学長）の立場、
きるよう、経営、企画、研究、国際、 慮し、総務・国際担当、研究・評価担当、 役割の違いを考慮して、これを
教育、学生等の業務を担当する理事 教育・学生担当及び産学連携担当（非常勤）分離し、役員の一部は退職教員
（副学長）等を置く。 を配置したが、その後（２年間）は、理事 から任命、副学長は現場から任

（副学長）予定者の適材適所をも勘案し、 命する。
業務分担を一部見直し、総務担当、研究担
当、教育担当及び経営・産学官連携担当（非 ○理事は、総務担当、研究戦略
常勤）に分担を変更した。 担当、教育戦略担当、及び情報

戦略担当（非常勤）の配置とし、
【83】 Ⅲ （平成19年度の実施状況） 副学長は教務・入試担当、大学

法人化後の大学運営の実状を踏ま 【83】 院担当及び学生支援担当の３名
え、機動的かつ効率的な運営を行う。 ○平成18年度に引き続き同体制で円滑な大 を配置し、その役割と責任体制

学運営を実施した。 を明確にして運営・執行体制を
より強固なものとする。

【84】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き、企画調査室に学長
③学長及び役員会の機能を補佐する ○学長補佐の機能を強化するため、企画調 指名教員と事務職員（専任と兼
ため、学長補佐室（平成13年度から 査室を設置し、学長特命事項である「大学 任）を配置し、諸施策の企画立
設置）の機能を強化する。 の理念」、「基本方針」、「評価の在り方」、 案等の機能を強化する。

「広報戦略」及び「競争的資金獲得戦略」
の企画・立案等を行った。

【84】（【83】再掲） （平成19年度の実施状況）
法人化後の大学運営の実状を踏ま 【84】

え、機動的かつ効率的な運営を行う。 ○企画調査室（理事及び学長指名教授５名
で構成）に専任・兼任の事務職員を配置し、
教員との協働体制を敷くことにより、更に
機動的かつ効率的に各種施策の企画･立案
等を実施した。

【85】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○学長交代に伴い、役員、副学
④役員会、経営協議会、教育研究評 ○理事、監事、部局長及び事務局が参加す 長、部局長等の役割と責任、経
議会、各部局の教授会、学科長会議、 る学長主宰の「学長打合せ」を実施し、役 営協議会や教育研究評議会等運
専攻主任会議等の役割と責任を明確 員会の決定事項、経営協議会等会議情報の 営組織の役割を全職員で再確認
にし、相互に意思疎通と連携が図れ 伝達及び諸施策等の部局長等との意見交換 する。また、より一層の相互の
る体制を整備する。部局、学科、専 を行うなど意思疎通と連携を図った。 意思疎通と連携を図るため、学
攻、事務局各課等は、相互に連携・ 長、理事、副学長、監事、部局
協力し、合理的・効果的な業務の遂 ○この他、事務局では、事務局長主宰の各 長からなる「拡大役員会」を定
行を図る。 課長補佐クラス以上で構成する「事務連絡 期的（月２回）に開催する。加

会議」を毎月１回定期的に開催し、相互連 えて、全ての運営組織の長が参
携協力の下、効果的な業務を行った。 画する「部局長等連絡協議会」

を定期的（年６回）に開催し、
【85】（【83】再掲） （平成19年度の実施状況） 各運営組織の運営状況や課題等

法人化後の大学運営の実状を踏ま 【85】 についての意見交換を行う。
え、機動的かつ効率的な運営を行う。 ○平成18年度に引き続きそれぞれの運営組

織が連携協力し、合理的、効果的な業務を
行った。
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

【86】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○平成19年度の運営組織の見直
⑤運営組織をスリム化・簡素化し、 ○学部教授会の機動的、効率的運営の方策 しの議論を踏まえ、次のような
業務運営を機動的、効率的にする観 について検討を行い、教育研究上のやむを 運営組織を構築する。
点から、教授会、各種委員会等のあ 得ない理由がある場合は議長（学部長）に ・「拡大役員会」を設置し、機
り方について見直しを行う。 委任することを平成18年度から試行的に実 動的大学運営を図る。

施した。 ・地域・産学官連携推進機構が
所掌する業務内容に応じて３つ

○法人化に伴い、各種「センター」や「室」 のセンターを新たに設置するこ
を設置し、スリム化・簡素化の観点から、 とにより、これまでの運営会議
既存の各種委員会を廃止した。 のスリム化を図るとともに、よ

り機動的運営を可能とする。
○学内部局等ごとの情報関連業務を統合し
「情報基盤センター」を設置し、大学全体
としての情報基盤体制を整備し、情報関連
委員会の廃止を行った。

【86】（【83】再掲） （平成19年度の実施状況）
法人化後の大学運営の実状を踏ま 【86】

え、機動的かつ効率的な運営を行う。 ○学長交代に伴う引継ぎを円滑に行うた
め、新学長予定者を主査とする「2008アク
ション準備チーム」を立ち上げ、これまで
以上の機動的、効率的な運営体制について
検討を開始し、「拡大役員会」の設置など
運営組織のスリム化とともに、機動的運営
へと見直す検討を行った。
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★全学的な経営戦略の確立に関する Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
具体的方策
【87】 ※【82】に記載

全学的な経営戦略は、経営協議会
の審議に基づき、役員会の責任で策
定し、学内外に報知する。

★全学的な経営戦略の確立に関する Ⅲ （平成19年度の実施状況）
具体的方策 【87】
【87】（【82】再掲） ※【82】に記載
経営協議会の意見や外部評価結果な
どを踏まえて、今後の経営戦略の根
幹となる教育研究組織のあり方につ
いて、具体的検討を進める。

★教員・事務職員等による一体的な Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
運営に関する具体的方策 ○広報室、学生支援センター、地域・産学 ○拡大役員会等の運営組織にお
【88】 官連携推進機構及び国際交流推進センター いて、教員と事務職員が同じテ

それぞれの業務を担当する理事（副 において、専任の教員と事務職員が協働し ーブルで議論できるようにする
学長）等の指揮の下に、教員、事務 て業務を実施する体制としており、より効 とともに、大学の将来につなが
職員等が一体となって業務を遂行す 果的な業務運営とした。特に、地域・産学 るビジョン2018やそれに基づく
るための体制を整備する。 官連携推進機構ではリエゾン部門、知的財 行動計画（アクションプラン）

産本部などの運営組織の教員と事務職員も を策定するためのＷＧに事務職
同一建物内に移転し、より効果的な一体的 員及び技術職員を委員として任
推進体制を構築した。 命するなど、より一層の協働体

制を構築する。

★教員・事務職員等による一体的な Ⅲ （平成19年度の実施状況）
運営に関する具体的方策 【88】
【88】 ○企画調査室（理事及び学長指名教授５名
教員、事務職員等が、それぞれの役 で構成）に専任・兼任の事務職員を配置し、
割を踏まえ、より一層の一体的運営 教員との協働体制を強化したことにより、
を促進する。 それぞれの特性が生かされ、効果的、効率

的に業務を展開した。

★学外の有識者・専門家の登用に関 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○学長交代に伴い、20年、21年
する具体的方策 ○経営協議会の学外委員は、同協議会の設 度の学外委員として、大学の将
【89】 置の主旨を踏まえ、大学の特質に配慮しな 来構想の審議に重点を置くため、

経営協議会の学外委員については、 がら学外の有識者等の識見を大学経営に活 幅広い分野から大学経営に高い
広い範囲から見識の高い人材を登用 かせるよう、大学関係者、学術研究者、企 見識を有する委員（学長経験者、
するためのシステムについて検討す 業関係者、地域及び同窓会関係者など多様 知財戦略有識者、公的研究機関
る。 な分野から経験豊かな識者を登用した。 の長、企業経営者、弁護士、地

元市長、同窓会会長）を選任し
た。
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★学外の有識者・専門家の登用に関 （平成19年度の実施状況）
する具体的方策 【89】
【89】 ○学長交代に伴う新たな経営戦略の下での

経営協議会を構成するため、20年度から新
※年度計画なし たな学外委員を委嘱することとし、その方

針と具体的な人選を検討した。

★国立大学間の自主的な連携・協力 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き、業務効率化、経費
体制に関する具体的方策 ○業務効率化等の観点から、国立大学法人 節減の観点から、国立大学法人
【90】 等職員採用試験へ参加し、平成１６年度は 等統一採用試験へ参加する。

業務効率化と経費節減の観点から、 ２名採用した。それ以降、政府の総人件費
職員統一採用試験への参加、物品購 抑制の方針により、結果として採用実績が ○引き続き、東京農工大学との
入や業務のアウトソーシングにおけ ない。 間で「液体窒素」の共同契約を
る共同契約の可能性の検討など、他 実施するとともに、多摩地区国
大学との連携・協力を積極的に推進 ○他大学との連携・協力については、西東 立大学間での物品の再利用につ
する。 京地区国立大学等との間で検討を行い、東 いて情報交換を行う。

京農工大学との間で、教職員・学生交流、
プロジェクト研究等の共同実施、図書館の
相互利用、物品の共同調達などに関する｢基
本協定書｣を締結した。具体的には、｢物品
等の共同調達に関する覚書き｣を締結し、
具体的な物品等の共同調達の検討を行っ
た。

★国立大学間の自主的な連携・協力 （平成19年度の実施状況）
体制に関する具体的方策 Ⅲ 【90】
【90】 ○東京農工大学との間で、液体窒素の共同

東京農工大学との間で物品調達に 購入を実施した。その他の品目についても
係る共同契約を実施するとともに、 積極的に検討しているが、現時点では経費
その他の連携・協力の可能性につい 節減等の効果が見込めない状況となってい
て検討を行う。 る。今後、多摩地区国立大学間において物

品の再利用について検討することとした。

★内部監査機能の充実に関する具体 （平成16～18年度の実施状況概略） ○これまでの内部監査体制と実
的方策 Ⅲ ○平成16年度に「監査室」を設置し、毎年 施方法を検証し、「監査室」を
【91】 度監査計画を策定して、業務運営及び会計 「内部監査室」に改組し、監査

業務運営の改善と健全性の確保に 経理に関する監査を実施した。 室員の多様化を図るとともに、
資するため、内部監査体制の整備充 監事との連携をより強化するな
実について検討する。 ど全学的内部統制機能の更なる

★内部監査機能の充実に関する具体 Ⅲ （平成19年度の実施状況） 強化を図る。
的方策 【91】
【91】 ○監査計画を策定し、監事と連携して、監
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

公的研究費等の不正使用を防止す 査項目に沿って監査を実施した。特に公的
るための監査体制について検証を行 研究費等の不正防止に関して、公的研究費
うとともに、引き続き監査室におい のガイドラインを踏まえた監査計画とし、
て、業務運営、会計経理に関する監 実地監査を７月、10月及び２月に実施した。
査計画を策定し、監事と連携して、 また、その他の監査項目は、より効果が高
監査に関する情報収集、分析を行い まるよう不定期に随時、書類監査等を実施
内部監査機能の更なる充実を図る。 した。

○文部科学省等からの情報提供などによ
り、不正防止計画の検証、見直しを行った。

★全学的視点からの戦略的な学内資 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
源配分に関する具体的方策 ○学内資源の戦略的配分については、経営 ○これまでの予算配分方針等を
【92】 協議会や教育研究評議会の意見等を踏ま 検証・見直しし、①「大学戦略
①経営戦略に基づく学内資源配分（教 え、役員会の議を経て学長が決定しており、経費」の科目を設けてより戦略
職員の配置、学内予算編成、間接経 その戦略的資源配分の基本方針のうち、主 的な予算配分とすること、②予
費及び学長裁量経費の使途、施設ス なものは次のとおりである。 算事項ごとに配分順位を決定し、
ペースの配分等）の基本方針を、教 学長の経営戦略を明確にすると
育研究評議会の意見を参考に経営協 ・各部局教員数の10％を全学裁量ポストと ともに、③予算編成に決算等の
議会で審議し、役員会で決定する。 する新たな教員配置システムを策定し、全 実証的データを活用することと

学的・戦略的に先端ワイヤレスコミュニケ し、この方針に基づいて予算を
【93】 Ⅲ ーション研究センターなどの重点強化等を 編成する。
②長期的視野に立ち、教育研究を戦 進めた。
略的に推進するため、一定の割合の ○学長交代に伴い、次期中期計
教員ポストを学長裁量のポストとし、 ・学長裁量経費（１億円）を予算に計上し、画につながる新しいビジョンや
全学的・戦略的見地から配分できる 全学的視点から教育研究等の充実発展を図 それに基づく行動計画（アクシ
仕組みについて検討する。 るため、学長の判断により配分した。 ョンプラン）を策定し、それを

平成20年度予算に反映する。
・「研究・教育活性化支援システム」（45,
000千円）を予算化し、公募して審査し、 ○間接経費の利用方法を見直し、
優れた研究・教育プロジェクトへの支援を 外部資金の獲得のインセンティ
行った。 ブとなる配分を実施する。

・学内RA制度（40,000千円）やUECポスド ○施設や設備の戦略的整備計画
ク研究員制度に間接経費から配分した。 を定めたマスタープランを作成

し、これを予算編成等に反映す
・施設の有効活用のために、一定のスペー る。
スをオープンラボとして、優先的に配分し
た。また、施設利用実態調査を実施し、そ ○引き続き、各部局教員数の10
の結果を学内に公表するとともに、空室等 ％を全学裁量ポストとする教員
の有効活用について検討を開始した。 配置システムを継続し、全学的

・戦略的に活用する。

★全学的視点からの戦略的な学内資 （平成19年度の実施状況）
源配分に関する具体的方策 【92-1】【93-1】
【92-1】【93-1】 Ⅳ ○これまでの予算配分方針等を検証・見直

学内予算の執行状況及びその成果 しし、平成20年度から①「大学戦略経費」
等を踏まえ、全学的な視点から重点 の科目を設けてより戦略的な予算配分とす

ること、②予算事項ごとに配分順位を決定
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

的かつ戦略的な学内資源配分を行う。 し、学長の経営戦略を明確にするとともに、
③予算編成に決算等の実証的データを活用
することとした。

【92-2】【93-2】 Ⅲ 【92-2】【93-2】
施設利用実態調査の結果分析を踏 ○施設の有効活用の観点から、①「若手研

まえ、施設の有効活用を促進する。 究者のための自立的環境整備促進事業、②
企業との共同研究「次世代半導体露光用光
学系の性能評価技術の研究」、③先端ワイ
ヤレスコミュニケーション研究センター（A
WCC）に優先的にスペースを配分した。

【92-3】【93-3】 Ⅲ 【92-3】【93-3】
全学裁量ポストを活用した戦略的 ○全学裁量ポストを活用し、情報基盤セン

人員配置を行う。 ター助教、レーザー新世代研究センター教
授を継続任用した。

ウェイト小計
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電気通信大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

② 教育研究組織の見直しに関する目標

中 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標
期 大学の使命、学問と技術の進歩・発展、社会の変化等に対応し、時代の要請に応え得る柔軟、かつ、機動的な教育研究体制を整備する。
目
標 ★教育研究組織の編成・見直し等に関する基本方針

教育研究の目標が効果的に達成できるよう、教育・研究組織を不断に見直し、その整備・改善に努める。

★教育研究組織の見直しの方向性に関する基本方針
本学の標榜する「高度コミュニケーション科学」の発展と、その世界的拠点形成の実現に向けて、教育研究の個性が発揮しやすい組織に整備する。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★教育研究組織の編成・見直しのシ Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
ステムに関する具体的方策 ○企画調査室（平成16年度設置）を中心と
【94】 して、本学の「理念」「基本方針」を策定 ○学長交代に伴い、今後の経営
①経営戦略、学問状況、社会の要請 し、ホームページ上で公表した。 戦略の根幹となる教育研究組織
等に応じ、担当の理事（副学長）の の在り方についての基本的枠組
下で継続的に教育・研究組織の編成 ○今後の経営戦略上の重要課題である教育 みや検討方法等について定めた
・見直しについて検討する。新たに 研究組織の見直しについて、学長を主査と 「教育研究組織整備大綱」を策
組織再編等を設計する場合には、担 する「電気通信大学中長期在り方懇談会」 定する。教育研究組織の見直し
当理事（副学長）を責任者とし、適 を設置し、検討を行った。 については、これに基づき、経
切な企画立案組織を設ける。 営協議会や教育研究評議会の意

○経営協議会及び外部評価委員会（平成19 見や外部評価結果などを踏まえ、
【95】 Ⅲ 年２月19日開催）の意見や国立大学を取り 平成20年中に成案を得、平成22
②組織再編等に際しては、外部評価 巻く厳しい環境に鑑み、新たに学長を主査 年度から実施を目指す。
の結果なども反映させるとともに、 とする「教育組織等改組検討WG」を設置し、
経営協議会、教育研究評議会等との 社会のニーズの変化等への柔軟な対応を可
密接な連携を図り、更に学内の十分 能とする教育研究組織の在り方の検討を開
なコンセンサスを得るため、検討過 始した。検討に当たっては、教育研究評議
程の情報公開や意見聴取ができる仕 会の意見を聴取しつつ、学長、理事が各学
組みを整備する。 科等を訪問し、教職員からの意見を聴取し

つつ検討を行った。

★教育研究組織の編成・見直しのシ Ⅲ （平成19年度の実施状況）
ステムに関する具体的方策 【94】【95】
【94】【95】 ○「教育組織等改組検討WG」において、夜

○経営協議会の意見や外部評価結 間主コースの見直し、学部学科の改組、教
果などを踏まえて、今後の経営戦略 員組織の一元化など教育研究組織の見直し
の根幹となる教育研究組織のあり方 に関する具体的検討を進めた。
について、具体的検討を進める。
（【82】再掲） ○企画調査室に専任・兼任の事務職員を配

置し、協働体制を敷くことにより、企画立
案機能の強化を図り、上記見直し等のサポ
ートを行った。

○法人化後の大学運営の実状を踏ま Ⅲ
え、機動的かつ効率的な運営を行う。
（【83】～【86】再掲）
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★教育研究組織の見直しの方向性 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
【96】 ○学長交代に伴い、今後の経営
①電気通信学部・電気通信学研究科 ○大学を取り巻く厳しい環境に鑑み、新た 戦略の根幹となる教育研究組織
と情報システム学研究科の教育研究 に学長を主査とする「教育組織等改組検討 の在り方についての基本的枠組
面での協力関係を強化し、「高度コ WG」を設置し、全学的な教育研究組織の見 みや検討方法等について定めた
ミュニケーション科学」の発展に寄 直しの検討を開始し、①学部夜間主コース 「教育研究組織整備大綱」を策
与するため、双方の再編の可能性も の現状について検証し、新たな社会人教育 定する。これに基づき、経営協
視野に入れた教育研究体制の見直し ニーズへの対応、②幅広い学びを保証する 議会や教育研究評議会の意見や
について検討する。当面、 ための学部・学科組織の在り方及び学生配 外部評価結果などを踏まえ、平

属の仕組み、及び③社会ニーズの変化等へ 成20年中に成案を得、平成22年
・電気通信学部、同研究科は改組の の柔軟な対応を可能とするための教育研究 度から実施を目指す。
完成年度（平成19年度）までは、７ 組織の在り方（教育組織と研究組織の分離、
学科、７専攻体制を維持し教育研究 教員組織の一元化、独立専攻など）につい
の充実を図る。 て検討を行った。

○情報システム学研究科については、情報
・領域横断的で時限性のある研究分 システムと「人間」及び「社会」という観
野へ柔軟に対応するため、電気通信 点からの教育・研究を強化するため、平成
学研究科において、既設７専攻の枠 19年度に既存の３専攻を４専攻に改組し
を超えた柔軟な教員組織を持った独 た。
立専攻の新設について検討する。

・学部夜間主コースの見直しを行い、
大学院レベルでの社会人を含めた教
育の充実を図る。

・情報システム学研究科の協力講座
について、基幹講座化も含め、組織
の見直しを行う。

【97】 Ⅲ
②教育研究体制を柔軟にし、COE拠点
形成のために人材が機動的に離合集
散できる体制を整える。

★教育研究組織の見直しの方向性 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
【96】【97】（【82】再掲） 【96】【97】
経営協議会の意見や外部評価結果な ○「教育組織等改組検討WG」において、夜
どを踏まえて、今後の経営戦略の根 間主コースの見直し、学部学科の改組、教
幹となる教育研究組織のあり方につ 員組織の一元化など教育研究組織の見直し
いて、具体的検討を進める。 に関する具体的検討を進めた。

【98】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
③教育研究を促進、支援する組織と
して、教員、事務職員等一体のセン ○教員、事務職員等が一体となって、教育
ター、機構等の整備を図る。 研究を促進、支援するため、平成16年度に、

以下のとおり組織整備を行った。
・教育に関わる支援組織として、学
生部の再編改組を含む入試センター ・「学生支援センター」を設置し、学生相
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

（仮称）や学生支援センター（仮称） 談、就職支援、及び学生生活支援等の学生
の設置について検討する。 関係業務を総括的に行い、もって学生生活

の充実及び発展に寄与することとした。
・共通教育のカリキュラムの企画、
立案、実施、管理や、教育方法、FD ・「大学教育センター」を設置し、①学部
等を総合的に扱うための大学教育セ 共通教育、学部専門教育及び大学院教育を
ンター（仮称）の設置について検討 全学的・体系的に捉えた教育や授業評価等
する。 のシステムの構築、②実践的遠隔教育の推

進、及び③授業改善の企画等を行うととも
・国際交流の推進のため、留学生課、 に、④入学者選抜に関する調査・検討、⑤、
留学生センターなどを融合した国際 入学者選抜の改善・充実を図ることとし
交流推進センター（仮称）を設置す た。
る。

・従来の留学生センター、留学生課を融合
・共同研究センター、サテライト・ して「国際交流推進センター」を設置し、
ベンチャービジネス・ラボラトリー、 ①教育・研究の国際化のための諸方策の企
機器分析センター、知的財産本部、 画・立案、②留学生及び日本人学生に対す
広報室、TLO、同窓会組織などが有機 る国際化教育の充実、及び③国際貢献など
的に連携する地域・産学官連携推進 国際化を推進することとした。
機構（仮称）を設置する。

・「産学官等連携推進本部」と「知的財産 ○地域・産学官連携推進機構が
本部」からなる「地域・産学官連携推進機 所掌する業務内容に応じて３つ
構」を新設し、従来の共同研究センター、 のセンターを新たに設置するこ
SVBL、機器分析センターの機能を取り込む とにより、これまでの運営会議
とともに、リエゾン機能やベンチャー創出 のスリム化を図るとともに、よ
支援、機器分析の各部門を置いた。また、 り機動的運営を可能とする。
地域社会との連携を推進する地域貢献部門 （【86】再掲）
を新たに置いた。

【98】 （平成19年度の実施状況）
【98】

※センター設置済みのため年度計 ※目標の達成済みのため、特段の実施計画
画なし なし。

【99】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○平成19年度に実施した検証の
④レーザー新世代研究センター（平 ※平成16～18年度計画なし 結果に基づき、設置後10年経過
成11年４月設置）について、設置後1 となる平成21年度以降の同セン
0年を目途に見直しを行い、新たな展 【99】 ターの在り方、方向性について
開を検討し、改組・再編する。 ※年度計画なし （平成19年度の実施状況） 検討を行う。

【99】
レーザー新世代研究センターにおいて展

開する「レーザー物理・工学」、「原子光
学」、「多価イオン」の３分野における研
究活動状況及び、海外研究機関との連携・
交流の成果並びに、大学院教育プログラム
「問題設定型光科学教育プログラム」など
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

の教育プログラムを中心とした教育の成果
などについて、学外有識者の意見も参考に
しつつ、検証を実施した。

ウェイト小計
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電気通信大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

③ 人事の適正化に関する目標

中 ３ 人事の適正化に関する目標
期 中長期的な人事管理方針に基づき、客観性、透明性のある弾力的人事システムを構築し、教育研究や業務運営の内容に応じた適切な人材登用・配置を図る。
目 個々の職員の業務に対する評価体制を整備し、能力、業績等を適切に反映する人事システムを導入するとともに、職務遂行能力向上のための諸施策を講ずる。
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★人事の客観性・透明性・流動性を （平成16～18年度の実施状況概略）
確保するための具体的な方策 Ⅳ ○教員採用については、「人事の基本方針」 ○引き続き、任期制・公募制の
【100】 を策定し、原則公募とすることとした。 推進を図る。

教員の採用に公募制を積極的に導
入するとともに、任期制の導入につ ○任期制については、全学裁量ポストを活
いて検討する。 用した人事について適用した。

★人事の客観性・透明性・流動性を （平成19年度の実施状況）
確保するための具体的な方策 Ⅳ 【100】
【100】 ○任期制については、新教員制度への移行

学校教育法の改正による新教員組 に当たり、「助教」採用者全員を対象とし
織への移行に当たって、任期制の拡 た。
大を図る。

○「先端領域若手研究者グローバル人材育
成」プログラム（科学技術振興調整費「若
手研究者の自立的環境整備促進」）により
採用する「特任助教」は全て任期付きとし
た。

★大学の個性化を図るための中長期 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
的な人事管理方針の策定と弾力的な ○全学的視野に立脚した戦略的人事や各部 ○法人化後に構築した新たな教
人事システム構築のための方策 局の重点強化などを推進するため、各部局 員人事システムについて、より
【101】 の教員数の10%を全学裁量ポストとする新 効果的運用を図るための組織整

人材の適正配置、ポストの重点配 たな教員配置システムを確立した。 備等を行う。
分、優秀な人材確保の方策の検討な
どを中長期的な観点から行うための ○原則公募制等を盛り込んだ「人事の基本
全学的機構を整備する。 方針」を策定した。

【101】 【101】
※H19年度計画なし ○上記教員人事システムを継続実施した。
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★適切な評価体制の整備に関する Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
具体的方策
【102】 ○「教員の自己点検・評価指針」及び教育、○これまでの評価システムの検

教育・研究や、業務活動の内容等 研究、社会貢献、管理運営の４領域からな 証を踏まえ、更なる客観性と公
に応じた、多面性のある評価手法を る「教員基本データベース」に基づき、各 平性のある人事評価システムを
用いた客観性と公平性のある評価シ 教員が「自己点検・評価シート」を作成・ 構築する。
ステムを整備する。能力評価、業績 提出させて、教員個人評価を実施するとい
評価が適切に昇任・昇格、給与等に う評価体制を構築した。
反映される人事システムの構築を目
指す。 ○「評価規程」を制定し、評価の種類、対

象とともに、評価組織としての学長、理事、
部局長及び評価室等の役割と責任を明確に
するとともに、「評価結果の活用方針」を
定め、「優秀教員賞」などのインセンティ
ブの付与、学長裁量経費の配分、昇給に反
映させた。

★適切な評価体制の整備に関する具 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
体的方策 【102】
【102】 ○引き続き、教員個人評価を実施し、優秀
自己点検・評価の結果を教育研究活 教員賞や昇給など給与に反映させるととも
性化のためのインセンティブ付与や に、これまでの評価システムを検証し、よ
学内資源配分、業績評価に反映させ り客観性と公平性のある人事評価システム
るとともに、更なる客観性と公平性 の構築に向けて検討を行った。
のある人事評価システムの構築につ
いて検討する。

★外国人、女性等の任用の促進に関 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
する具体的方策 ○「人事の基本方針」を策定し、①人材の ○引き続き、「人事の基本方針」
【103】 多様化、②人事の国際化、③性別にとらわ に基づき、差別のない能力及び

人種、国籍、性別等による差別の れない採用を行うこととしており、人事委 人物本位の採用を行う。
ない採用を促進するとともに、特定 員会等での具体の選考に当たって厳正な審
の大学やグループに依存しない開放 査を行うなど、差別のない能力及び人物本
的で人物本位の採用を図る。 位の人事を行った。

★外国人、女性等の採用の促進に関 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
する具体的方策 【103】
【103】 ○引き続き、「人事の基本方針」に基づき、

教員人事の基本方針に基づき、人 差別のない能力及び人物本位の採用を行っ
種、国籍、性別等にとらわれない能 た。
力及び人物本位の採用を行う。

★事務職員等の専門性等の向上を図 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
るための措置 ○事務職員等の採用は、就業規則において、○事務職員の採用に当たっては、
【104】 「選考採用」を規定した。これに基づき、 これまで策定してきた制度、仕
①事務職員等の採用に関し、専門性 地域・産学官連携推進機構に、共同研究の 組みを生かして有為な人材を採
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

の高い特殊なポストについては、有 マッチング等に経験と実績を有する専門家 用する。
為な人材を試験制度外で採用し得る を採用した。
制度を設ける。

★事務職員等の専門性等の向上を図 （平成19年度の実施状況）
るための措置 【104】
【104】 ○より優秀な人材を確保する観点から、現

※平成19年度計画なし 行就業規則における選考採用の具体的運用
方策を定めた「事務職員の採用について」
（平成19年４月１日、学長決定）を策定し
た。

【105】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
②事務職員等の職務遂行能力向上の ○「電気通信大学事務系職員研修に関する ○引き続き、専門的な研修を実
ため、学生支援、国際交流、労務管 要項」（平成17年３月８日）に基づき、毎 施するとともに、体系的な研修
理、財務会計等の個々の業務ごとに 年度、学内研修（各課の専門的業務研修、 について、職員のキャリアアッ
専門的な研修を実施する。また、他 課長補佐研修、語学研修、労務管理研修、 プ、能力・適性に応じた適正な
大学等との人事交流を積極的に実施 放送大学を利用した研修等）と学外の機関 配置につながるような効果的な
する。 が実施する研修（職制研修（階層別研修）、 ものとなるよう不断の改善に努

専門研修（業務別研修））に派遣した。ま める。
た、より体系的な研修の在り方について検
討を行った。 ○引き続き、職務能力向上に資

する他大学との人事交流を行う。
○職務能力向上の観点から、西東京地区の
国立大学法人等との人事交流を積極的に実
施した。

【105－1】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
事務職員の専門的知識・能力を向 【105‐1】

上させるための研修を計画的に実施 ○「事務職員の研修の充実について」（平
する。 成19年９月）を策定し、より効果的な研修

の体系を整備した。これに基づき、職務研
修、専門研修など多様な研修を体系的に実
施した。

【105－2】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
西東京地区をはじめとする国立大 【105-2】

学法人等との人事交流を積極 ○西東京地区の国立大学法人等との人事交
的に行う。 流を引き続き実施した。

ウェイト小計
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電気通信大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

中 ４ 事務等の効率化・合理化に関する目標
期 法人化後の大学運営において、世界的教育研究活動を適切に支援するため、管理運営業務が適切、迅速かつ的確に行われるよう、事務組織の見直しや事務処理
目 の簡素化、合理化、効率化を促進する。
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★事務組織の高機能化に関する具体 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
的方策 ○事務組織については、法人化後の大学運 ○教員、事務職員等のそれぞれ
【106】 営に適切かつ迅速に対応できるよう、以下 の特性を踏まえ、これらが協働
①法人化後の大学運営に対応し得る のとおり不断に見直しを行った。 して業務を推進することにより、
事務組織の整備を計画的に進める。 ・総務課広報・文書係長を広報室の室員と 効率的、効果的な業務遂行が期
その際、それぞれの業務を担当する して配置した。 待できるため、事務職員につい
理事（副学長）等の指揮の下に、教 ・総務課に評価・法規係を設置し、評価室 て、拡大役員会等での委員と同
員、事務職員等が一体となって機能 において教員と一体となって業務を遂行し 席して協働実施の重要性の意識
的かつ迅速に業務を遂行するための た。 を全職員が高めるよう努めると
体制を整備する。 ・研究協力課に産学連携係を新設するとと ともに、ビジョン2018に基づく

もに、一体的機能を持たせるため、地域・ 行動計画（アクションプラン）
【107】 Ⅲ 産学官連携推進機構と同一場所に移転し を策定するためのＷＧに正式の
②法人本部の機能を強化するため、 た。 委員として課長補佐クラスを選
企画部門（企画、評価、調査、広報、 ・国際企画課職員を国際交流推進センター 考するなど、より一層の協働体
情報化など）の事務組織を充実・強 の構成員とした。 制を進める。
化する。 ・学部学科の事務職員の配置を見直し学部

等事務室に一元化し、教授会等の運営や勤 ○企画部門は、大学を取り巻く
務時間管理等を効率的処理が可能な体制と 環境の変化等に柔軟かつ迅速に
した。 対応できるよう現状の事務体制
・法人の機能の強化や効率化をするため、 の分析を行いつつ、機能強化を
事務組織の集約化、フラット化とともに、 図るとともに、事業の効率化等
企画等を担う専門職の機能強化について検 不断の見直しを実施する。
討した。

★事務組織の高機能化に関する具体 Ⅳ （平成19年度の実施状況）
的方策 【106-1】【107-1】
【106-1】【107-1】 ○前年度の検討を踏まえ、事務組織のフラ

事務局組織の見直しを行い、大学 ット化、合理化及び集約化とともに、企画
運営上の緊急的課題へ機能的かつ迅 立案機能を充実・強化するため、①部制を
速に対応できる体制を整備する。 廃止して、企画・戦略業務を担当する「企

画調整役」の配置、②入試課を入試・広報
課に名称変更して広報部門を充実、③情報
基盤センターの充実のための協働体制（財
務課情報システム係の設置）などの事務局
組織の見直しを実施した。

○更に、「企画調査室」（学長のブレーン
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

組織）に、新たに専任の事務職員を配置し、
教授陣との協働体制を敷くことにより、更
なる企画立案機能の強化を図った。

★事務処理の効率化、合理化に関す Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
る具体的方策 ○事務処理の電子化については、①物品請 ○事務の効率化を推進するため、
【108】 求や財務会計のシステム導入、②業務処理 事務の電子化を継続的に推進す
①物品請求管理システムの導入など、 システムのマニュアル化、③学内規程集の る。
Webを活用した事務局の電子化を一層 ホームページへの掲載とともに、教学関係
推進する。 では、④学部教授会会議資料閲覧や就職情

報のシステム導入、⑤各種学生募集要項や
各種印刷物、申請書用紙等のホームページ
への掲載、⑥学部入学試験合格者のホーム
ページ上での発表（試行）、及び⑦シラバ
スのWeb入力システムの導入等を進め、業
務の効率化、合理化を図った。

★事務処理の効率化、合理化に関す Ⅲ （平成19年度の実施状況）
る具体的方策

【108-1】【106-2】【107-2】 【108-1】【106-2】【107-2】
事務組織をフラット化、集約化・

合理化し、より一層の事務処理の効 ※【106-1】【107-1】に記載。
率化・合理化を推進する。

【108-2】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
事務の効率化を推進するため、よ 【108-2】

り一層の事務の電子化について検討 ○給与法等の法令改正に機動的かつ柔軟に
する。 対応できる効率的な新人事給与システムを

導入した。

○大学院電気通信学研究科の授業評価アン
ケートをWeb入力できるようにした。

○大学院入試の出願書類様式（一部）を
Web上に掲載した。

【109】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き事務局各課における
②効率的事務処理のためのマニュア ○各課で保有する業務マニュアルを調査・ 業務マニュアルの整備・改訂を
ルの整備、研修制度の充実を図る。 収集し体系的な整理を行った。 進める。

○【105-1】参照。 ※【105】153－1で記載。

【109－1】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
適切かつ効率的な事務処理のため、 【109-1】

各種マニュアルの継続的な整備を図 ○業務マニュアルの体系整理に基づき、研
る。 究費の不正使用防止マニュアルの作成、教
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

員基本データベース入力マニュアルの更新
など、新たに作成・改訂等が必要となるも
のについて整備を行った。

Ⅲ （平成19年度の実施状況）
【109－2】 【109-2】
職員の専門的知識・能力を向上させ
るための研修を計画的に実施する。 ※【105-1】で記載。

【110】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
③多摩地区５大学を中心とした共同
業務処理の可能性について検討を進 ※【90】で記載。 ※【90】で記載。
める。

【110】（【90】を再掲） Ⅲ （平成19年度の実施状況）
東京農工大学との間で物品調達に 【110】

係る共同契約を実施するとともに、 ※【90】で記載。
その他の連携・協力の可能性につい
て検討を行う。

Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
【111】 ○業務のアウトソーシングについて検討を
④管理部門における単純事務作業等、 行い、浜見寮（神奈川県湘南地区）の管理 ○契約事務、旅費支給事務等の
より効率的な業務遂行が可能となる 業務、社会保険関係業務、学生用駐車場の アウトソーシングの可能性につ
分野については、積極的にアウトソ 予約管理、大学案内・学生募集要項の高等 いて、引き続き、調査・研究を
ーシングについて検討する。 学校等への発送業務について外部委託を実 行う。

施した。

【111】 （平成19年度の実施状況）
※平成19年度計画なし 【111】

○契約事務、旅費支給事務等のアウトソー
シングの可能性について調査・研究を行っ
た。

ウェイト小計
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１．特記事項 （４）重点的予算配分
（１）効果的・機動的大学運営 【平成16～18事業年度】

【平成16～18事業年度】 学内資源を公募、審査して配分する「研究・教育活性化支援システム」を
学長のリーダーシップに基づき、平成16年度に学長ブレーンとして「企画調 整備し、優れた教育研究プロジェクトへの支援を行った。同システムは、毎

査室」を設置し、企画立案の補佐機能を強化するとともに、役員等を長とする 年度、審査委員会及び評価委員会において事前・事後の厳正な点検・評価と
「評価室」、「広報室」、「大学教育センター」、「学生支援センター」、「地域・ 支援内容の見直しを実施している。また、国からの財政支援が終了した優れ
産学官連携推進機構」及び「国際交流推進センター」等の組織を新設し、諸施 た教育・研究プロジェクトなど特色ある教育研究への重点的配分とともに、
策の迅速な実施など効果的・機動的な大学運営を行った。 施設の老朽化対策等、安心安全な教育環境の整備を重点的に行った。

【平成19事業年度】 【平成19事業年度】
平成20年４月からの学長交代に伴い、次期学長予定者を主査とする「2008年 平成19年度は、運営費交付金の逓減傾向も踏まえ、これまでの予算編成方

アクション準備チーム」を立ち上げ、円滑な引き継ぎを行うとともに、次期中 針等を見直し、大学の財務戦略を明確にすること等のため、①新たな予算科
期目標につながる具体的なビジョンの策定や教育研究組織の見直しなどの検討 目として「大学戦略経費」を設定するとともに、②予算事項ごとの配分順位
のため、より一層の効果的・機動的な運営を目指し、部局長も加えた「拡大役 を明確化した。また、③予算編成に当たって、本学の財務状況と他大学との
員会」の新設等組織運営について検討した。 比較などの実証的データを予算編成に活用することとした。

（２）教育研究組織の見直し （５）施設マネジメント
【平成16～18事業年度】 【平成16～18事業年度】

本学の中期目標や中長期の経営戦略である理念と基本方針を実現するための 施設の有効活用のために、一定のスペースをオープンラボとして運用する
教育研究組織の見直しについて検討を行った。平成18年度から「電気通信大学 とともに、施設利用実態調査を実施し、更なる有効活用について検討した。
中長期在り方懇談会」を設置して検討を開始し、その後、経営協議会や外部評 【平成19事業年度】
価委員会の指摘等を踏まえ、新たに学長を主査とする「教育組織等改組検討WG」 オープンラボの継続的運用を実施した。また、施設利用実態調査の結果を
を設置し、より具体的な検討を進めた。 踏まえ、空室等の有効活用として①「若手研究者のための自立的環境整備促進

【平成19事業年度】 事業」のための教員室、②企業との共同研究である「次世代半導体露光用光学系
平成19年度においても引き続き、具体的検討を進めた。平成20年４月からの の性能評価技術の研究」のための研究室、及び③先端ワイヤレスコミュニケーション

学長交代に伴い設置した、次期学長予定者を主査とする「2008年アクション準 研究センターの教員室・研究室などに重点的にスペースを配分した。
備チーム」において、教育研究組織の見直しは、これまでの検討状況を活用し、
継続して検討を進めることとした。 （６）業務の効率化（事務組織見直し等）

【平成16～18事業年度】
（３）戦略的人事 事務組織の見直しについては、教室系事務職員を一元化して「学部等事務

【平成16～18事業年度】 室」を設置するなど、効率化の観点から不断に実施してきた。また、物品の
戦略的な人事配置の施策として、①「教員人事の基本方針」を策定し、原則 共同調達については、東京農工大学との間で、相互の連携協力に関する基本

公募制とした。また、②全教員の10％を全学裁量ポストとし、「先端ワイヤレ 協定書を締結した。
スコミュニケーション研究センター」などの重点研究分野や若手教員の抜擢人 【平成19事業年度】
事などに活用するとともに、このポストへ任期制を導入した。さらに、④特任 平成19年度においては、事務組織の効率化等のため、部制を廃止し、企画
教員制度を整備し、民間から、共同研究のマッチング等にかかる有識者、就職 立案機能に重点をおいた組織のフラット化への移行とともに、合理化及び集
支援室のキャリアカウンセラーを、また、大型プロジェクト研究推進のための優 約化のため国際企画課を廃止した。また、「企画調査室」に専任事務職員を
秀な研究者をそれぞれ採用した。 配置し、教員と協働して学長を補佐する機能的・機動的体制を構築した。

【平成19事業年度】
上記施策の他、平成19年度においては、新たに「助教」への新規採用者を任

期制とするとともに、テニュアトラック制の実施に伴い、特任助教を任用する
こととした。
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２．共通事項に係る取組状況 （３）法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い、必要に応じ
て資源配分の修正が行われているか。

（１）戦略的な法人経営の確立と効果的運用が図られているか。 ①資源配分に関する事前・事後の評価と配分見直し
【平成16～18事業年度】 【平成16～18事業年度】

特記事項「（１）効率的・機動的大学運営」「（２）教育研究組織の見直し」 特記事項「（４）重点的予算配分」に記載の「研究・教育活性化支援シ
に記載のとおり、戦略的な法人経営を実施している。 ステム」による支援プロジェクトに関して、同システム評価委員会におい

【平成19事業年度】 て事前・事後の評価を実施し、支援内容を見直すなど、資源配分の検証・
特記事項「（１）効率的・機動的大学運営」「（２）教育研究組織の見直し」 見直しを実施している。

に記載のとおり、戦略的な法人経営を実施している。 また、各年度の予算編成方針の策定に当たって、各セグメント等からの
要求に対し査定を行い、優先的に措置すべき事業の見直しを行っている。

（２）法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。 【平成19事業年度】
①学長裁量経費 平成18事業年度と同様に「研究・教育活性化支援システム」において事
【平成16～18事業年度】 前・事後の評価を実施している。【資料編2-1①、2-2①、2-3①参照】

学長のリーダーシップを十分に発揮するための経費として、各年度１億円 また、特記事項「（４）重点的予算配分」に記載のとおり、平成20年度
を学内予算に計上し、全学的視点から教育研究等の一層の充実発展を図るた に向けての予算配分の見直し方針を決定している。
め、学長の判断により配分を行っている。 【資料編2-1②、2-2②、2-3②参照】

【平成19事業年度】 ②附属施設の時限の設定状況
平成18事業年度と同様に１億円を学内予算に計上し、全学的視点から教 【平成16～18事業年度】

育研究等の一層の充実発展を図るため、学長の判断により配分を行った。平 レーザー新世代研究センター（平成11年４月１日設置）、先端ワイヤレ
成19年度においては、横断的組織である研究ステーション、重点的に推進す スコミュニケーション研究センター（平成17年４月１日設置）については、
べき教育研究プロジェクト、学内環境整備などに配分している。 設置後10年を時限とし、見直しを行うこととしている。

【資料編1-1①、1-2①参照】 【平成19事業年度】
②全学裁量ポスト 平成18事業年度と同じ。
【平成16～18事業年度】

特記事項「（３）戦略的人事」に記載のとおり、全教員の10％に当たる36 （４）業務運営の効率化を図っているか。
のポストを全学裁量ポストとして確保し、学長のリーダーシップにより、全 【平成16～18事業年度】
学的視野に立脚した戦略的新構想や部局の重点強化のため配置している。 特記事項「（６）業務の効率化（事務組織の見直し等）」に記載のとおり、

【平成19事業年度】 事務組織の見直しや東京農工大学との物品共同調達など業務の効率化を推
平成18事業年度に引き続き、全学裁量ポストの活用を実施した。 進した。

【資料編1-1②,1-2②参照】 【平成19事業年度】
平成18事業年度に引き続き、特記事項「（６）業務の効率化（事務組織

の見直し等）」に記載のとおり、事務組織の効率化等を図っている。

（５）収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。
【平成16～18事業年度】
「別表（学部の学科、研究科の専攻等）」（P104～107参照)に記載のとおり。

【平成19事業年度】
「別表（学部の学科、研究科の専攻等）」（P102、103参照)に記載のとおり。
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（６）外部有識者の積極的活用を行っているか。 （９）法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われているか。
【平成16～18事業年度】 【平成16～18事業年度】

本学では経営協議会を年に４回開催し、法定の審議事項を審議するととも 役員会の下に「研究活性化推進ＷＧ」を設置し、特記事項「（４）重点的
に、本学経営上の重要課題について、学外委員から忌憚のない意見をいただい 予算配分」に記載の学内競争的資金「研究活性化支援システム」をはじめと
ている。これまでは、評価システム、教育研究組織の在り方等について、貴重 した研究活性化のための取組を推進している。【資料編6-1参照】
な意見をいただいた。 【平成19事業年度】

また、平成18年２月19日には外部評価委員会を開催し、「教育の成果」と「全 平成18事業年度と同様に、研究活性化の取組を継続している。
学的な研究活動の状況」を中心に評価を受けた。 【資料編6-1参照】

これらの意見等を踏まえ、教員評価システムの構築や特記事項「（２）教育 （１０）従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
研究組織の見直し」に記載のとおり見直しを進めた。 昨年度国立大学法人評価委員会からの指摘事項なし。

【平成19年度】
平成18事業年度に引き続き、経営協議会等の意見を踏まえて、教育研究

組織の見直しを継続している。【資料編3-3,3-4参照】

（７）監査機能の充実が図られているか。
【平成16～18事業年度】

①監事監査
監事は、役員会をはじめとする法人の重要な会議に常時出席し、適宜、所

見を述べるとともに、毎年度監査計画を策定し、監査を行っている。監事か
ら個別に指摘のあった事項については、それぞれ適切な善後策を講じている。

②監査室監査
監事における監査の他、監査室を設置して、内部監査を実施するとともに、

監事監査の支援を行った。監査室からの指摘事項については、それぞれ適切
な善後策を講じている。

【平成19事業年度】
①監事監査

監事は、役員会をはじめとする法人の重要な会議に常時出席し、適宜、所
見を述べるとともに、監査計画に基づき、監査を実施した。監事から個別に
指摘のあった事項については、それぞれ適切な善後策を講じている。【資料

編4-1,4-2参照】
②監査室監査

監事における監査の他、学長補佐を室長とする監査室により、内部監査を
実施している。監査室からの指摘事項については、適切な対応を行っている。
【資料4-3,4-4】

（８）教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等が行われているか。
【平成16～18事業年度】

「特記事項（２）教育研究組織の見直し」に記載のとおり、見直しを行って
いる。【資料編5-1、5-2】参照

【平成19事業年度】
平成18事業年度に引き続き、見直しを実施している。【資料編5-1、5-2参照】
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電気通信大学
項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標

① 総人件費改革に関する目標

中 １ 総人件費改革に関する目標
期 「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。
目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★総人件費改革に関する目標を達成 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
するための措置 ○計画どおり削減を進めた。 ○引き続き、計画に従い人件費
【112】 削減を図る。

総人件費改革の実行計画を踏まえ、
平成21年度までに概ね４％の人件費
の削減を図る。 【112】 （平成19年度の実施状況）

総人件費改革の実行計画を踏まえ、 Ⅲ 【112】
概ね１％の人件費削減を図る。 ○計画どおり削減を進めた。

※具体的数値等については、
【資料編8-1】参照。

ウェイト小計
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電気通信大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標

② 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中 ２ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標
期 教育研究を推進し、その成果を確たるものとするため、資金面の基盤強化を図る。そのため、運営費交付金以外の収入確保に向けた活動を推進し、外部研究資
目 金を導入し、自己収入を増加させることに努める。
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★外部研究資金の増加に関する具体 Ⅳ （平成16～18年度の実施状況概略）
的方策
【113】 ○科学研究費補助金の獲得増のため、学内 ○外部資金獲得のための左記方
①平成18年度までに科学研究費補助 説明会、研究計画調書の事前チェック等の 策について、不断に検証しつつ、
金等の申請率を対15年度比で15％増 取組を実施した結果、平成18年度には、申 継続的に実施していく。
の95％とするなど、競争的研究資金 請率が100.3％となった。
の獲得を推進する。また、大学OB、
地元企業・自治体等との連携を積極 ○外部研究資金獲得を目指して、「産学官
的に推進し、地域社会のニーズに直 連携DAY in 電通大」、「電通大フォーラム」、「研
結した共同研究、受託研究を受け入 究室紹介冊子(OPAL－RING)」等の研究成果
れる。 の広報や、各学科・専攻毎に外部資金獲得

目標値の設定などを通じて努力した結果、
船井電機(株)、情報通信研究機構などとの
連携を含め、外部資金の獲得額は大幅増と
なった。

（共同研究） （受託研究）
H16 90件 98,726千円 48件 293,677千円
H17 135件 279,142千円 43件 234,272千円
H18 182件 326,628千円 53件 463,787千円

★外部研究資金の増加に関する具体 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
的方策 【113-1】
【113－1】 ○科学研究費補助金の獲得増を目指して、

科学研究費補助金等の獲得増を目 引き続き、科学研究費補助金に関する説明
指し、実績と経験を有する教員によ 会を開催（９月12日）し、科学研究費補助
るアドバイスや事務局での事前チェ 金など外部資金獲得に実績のある教員によ
ックなど全学的な支援を実施する。 る研究計画調書作成のポイント、留意点等

の説明を行った。
また、研究計画調書の事務局での事前チ

ェック、科学研究費補助金など外部資金獲
得に実績のある教員（約40名）による研究
計画調書の事前チェック及びアドバイスを
実施した。

【113－2】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
競争的資金制度一覧や申請・採択 【113-2】

状況等の各種データをHP上で公表し、 ○科学研究費補助金をはじめとする各種の
競争的資金制度への積極的申請を奨 競争的資金や、共同研究、受託研究、奨学
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

励する。 寄附金等の外部資金の受入状況（学科・専
攻等別、個人別）、及び他大学と比較につ
いて、ホームページ上で公開した。

また、競争的資金制度の一覧をHP上に掲
載し、制度の周知を図った。

【113－3】 Ⅳ （平成19年度の実施状況）
地域の自治体や企業等との連携を 【113-3】【113-4】

積極的に推進し、共同研究・受託研 ○外部資金獲得増を目指して、以下の取組
究などの実施を通して、外部資金の を実施した。その結果受入件数が下記のと
増加を図る。 おり増加している。

・「産学官連携DAY in 電通大」や「電通大フ
ォーラム」を通じて本学の教育研究を広

【113－4】 Ⅳ く地域社会に公開したほか、東京都、大
「産学官連携DAY in 電通大」や産 田区、府中市など自治体主催の技術交

学交流会などを通じて、本学の教育 流会や商工会議所が主催する産学交流
研究活動を地域社会に広く公開し、 会等に参加し、本学の研究成果を紹介
共同研究・受託研究の増を図る。 した。「産学官連携DAY in 電通大」では、

共同研究相談会を開催し、企業等とのマ
ッチングを図った。

・本学の研究室の研究内容を一般向けに
分かりやすく解説した研究室紹介冊子
(OPAL－RING)（vol.4）を作成した。

・調布市、三鷹市、狛江市など多摩地域
に立地する企業等と26件（平成18年

度14件）の共同研究を実施した。
・船井電機(株)と連携による共同研究を

継続実施した。
＜受入実績＞

（共同研究） （受託研究）
H16 90件 98,726千円 48件 293,677千円
H17 135件 279,142千円 43件 234,272千円
H18 182件 326,628千円 53件 463,787千円
H19 205件 255,525千円 58件 570,478千円

【114】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
②間接経費や外部研究資金の拠出金 ○共同研究からのオーバーヘッドを新たに ○間接経費等について、更に全
による財源については、先端的・学 10%徴収し、また奨学寄附金からのオーバ 学的・戦略的使途に活用できる
際的研究領域の発展や教育研究環境 ーヘッドを５％から10%に引き上げるとと よう、使用方針の見直しを行う。
の整備に重点配分するなど、外部研 もに、「外部資金にかかる間接経費等の使
究資金増加の誘因策を講ずる。 用方針について」を策定した。また、平成

18年度からは、学内当初予算に間接経費等
を組み込み、より効率的な運用を行うこと
とした。
＜間接経費等の主な使途（実績）＞
・学内RA経費（予算額4,000万円）
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

・UECポスドク研究員
・本学退職教員で民間等との共同研究を推
進する者を客員教員として雇用。
・短期留学プログラム学生への奨学金制度

【114】 （平成19年度の実施状況）
○間接経費等をRA経費、ポスドク 【114】

支援等に充当し、研究の活性化を図 Ⅳ ○外部資金（間接経費等）を財源として、
ることにより、外部研究資金の増加 学内RA制度（予算額4,000万円）を引き続
に努める。 き実施し、72名の学生を採用したほか、学

内ポスドク研究員を１名採用、研究の活性
化を図った。
○本学退職教員で民間等との共同研究を推
進する者を客員教員として雇用し、共同研
究の推進を図った。
○予算編成方針と併せて、これまでの間接
経費の使途について検証し、全学的視野で
の更なる戦略的活用の方策について検討を
行った。

★自己収入の増加と安定的確保に関 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き、大学のホームペー
する具体的方策 ○大学のホームページを利用して、本学の ジを利用して、本学の講義室等
【115】 講義室等を各種資格試験や学会会場として を各種資格試験や学会会場とし
①地の利を生かし、地方大学、企業、 貸付けていることや相互友好協力協定を締 て貸付けていることや相互友好
自治体等への施設設備の貸付制度に 結している調布市を通じて、多摩川グラン 協力協定を締結している調布市
ついて検討するなど安定的な収入確 ドの市民開放を行っていることをPRし、自 を通じて、多摩川グランドの市
保に努める。 己収入の安定的確保を図った。 民開放を行っていることをＰＲ

し、自己収入の安定的確保を図
★自己収入の増加と安定的確保に関 （平成19年度の実施状況） っていく。
する具体的方策 Ⅲ 【115】
【115】 ○引き続き、大学のホームページを利用し

施設設備の有料貸付について、自 て、本学の講義室等を各種資格試験や学会
治体等への周知・広報を行い、自己 会場として貸付けていることや相互友好協
収入の確保に努める。 力協定を締結している調布市を通じて、多

摩川グランドの市民開放を行っていること
をPRし、自己収入の安定的確保を図った。

【116】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
②公開講座、講習会、セミナー等を ○地域社会への生涯学習の提供として、① ○引き続き、地域企業、高校生、
充実させ、地域企業、高校生、住民 公開講座、②ITセミナー、③研究開発セミ 住民への知的サービスの提供の
への知的サービスを提供する。 ナー、④技術経営実践スクールなどの高度 場として、公開講座、研究開発

技術研修、⑤電気通信大学フォーラムを、 セミナー、技術経営実践スクー
毎年開催した。 ル（高度技術研修）、三鷹ネッ
○機器分析センターにおいて、センター設 トワーク大学やいなぎICカレッ
備の利用を学外に開放し、外部からの測定 ジでの講座などを継続的に実施
依頼を受け付けつけるようにした。 していく。

○地域振興（再生）のための人
材育成プログラムを検討する。
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

【116】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
地域社会に対して、本学の日頃の 【116】

研究成果を還元するため、公開講座、 ○引き続き、公開講座、研究開発セミナー、
電気通信大学フォーラム、ＩＴセミ 技術経営実践スクールなどを開催した。
ナー等を開催する。 ○三鷹ネットワーク大学で本学企画講座を

開催したほか、新たに稲城市開催の「いな
ぎICカレッジ“プロフェッサー講座”」で
講座を開講した。
○「ひらめき☆ときめきサイエンス～よう
こそ大学の研究室へ～KAKENとは？」（日
本学術振興会事業）により、中・高校生向
けにも公開講座を開講した。

【117】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○同窓会（目黒会）の協力の下
③優秀な人材の育成、輩出により、 ○「電気通信大学起業家懇話会(イーテッ に、有力な卒業生等を介した企
企業や団体から教育・研究環境の質 ク）」（本学卒業生の起業家で構成する情 業等との連携により、経済的支
的向上に資するための経済的支援や 報交換の場）など本学卒業生との交流の場 援や設備機器の提供が受けられ
設備、実験機器の贈与、提供が受け において、同窓会（目黒会）を通じて本学 るよう努める。
られるように努める。 の教育研究活動を紹介し、支援を要請する

とともに、卒業生を介して共同研究を実施
した。

【117】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
有力な卒業生等を介した企業等と 【117】

の連携により、経済的支援や設備機 同窓会（目黒会）を通じて支援を要請す
器の贈与・提供の拡大を図る。 るとともに、卒業生等を介して、共同研究

を実施した。
また、個人篤志家からの寄贈建物の受入

についての協議を行った。

ウェイト小計
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電気通信大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標

③ 経費の抑制に関する目標

中 ３ 経費の抑制に関する目標
期 自己管理を徹底し、点検・評価システムを有効に機能させ、管理的経費の抑制に努める。
目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★管理的経費の抑制に関する具体的 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
方策
【118】 ○「エネルギーの使用の合理化に関する法 ○引き続き、学内の省エネルギ
①光熱水料の削減に努め、電気料の 律」に基づき策定した「国立大学法人電気 ーに対する啓発活動としてポス
受益者負担制度の見直しや夏季の１ 通信大学エネルギー管理標準」に沿って、 ターの掲示とともに、これまで
週間程度の全面休業期間の試行的な ①夏季の軽装、冷房温度の徹底等、夏季期 のエネルギーの使用状況、省エ
導入について検討する。 間中のエレベーターの一部休止など設備機 ネルギー効果の公表等による省

器の適切な運転とそのための省エネポスタ エネ意識を高め、より一層の光
ー等での啓発、②夏季一斉休業の試行、及 熱水料の削減に努める。
び③機器の更新等に係る省エネ対応機器
（太陽光発電ほか）の導入など光熱水料の
削減に努め、その結果を環境報告書として
公表した。

★管理的経費の抑制に関する具体的 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
方策 【118-1】、【118-2】
【118－1】 ○夏季の一斉休業の本格実施や昨年に引き

エネルギーの使用の合理化に関す 続き、ポスターやメールなどにより夏季の
る法律（省エネ法）による中長期計 省エネルギーキャンペーン等を実施し、省
画書に基づき、省エネルギー機器等 エネルギーに努めた。
への更新や職員への啓発活動を実施
し、光熱水料の削減を図る。 ○建物改修や変電設備改修のための機器の

更新に当たっては、省エネ対応機器を導入
【118－2】 光熱水料削減のため、 Ⅲ した。また、西３，４，７号館の廊下照明、
夏季一斉休業を実施する。 階段誘導灯を人感センサー付機器に更新し

た。

○さらに、本館別館の屋上防水改修では屋
上緑化、L棟（実験研究室）や講堂の屋上
防水改修では遮熱塗装により、それぞれ空
調負荷を削減した。

【119】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
②学内のパート職員の一元的雇用管 ○学部学科事務の一元化のための学部等事 ○パート職員、人材派遣職員、
理による効率的な配置や人材派遣会 務室の設置に併せて、学部各学科事務室に 再雇用職員等について、費用対
社の活用などの人件費抑制方策につ 人材派遣会社の活用により人件費の削減を 効果を勘案しつつ適材適所に配
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

いて検討する。 図った。 置・活用することにより、継続
的に人件費抑制を図る。

○総人件費抑制を踏まえ、事務職員の定年
退職者の後任については、パート職員や再
雇用職員（非常勤）を充てて人件費を抑制
した。

【119】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
パート職員人件費の更なる削減に 【119】

取り組む。 ○パート職員経費と競争入札による人材派
遣職員等の経費の比較とともに、勤務実績
等を検証し、効率的な配置に努めた。

【120】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
③会議参照システムの活用など、ペ ○ペーパーレス化について、①学内規程集 ○これまでに行ってきたペーパ
ーパーレス化の取り組みを一層推進 や各種刊行物（職員住所録、教員総覧、環 ーレス化の取組について、引き
する。 境報告書等）の印刷を廃止して、ホームペ 続き実施するとともに、学部授

ージへ掲載、②学内諸通知・連絡を電子メ 業評価アンケートのWeb化につい
ール化、③メール会議の推進、④学部教授 て検討する。
会への会議資料閲覧システムの導入、⑤履
修申告・成績報告・シラバスのWeb入力化
等により推進してきた。

【120】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
ペーパレス化の取組みを継続的に 【120】

推進する。 ○平成18年度までの取組を継続するととも
に、大学院電気通信学研究科の授業評価ア
ンケートのWeb化を実施したほか、大学院
履修申告及び成績報告のWeb入力化の実施
に向けた検討を開始した。

ウェイト小計
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電気通信大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標

④ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 ４ 資産の運用管理の改善に関する目標
期 資産の安定的な運用に努め、学内施設の有効活用を図る。
目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★資産の安定的な運用及び学内施設 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
の有効活用に関する具体的方策 ○本学の資産の運用は、余裕資金の運用で ○余裕資金の運用は、引き続き、
【121】 あり、かつ法制度上リスクのない金融商品 金融状況等を踏まえて、リスク
①外部資金等を安全確実な利回りで での運用に限られているため、その担当を のない運用を行う。
運用管理するための担当部署を事務 金融機関との取引の経験のある財務課とし
局に設置する。 た。

○余裕資金の運用は、リスクのない中でも
利回りのよい金融商品として国債を選定
し、証券会社等からの提案に基づいて運用
を行った。

★資産の安定的な運用及び学内施設 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
の有効活用に関する具体的方策 【121】
【121】 ○資金の運用は、引き続き、余裕資金の状

外部資金などの余裕資金について、 況や金融市場等を踏まえつつ、国債による
金融状況等を踏まえ、効果的な運用 運用を行った。
を行う。

【122】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
②施設設備の有効活用を図るため、 ※【115】で記載。
学内ベンチャー、地方大学のサテラ ○大学のホームページや相互友好協力協定
イトキャンパス、東京事務所、入試 を締結している調布市を通じて、本学の講
会場等の用途として都心部よりも有 義室等を各種資格試験や学会会場として貸
利な条件で提供するなど、外部利用 付けていることや、多摩川グランドの市民
の需要の拡大を図るための方策につ 開放を行っていることをPRし、自己収入の
いて検討する。 安定的確保を図った。

【122】（【115】を再掲） Ⅲ （平成19年度の実施状況）
施設設備の有料貸付について、自 【122】

治体等への周知・広報を行い、自己 ※【115】で記載
収入の確保に努める。
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

【123】 Ⅳ （平成16～18年度の実施状況概略）
③知的財産本部の充実・強化により、 ○知的財産本部の設置以来、知的財産マネ ○引き続き、有望な特許の権利
特許権の有効な運用管理に努める。 ージャー、TLOの産学官連携コーディネー 化を進めるとともに、知的財産

タ、産学官等連携推進本部の産学連携コー 本部、TLO、発明者が連携し、権
ディネータ、研究協力課など関係者が毎週 利の譲渡も含め積極的に技術移
定例的にミーティングを行い、密接な連携 転を推進する。
の下に、知的財産の創出から活用までを戦
略的に推進した。
○「産学官連携Day in 電通大」やイノベ
ーションジャパンなど学内外での交流会
において、TLOと協力して本学のシーズを
広く紹介した。
○発明者を介し交流のある関連企業や技術
者等とコンタクトを取ることにより、積極
的に特許の技術移転活動を展開するととも
に、当該特許をきっかけとして共同研究の
拡充を図った。
○本学発ベンチャーへの技術移転に関する
申し合わせを定め、創業から５年間に限り、
本学が単独で権利を有する知的財産権の独
占的実施権を無償で付与できることとし、
支援を受けて成功したベンチャーからは相
応の対価を受け取る仕組みを構築した。

【123】 Ⅳ （平成19年度の実施状況）
有望な特許の権利化を進めるとと 【123】

もに、知的財産本部、TLO、発明者が ○発明者、知的財産本部、TLOが連携し、
連携して、権利の譲渡も含め積極的 手ぶれ計測・補正評価システム技術につい
に技術移転を推進する。 て、発明者と交流のある関連企業にコンタ

クトを取るとともに、TLOが新たな企業の
開拓を図るなどして、複数の企業に技術移
転を行った。
○大学知的財産本部整備事業が終了するこ
とに伴って、今後の知的財産本部の在り方
を検討し、取りまとめた。

【124】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き、職員宿舎の建替え
④宿舎の建替えによる有効活用を図 ○施設整備の新たな手法として外部資金の 計画について新たな手法による
るため、PFI等の新たな手法の導入に 導入や土地信託等の民間的手法による宿舎 整備に関する規制緩和等の動向
ついて検討する。 の建替えについて、民間企業からの情報提 に留意しつつ、その可能性等に

供に基づき検討を行ったが、リスクを伴う ついて検討を継続する。
もので実行に移すことが難しいと判断され
た。
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

【124】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
職員宿舎の建替え計画について新 【124】

たな手法による整備の可能性を含め ○他大学から職員宿舎の新たな手法による
検討を継続する。 施設整備の状況等の情報収集を行うととも

に、引き続き民間企業の情報提供等により
検討を行った。

ウェイト小計
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電気通信大学
（２） 財務内容の改善に関する特記事項等

１．特記事項 【平成19事業年度】
（１）財政基盤の確立 平成18年度に引き続き、自己収入増の取組を行っている。なお、平成19

【平成16～18事業年度】 年度においては、外部資金に係る間接経費等について、部局に対するイン
財政基盤確立のため、①学長の下に検討プロジェクトチームを編成し、ＣＯ センティブ付与としての配分は実施していないが、特記事項「（１）財政

Ｅや科学技術振興調整費など、大型の競争的資金獲得に向けて組織的検討を実 基盤の確立」記載のとおり、これまでの間接経費の使途について検証し、
施するとともに、科学研究費補助金獲得増のための学内説明会や申請書の事前 外部資金獲得につながるインセンティブの方策について検討を行っている。
チェックを行った。また②地域・産学官連携推進機構における研究室の紹介冊 ③財務情報分析
子や「産学官連携ＤＡＹ」を通じて企業ニーズと大学シーズのマッチングを行 【平成16～18事業年度】
った。さらに③外部資金等の余裕資金で長期・短期国債を購入し、リスクのな 「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価における
い資金運用を実施した。 財務情報の活用について」に示されている指標例を踏まえ、財務諸表等を

【平成19事業年度】 用いた経年比較や類似大学との比較を行うなど、本学財務状況の分析検討
平成18年度実施施策を継続するとともに、これまでの間接経費の使用方針つ を進めた。

いて検証し、外部資金獲得につながるインセンティブの方策について検討を行 【平成19事業年度】
った。 平成19年４月１日付けで事務局財務課に「財務分析係」を新設し、平成

18事業年度に引き続き、本学財務状況の分析検討を進めた。平成19年12月1
（２）一般管理費の削減 日からは、財務分析係の機能を「企画調査室」に移管し、財務分析の結果

【平成16～18事業年度】 を平成20年度予算編成方針の見直し検討に活用した。【資料編7-2参照】
夏季の軽装や温度設定など省エネにつながる取り組みをポスター等で周知を ④随意契約に関する情報公開等の取組

図るキャンペーンを実施した。また、夏季一斉休業の試行や設備更新に当たっ 【平成16～18事業年度】
て省エネ対応機器（太陽光発電、変圧器ほか）を導入するなど省エネにつなが 「独立行政法人等における随意契約の適正化について（通知）」（平成18
る施策を順次展開した。 年５月19日付け18文科高第141号）に基づき、随意契約に関する情報をホー

【平成19事業年度】 ムページにおいて公表するとともに、適正化のための必要な見直しを実施
平成19年度は、夏季一斉休業の本格実施とともに、建物改修や変電設備改修 している。

のための機器の更新に当たって、省エネ対応機器を導入した。また、西３，４， 【平成19事業年度】
７号館の廊下照明、階段誘導灯を人感センサー付機器に更新した。 平成18事業年度に引き続き、随意契約の適正化を図っている。

さらに、本館別館の屋上防水改修では屋上緑化、L棟（実験研究室）や講堂 【資料7-3,7-4参照】
の屋上防水改修では遮熱塗装など空調負荷の削減に努めた。

（２）人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定
等を通じて、人件費削減に向けた取組が行われているか。

２．共通事項に係る取組状況 【平成16～18事業年度】
（１）財務内容の改善・充実が図られているか。 総人件費改革の実行計画を踏まえ、計画どおり削減に取り組んだ。

①経費節減の取組状況 【平成19事業年度】
【平成16～18事業年度】 総人件費改革の実行計画を踏まえ、計画どおり削減に取り組んだ。

特記事項「（２）一般管理費の削減」記載のとおり、経費削減の取組みを 【資料編8-1参照】
行った。

【平成19事業年度】 （３）従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
特記事項「（２）一般管理費の削減」記載のとおり、経費削減の取組みを 前年度国立大学法人評価委員会からの指摘事例なし。

行った。
②自己収入増に向けた取組状況
【平成16～18事業年度】

特記事項「（１）財政基盤の確立」記載のとおり、外部資金の獲得努力、
国債購入による資金運用など、自己収入増のための取り組みを行った。
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電気通信大学
項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報提供に関する目標

① 評価の充実に関する目標

中 １ 評価の充実に関する目標
期 大学の公共性、社会性に鑑み、自らを内外から点検し、教育研究に関わる情報を公開し、社会に対する説明責任を果たす。
目
標 ★自己点検・評価に関する基本方針

自己点検・評価及び外部評価（第三者評価）を行うことは大学運営の自主・自律を担保するための社会的責任と認識し、これに全学的体制で取り組む。

★自己点検・評価結果の活用に関する基本方針
情報公開を推進し、自己点検・評価結果を内外に公表し、本学の役割を広く社会に報知するとともに、その社会的責任を明確にし、教育研究、大学運営その他

の諸活動の不断の改善を図る。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★自己点検・評価の改善に関する具 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
体的方策
【125】 ○全学的な評価に関する企画、立案、取り ○法人化後の自己点検・評価の
①自己点検・評価及び外部評価の充 まとめを行うため、評価担当理事を室長と 状況を検証し、更に実効性の高
実を図るため、担当理事（副学長） する「評価室」を設置し、同室を中心とし い評価システムの構築を目指す。
等の指揮の下、自己点検・評価の企 て、以下のとおり評価・改善の取組を推進
画、実施及び外部評価に対する全学 した。
的なマネジメントを行う機構を整備
する。 ・「教育」「研究」「社会貢献」「管理運営」

の４領域からなる「教員基本データベース
システム」を構築し、運用を開始した。
・「教員基本データベース」を踏まえた教
員個人評価基準を策定し、各教員が「自己
点検・評価シート」を学長に提出すること
による教員評価を実施した。
・「評価規程」を制定し、評価の種類、対
象や評価組織である学長、理事及び評価室
等の役割・責任を明確化することにより、
評価・改善に組織的に取り組む体制を構築
した。

★自己点検・評価の改善に関する具 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
体的方策 【125】
【125】 ○教員基本データベースに基づき、引き続
「教員基本データベース」に基づき、 き、自己点検・評価を実施するとともに、
自己点検・評価（個人評価・組織評 これまでの評価システムについての検証を
価）を実施する。 開始した。
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

【126】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
②評価の客観性を確保し、社会への ○平成18年度において制定した「評価規程」○大学機関別認証評価の平成21
説明責任を果たすため、外部有識者 において、定期的に外部評価を受けること 年度受審に向けて、引き続き準
の視点を自己評価に取り入れるため を規定するとともに、「教育の成果」と「全 備作業を進める。
の仕組みについて検討する。 学的な研究活動の状況」を中心として外部

評価委員会（H19.2.19）による評価を受け
た。

【126】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
大学機関別認証評価の受審に向け 【126】

て、自己点検・評価作業を進める。 ○大学機関別認証評価の平成２１年度受審に
向けて、自己点検・評価の準備作業を進めた。

★評価結果を大学運営の改善に活用 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○法人化後の自己点検・評価の
するための具体的方策 状況を検証し、更に実効性の高
【127】 ○「評価規程」を制定し、評価の種類、対 い評価システムの構築を目指す。
①評価結果の効果的な活用を促進す 象や評価組織である学長、理事及び評価室
るため、各部局長等が担当理事（副 等の役割・責任を明確化することにより、
学長）等と連携して、当該部局等に 各部局と評価担当理事等の連携体制を強化
関連する改善点の整理、調整を行い、 し、評価の実施や評価結果の反映など円滑
関係者に改善勧告を行うための仕組 に実施するシステムを確立した。
みについて検討する。

★評価結果を大学運営の改善に活用 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
するための具体的方策 【127】
【127】 ○教員基本データベースを踏まえた「自己

自己点検・評価の結果を教育研究 点検・評価シート」による教員個人評価を
や大学運営の改善につなげるための 引き続き実施するとともに、これまでの評
取組みを推進する。 価システムについての検証を開始した。

【128】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○法人化後の自己点検・評価の
②評価が高い活動は積極的に広報し、 ○「評価結果の活用方針」を定め、「自己 状況を検証し、更に実効性の高
表彰制度などを通してインセンティ 点検・評価シート」による教員評価の結果 い評価システムの構築を目指す。
ブを与える。評価結果を学内の資源 を、「優秀教員賞」などのインセンティブ
配分や個人の業績評価に反映させ、 の付与、昇給における勤務成績の判定など
教育・研究活動にインセンティブを に反映させた。
与える仕組みについて検討する。
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

Ⅲ （平成19年度の実施状況）
【128】 【128】
自己点検・評価の結果を教育研究活 ○引き続き、「評価結果の活用方針」に基
性化のためのインセンティブ付与や づき、自己点検・評価の結果をインセン
学内資源配分、業績評価に反映させ ティブ付与や給与等に反映させるととも
る。 に、これまでの評価システムについての

検証を開始した。

ウェイト小計



- 39 -

電気通信大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報提供に関する目標

② 情報公開等の推進に関する目標

中 ２ 情報公開等の推進に関する目標
期 教育研究活動の状況、大学運営等に関する情報を積極的に開示・提供するとともに、社会に対して図書館情報や学術上価値のある歴史的機器等を公開し、地域
目 社会に対するサービスの向上を図る。
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★情報公開を推進する体制の整備に Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き各種メディアを活用
関する具体的方策 ○大学情報の積極的な公開・提供を行うた した積極的な広報を展開する。
【129】 め、広報室を設置した。

広報室（仮称）に広報担当学長補
佐を置き、大学情報の積極的な公開 ○オープンキャンパス、高等学校生徒の大
・提供を行うとともに、ホームペー 学見学、高校教諭招待キャンパスツアーの
ジの整備等、大学の広報手段の質的 実施のほか、高等学校への出張講義、高等
向上を図る。 学校主催のガイダンスへの参加、高等学校

訪問を行った。また、受験生向けwebサイ
ト、受験雑誌及び一般週刊誌等の多様なメ
ディアに広告を掲載する等、積極的に入試
広報を行った。

○ホームページの動線の整理を行うととも
に、検索エンジンを搭載するなど、利用し
やすくした。また、個人情報ファイル簿の
公表、受験生向けホームページの開設、デ
ジタルパンフレット化した大学案内の掲
載、携帯電話サイトの開設、動画配信等コ
ンテンツの充実を図った。

○大学広報誌「UEC NEWS」、地域広報誌「調
布電通大どおり」を定期的に発行した。

○電気通信大学フォーラム（毎年開催）や
公開講座（毎年開講）を通じて地域社会に
研究成果を公開し、また、生涯学習の機会
を提供し地域連携活動を推進した。
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★情報公開を推進する体制の整備に Ⅲ （平成19年度の実施状況）
関する具体的方策 【129】
【129】 ○ホームページの全面リニューアルを次の

ホームページの充実を図るととも とおり実施し、質的向上を図った。
に積極的に情報公開を進める。 ・トップページのデザインを変更した。

・トップページの「ニュース＆トピックス」
にまとめていた大学発信情報を、「お知ら
せ」「トピックス」「イベント」の３カテ
ゴリに分類し見やすくした。
・http://www.uec.ac･jp/アドレス以下の
ページのデザイン・構成の統一を図った。
・訪問者がアクセスしやすいよう動線の整
理を行った。
○受験生向けwebサイト、受験雑誌及び一
般週刊誌等の多様なメディアに広告を掲載
した。

○広報室を中心として、次のとおり入試広
報活動を積極的に展開した。
・オープンキャンパスを２回開催した。
・高等学校への出張講義を24回実施した。
・高等学校等で開催されるガイダンスへ60
回参加した。
・高等学校の本学訪問時における説明・研
究室等公開を17回実施した。
・高等学校の進路指導担当教諭を招待して
のキャンパスツアーを１回開催した。

○学部入試出願状況について、携帯電話サ
イトを通じてリアルタイムで公表した。
○平成19年度に実施した学部・大学院合わ
せて11回すべての入試結果について、ホー
ムページ上での合格発表を行った。
○受験生の志向を考慮して、大学案内の
改善を図った。

★地域社会への歴史資料情報の公開、 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○歴史資料館についてＧ棟への
サービスの充実 移転・整備を行う。
【130】 ○無線通信関係の歴史的資料の収集活動を

地域社会の人々に対して科学技術 推進し、企業から貴重な無線設備や真空管、
史を学習する場を提供するため、技 文献の寄贈を得た。
術的文化遺産を展示した歴史資料館 ○所蔵資料を見学者が系統的に理解できる
を整備・充実させる。 よう、所蔵品リストの作成、展示方法の改

善を行ったほか、ホームページによるＰＲ
の充実を検討した。
○本学の教育研究分野に関する歴史的技術
の調査研究の推進とともに、技術教育用資
料としての活用を推進した。
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

○船舶通信士労働組合からの寄付金を活用
した施設整備、展示改善、資料充実等に向
け検討を開始した。

★地域社会への歴史資料情報の公開、 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
サービスの充実 【130】
【130】 ○施設整備、展示改善、資料充実等に向け

歴史資料館について、既存建物の 検討を進め、建物全体を東地区Ｇ棟に移転
整備計画の中に位置付け、段階的な し整備することを決定した。
整備を図る。

★学内外への図書館情報の発信 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○貴重書や歴史資料館所蔵資料
【131】 の電子化・ホームページでの公
①貴重書（例：寄贈江戸期和漢書コ ○歴史資料館の所蔵図書資料1,457点につ 開を継続的に推進する。
レクション）や歴史資料館資料の電 いて、目録を作成し、ホームページに掲載
子化を進め、ホームページからの利 した。
用を可能にする。 ○企業から寄贈を受けた真空管を展示公開

するとともに、目録整理を行い、104点を
ホームページで公開した。
○寄贈を受けた貴重書（江戸期和算書コレ
クション）について、簡易版の解題目録を
作成し、ホームページで公開した。
○歴史資料館所蔵品目録等の電子化を推進
するとともに、資料本体についても電子化
してホームページで公開できるよう準備を
開始した。
○専門教員の協力のもとに貴重書である江
戸期和算書コレクション等の123点の解題
目録を作成し、図書館のホームページに掲
載した。
(http://www.lib.uec.ac.jp/wasan/wasan_
catalogue.html)

★学内外への図書館情報の発信 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
【131】 【131】

貴重図書や歴史資料館資料の電子 ○貴重図書（江戸期和漢書コレクション等）
化を継続的に推進する。 40点の本体の電子化を図り、順次図書館ホ

ームページに掲載することとした。
歴史資料館所蔵品目録及び資料本体の電子

化を推進し、歴史資料館ホームページへ順次
掲載することとし、百数十点程度を公開した。
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

【132】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） 引き続き、博士論文本体について、
②修士論文・博士論文をオンライン ○学位論文のホームページ掲載を推進し、 著者の許諾の獲得等について検討
で公開する。 平成18年度には、修士学位授与者の95%か を進め、図書館ホームページへの

ら論文要旨の掲載許諾を得、また、博士学 掲載の試行を行って、本格的掲載
位授与者については全ての論文要旨を掲載 を図る。また、機関リポジトリへ
した。 の掲載について、検討を進める。
「修士学位論文一覧」URL
http://www.lib.uec.ac.jp/master/maste
r.html
「博士学位論文一覧」URL
http://www.lib.uec.ac.jp/gakui/gakui.h
tml

【132】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
学位論文のホームページへの掲載 【132】

を推進する。 ○修士論文の論文要旨の電子化を継続して推
進した。また、博士論文の論文要旨のホーム
ページでの公開については達成済みであり、
さらに、博士論文本体のホームページ掲載に
ついて検討を行った。

ウェイト小計
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電気通信大学

（３） 自己点検・評価及び当該状況に係る情報提供に関する特記事項等

１．特記事項 ２．共通事項に係る取組状況
（１）評価システムの構築 （１）情報公開の促進が図られているか。

【平成16～18事業年度】 【平成16～18事業年度】
「評価室」を設置し、以下のとおり評価・改善の取組を推進した。 「大学による情報の積極的な提供について（通知）」（平成17年３月14日付
①「教員基本データベースシステム」を構築し、これに基づき教員個人評価 け16文科高第958号）等を踏まえ、ホームページ等を通じて法人情報を広く社

を実施し、その結果を「優秀教員賞」などのインセンティブ付与や給与等 会に発信するとともに、特記事項「（２）広報の積極的展開」に記載のとお
に反映させた。 り、積極的な広報を推進した。

②「評価規程」を制定し、評価の種類、対象や評価組織である学長、理事及 【平成19事業年度】
び評価室等の役割・責任を明確化することにより、評価・改善に組織的に 特記事項「（２）広報の積極的展開」に記載のとおり、積極的な広報を推
取り組む体制を構築した。 進した。

③「教育の成果」「研究活動の状況」について、自己点検・評価を実施し、
外部評価委員会の評価を受けた。 （２）従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。

【平成19事業年度】 【平成16～18事業年度】
平成18年度までに構築した上記の評価システムに基づき、自己点検・評価 平成16年度評価について、国立大学法人評価委員会から「年度計画＜現行

を実施するとともに、これまでの評価システムについての検証を開始した。 の研究者総覧を充実させて、教員各人の研究、教育、社会貢献、管理運営等
すべての活動・業績を網羅するデータベースの構築を図る＞については、デ
ータベースの作成準備にとどまっており、年度計画を十分に実施できていな

（２）広報の積極的展開 い」と指摘された事項に関しては、「特記事項（１）評価システムの構築」
【平成16～18事業年度】 に記述のとおり、教員基本データベースを構築し、教員評価を実施するに至

広報室を設置し、①入試広報として、オープンキャンパス、高等学校訪問（出 っており、適切な対応がなされている。
張講義等）、受験生向けwebサイト、受験雑誌等への広告掲載、②ホームペー 【平成19事業年度】
ジの充実のため、検索エンジン搭載、個人情報ファイル簿の公表、受験生向け 昨年度評価委員会からの指摘事項なし。
ホームページ開設、大学案内のデジタルパンフレット化、携帯電話サイトの開
設、動画配信等コンテンツの充実、③大学広報として、「UEC NEWS」、地域広
報誌「調布電通大通り」などの発行、④大学情報の積極的公開・提供のため、
電気通信大学フォーラムや公開講座などを実施した。

【平成19事業年度】
平成18年度実施事業を引き続き実施するとともに、①ホームページの全面リ

ニューアル、②受験生向き大学案内の改善を図った。
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電気通信大学
項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要事項に関する目標

① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標
期 キャンパス内の建物、設備、生活空間は、教育研究を支える重要な要素である。教育研究の所期の目的を達成するため、これらの継続的な整備を推進する。
目
標 ★施設整備に関する目標

施設・設備は、それに関する中長期計画及び施設の有効活用を図るため、施設の点検・評価の結果を踏まえ、合理的、効率的に整備し、適切な維持保全を行い、
安全の確保に万全を期す。

施設整備に当たってはバリアフリー（障壁除去）、環境の保全にも配慮する。

★教育環境の整備に関する目標
e-Campusのモデル大学を目指し、その実現に向けた環境整備を推進する。

★生活環境の整備に関する目標
学園生活を快適にする設備、キャンパスの緑化、災害時における地域の避難場所としての施設環境等を整える。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★施設の有効活用を図るための具体 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○これまでの施設整備計画を検
的方策 ○施設の有効活用の促進のため、全学共通 証し、中期目標等を達成するた
【133】 利用スペース（オープン・ラボ）を設け、 めの当面の整備計画と次期中期
①施設整備に当たっては施設の有効 弾力的な教育研究や産学連携の活性化につ 目標につなげる計画を内容とす
活用を図るため、利用状況、狭隘状 なげた。 る「キャンパスマスタープラン」
況、老朽化等の施設の点検・評価を を策定し、着実に実行する。な
定期的に行い、スペース配分の見直 ○「施設利用実態調査」を実施し、その結 お、当面の整備計画においては、
し、稼働率の向上を目指す。 果を学内に公表するとともに、空室等の有 施設整備の計画とともに、施設

効活用について検討を開始した。 の有効活用等についても検討す
ることとしている。

★施設の有効活用を図るための具体 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
的方策 【133】
【133】 ○「施設活用等検討委員会」を設置し、施

施設利用実態調査の結果分析を踏 設利用実態調査の結果に基づき、空室等の
まえ、施設の有効活用を促進する。 有効活用等について検討し、テニュアトラ

ック制や共同研究への配分を行った。

【134】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き、施設データベース
②施設の有効活用、点検・評価に当 ○施設データベースを活用し、共用会議室 ＷＧにおいて、システム改善の
たっては、施設データベースを活用 の有効活用を図った。また、このデータベ 検討を行い、有効活用を図る。
する。 ースは、教学関係でも有効に活用している。

【134】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
施設の点検・評価に施設データベ 【134】

ースを活用し、施設の有効活用に努 ○情報システム推進委員会の下に、施設デ
める。 ータベースＷＧを設置し、システムの改善

について検討を開始した。
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

【135】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き、オープンラボの確
③学部・学科等の組織の枠を越えた ○施設の有効活用の促進のため、全学共通 保に努め、効果的な利用を促進
研究グループが利用できるオープン 利用スペース（オープン・ラボ）を設け、 する。
ラボを整備する。 弾力的な教育研究や産学連携の活性化につ

なげた。

○「施設利用実態調査」を実施し、その結
果を学内に公表するとともに、空室等の有
効活用について検討を開始した。

【135】 （平成19年度の実施状況）
（【133】再掲） 【135】
施設利用実態調査の結果分析を踏ま ○「施設活用等検討委員会」を設置し、施
え、施設の有効活用を促進する。 設利用実態調査の結果に基づき、空室等の

有効活用等について検討し、テニュアトラ
ック制や共同研究への配分を行った。
（【133】再掲）

★大学の施設・設備に関する計画に Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○施設整備について新たな手法
基づいて、必要な施設整備を行うた ○職員宿舎の建て替えについて、土地信託 による検討を継続して行う。
めの具体的方策 等の民間的手法について検討を行った。
【136】 ○篤志家からの寄附建物につい

施設の点検・評価に基づき新営施 ○篤志家からの寄附建物について検討を進 て実施に向けて検討を進め、寄
設の整備を企画する場合にはPFI等の めた。 附を受け入れる予定である。
新たな手法や外部資金の導入等、多
様な財源確保について検討する。 ★大学の施設・設備に関する計画に Ⅲ （平成19年度の実施状況）

基づいて、必要な施設整備を行うた 【136】
めの具体的方策 ○引き続き、新たな手法による整備の情報
【136】 収集を行った。

施設整備について新たな手法によ
る整備の可能性について検討を継続 ○篤志家からの寄附建物について実施に向
する。企業からの外部資金による研 けて検討を進めた。
究棟新設などを引き続き進める。

★施設の適切な維持保全を実施し、 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略）
安全の確保に万全を期するための具 ○建築基準法等関係法令に基づく点検の着 ○引き続き、建築基準法等関係
体的方策 実な実施とともに、建物や工作物、道路等 法令に基づき、建物・設備の点
【137】 の安全パトロール、年間保守契約（業務委 検を行うとともに、自主的点検
①建物構造、機能、設備等の定期的 託）による日常点検を実施し、不良箇所等 を行う。
な点検を行う。 の改善を行った。

★施設の適切な維持保全を実施し、 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
安全の確保に万全を期するための具 【137】
体的方策 ○建築基準法等関係法令に基づき、建物
【137】 ・設備の点検を行った。また、引き続き、

建物の構造や各種設備については、 自主的点検を行った。
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電気通信大学

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

建築基準法に基づく点検及び自主的
な点検を行う。

【138】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き、P棟（研究棟）の全
②劣化した施設設備の安全対策等に ○自主的な安全パトロール等の実施によ 面改修など老朽化した建物・設
係わる計画の策定実施を図る。 り、安全対応計画を策定し、緊急を要する 備等の安全対策を実施する。

不良箇所等（壁落下防止対策やエレベータ
ーの耐震対策及びアスベスト除去等）の改
修を行った。

【138】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
構造耐震指標（Is値）等を勘案し 【138】

た建物の耐震補強計画を策定する。 ○構造耐震指標（Is値）及び建物の使用状
況に基づき、施設整備の年次計画を策定し
た。

○Ｇ棟(研究棟）の全面改修及びC棟（講義
棟）の耐震補強を実施した。また、Ｐ棟の
全面改修の予算措置に伴い、耐震補強実施
設計を開始した。

【139】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○施設の改修等に当たり、引き
③施設整備に当たっては環境に配慮 ○省エネルギーのため、①省エネ対応機器 続き省エネルギー、省資源、リ
し、省エネルギー、省資源、リサイ の導入（省エネ型誘導灯への交換、人感セ サイクルに努める。
クルに努める。 ンサーによる照明制御）や②太陽光発電の

屋上への設置及び③風力発電システムの設 ○引き続き、省エネルギー等に
置とともに、④ポスター・メールによる省 対する啓発のためのポスターの
エネルギーキャンペーンによる啓発、⑤夏 作成や環境報告書を策定し、省
季期間中のエレベーターの一部休止、及び エネ等の状況を公表する。
⑥夏季一斉休業の試行や夏季の軽装を実施
した。

○建設廃材について「建設工事に係る資材
の再資源化等に関する法律」に基づくリサ
イクル化等を行った。

【139-1】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
施設の改修等に当たっては、省エ 【139-１】

ネルギー、省資源、リサイクルに努 ○引き続き、省エネルギー、省資源、リサ
める。 イクルに努め、省エネ対応機器の導入等を

図るとともに、屋上の緑化や遮熱塗料塗り
を行い空調負荷を削減した。
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

【139-2】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
学内の省エネルギーに対する啓発 【139-2】

活動としてポスターの作成やエネル ○ポスター等による省エネルギーキャンペ
ギーの使用状況、省エネルギー効果 ーンや夏季一斉休業の本格実施、エレベー
の公表等を行う。 タの一部休止を行うなどにより省エネに努

めた。その結果を環境報告書として取りま
とめ、ホームページ等で公表した。

★バリアフリー（障壁除去）、環境 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き、施設点検や安全パ
の保全に配慮するための具体的方策 ○バリアフリー化については、東４号館（研 トロールを通じて、危険箇所の
【140】 究棟）、情報システム学研究科棟、A棟(講 改善とともに、改修に応じて順

高齢者、身体障害者等が円滑に利 義棟）等の改修に応じて、順次、身障者対 次バリアフリー化を進める。
用できる「特定建築物の建築の促進 応のエレベータ、スロープ、手すり、身障
に関する法律（通称ハートビル法）」 者用トイレなどを設置した。また、保健管
の基準に基づく施設整備及び、ユニ 理センター、大学会館、B棟(講義棟）の出
バーサルデザインの導入により、高 入り口を自動扉に改修した。
齢者、身体障害者だけでなくすべて
の人が円滑に安全に利用できるよう、
バリアフリー化を進める。

★バリアフリー（障壁除去）、環境 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
の保全に配慮するための具体的方策 【140】
【140】 ○①G棟（研究棟）では身障者対応のエレ

大学構内の自主点検（安全パトロ ベータ、出入り口の自動扉、スロープ、手
ール）を実施し、段差の解消など順 すり及び身障者用トイレ、②Ｂ棟（講義棟）
次バリアフリー化を推進する。 では、スロープと階段の手摺り、③C棟（講

義棟）では身障者対応のエレベータの設置
など順次バリアフリー化を図った。

★e-Campusモデルの実現のための具 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○全教室での有線ＬＡＮを使用
体的方策 ○学長を全学統括責任者とする全学情報ネ することが可能となったので、
【141】 ットワーク運用委員会を設置し、学内ネッ 今後は無線LANのアクセスポイン

高度情報通信技術を応用し、研究、 トワークの一元的な運用管理体制を構築し トの更なる増大を目指す。
教育及び学生支援のためのキャンパ た。
ス内でのネットワーク機能を充実さ ○全学内の公共スポット（教室棟ロビー・ ○各学科・事務用に使われてい
せる。 ベンチ設置場所等）及び教室での有線・無 るシステムについてもユーザー

線LANのアクセスポイントの増設を行うと ＩＤとパスワードの統合を推進
ともに、利用者への普及・教育活動を行っ し、使用者及び管理者の利便性
た。 向上を目指す。
○全学分セキュリティソフトウエアの一括
購入・配布、全学メールゲートウエイでの
スパム判定ソフトウエアやIDS（不正進入 ○将来を見据えた最適なネット
検出装置）の導入等、セキュリティ向上に ワークの構築を目指し、技術の
資するネットワーク機器を計画的に購入・ 変動・市場情勢及び学内外のニ
運用し、高信頼性がありセキュアなネット ーズを十分に調査した上で、平
ワーク環境の構築を目指した。 成21年度に現行主力装置の更新

を行う。
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★e-Campusモデルの実現のための具 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
体的方策 【141】
【141】 ○使用者及び管理者の利便性を考え、学内

情報基盤センターが中心となって、 システムのユーザーIDとパスワードを統一
学内ネットワーク環境の計画的整備 するためのサーバー環境を整備し、
を進める。 e-Learning推進センターのユーザーＩＤと

パスワードを情報基盤センターの研究・教
育用アカウントと統合した。

★生活環境の整備や災害時の避難場 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○現状の緑地の保全に努め、植
所としての施設機能を確保するため ○「施設整備中長期計画書」において、キ 栽の維持管理を効率的に行う。
の具体的方策 ャンパスの豊かな屋外環境の保全と緑化、
【142】 災害防止等のための避難場所とする計画と ○キャンパスプランに基づいて、

都市化が進む周辺地域の環境に配 しており、この計画に沿って、①非常用自 良好な屋外環境を整備する。
慮し、キャンパスの豊かな屋外環境 家発電機を災害時の給水等のための井水汲
の保全と緑化に努めるとともに、地 み上げ利用を可能にした。②植生調査を実 ○化学物質の一元的管理を行う
域との連携のもとに災害時に対応で 施し、年間計画により樹木の剪定や病害虫 ために薬品管理システムの本格
きる施設整備を計画する。 防除、除草等、屋外環境の整備を行った。 実施を行う。

③環境汚染の防止など環境保全に努め、そ
の結果を「環境報告書」として取りまとめ、○環境報告書を毎年度作成して
公表した。 公表する。

★生活環境の整備や災害時の避難場 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
所としての施設機能を確保するため 【142-1】
の具体的方策
【142-1】（【138】再掲） ※【138】参照

構造耐震指標（Is値）等を勘案した
建物の耐震補強計画を策定する。

【142-2】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
現状の緑地の保全に努め、植栽の維 【142-2】

持管理を効率的に行う。 ○植栽の維持管理のため、病害虫防除、草
刈り、低木剪定、高木剪定等を実施した。

○本館別館（事務棟）の屋上防水改修に当
たり、屋上緑化（45㎡）を実施した。

○毎年度、数回、調布市民ボランティアグ
ループの協力による、本学構内への花植え
活動を実施している。

【142-3】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
安全・環境保全室において、学内 【142-3】

の化学物質の一元的管理を行うとと ○引き続き薬品管理システムの試行を行っ
もに、環境報告書を作成 た。
・公表する。 ○「環境報告書2007」を作成し、公表した。
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

○学内の保有化学物質（薬品）について調
査を実施した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要事項に関する目標

② 安全管理に関する目標

中 ２ 安全管理に関する目標
期 労働安全衛生法（労安法）に基づき規定された業務を遂行するための実務組織として、「安全・衛生委員会（仮称）」を設置し、各種安全管理・環境保全関係法
目 規に則った環境を整備し、施設・設備の設置・改善を行う。
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

★安全管理体制と組織 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○既に目標を達成している。今
【143】 ○労働安全衛生法に基づく安全・衛生委員 後、労働基準監督署のモデル事
①労働安全衛生法その他の各種安全 会を組織し、衛生管理者による作業場の巡 業である労働安全衛生管理マネ
管理・環境保全関連法令の規定に基 視などの体制を構築した。また、安全・衛 ジメントシステムを導入し、よ
づく業務に対応するため、安全・衛 生委員会の下に衛生管理部門、作業環境管 り一層の安全衛生環境の確立を
生委員会（仮称）の下に各種専門委 理部門及び放射線・Ｘ線管理部門を設け、 目指す。引き続き法令等違反や
員会を設けて現在の安全委員会を整 より安全管理体制を強化した。 事故等のないよう各種事業を改
備強化するとともに、安全・環境業 善しつつ実施する。
務推進室（仮称）を設置する。 ○安全・環境業務推進室を設置し、法令上

の各種届出、報告等の業務を遺漏なく行う
ための体制を整備した。

なお、「環境情報の提供の促進等による
特定事業者等の環境に配慮した事業活動の
促進に関する法律」が制定されたため、平
成１８年度に発展的に解消し、本学及び地
域社会の環境保全の総括管理を行う組織と
して「安全・環境保全室」を設置した。

【143】 （平成19年度の実施状況）
※H19年度計画なし。

【144】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○既に目標を達成している。今
②「安全・衛生委員会（仮称）」の ○事務局、電気通信学部及び実験実習工場ご 後、労働基準監督署のモデル事
下に学部・研究科、各センターなど とに衛生管理者による会議を開催し、今後の 業である労働安全衛生管理マネ
のユニットごとに安全衛生会議を開 巡視業務の在り方や具体策について検討した。 ジメントシステムを導入し、よ
催する。 り一層の安全衛生環境の確立を

【144】 Ⅲ （平成19年度の実施状況） 目指す。
各部局等の衛生管理者による会議 【144】

を開催し、安全衛生上の課題につい ○引き続き、今後の巡視業務の在り方や具体策
て、継続的に検討・改善を図る。 について検討した。

【145】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○既に目標を達成しており、引
③各種安全管理・環境保全関係法令 ○安全・環境業務推進室を設置し、法令上 き続き法令等違反や事故等のな
に基づく規制化学物質や産業破棄物 の各種届出、報告等の業務を遺漏なく行う いよう各種事業を改善しつつ実
を一元管理する安全・環境科学セン ための体制を整備した。 施する。
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

ター（仮称）の設置について検討す なお、「環境情報の提供の促進等による
る。 特定事業者等の環境に配慮した事業活動の

促進に関する法律」が制定されたため、平
成１８年度に発展的に解消し、本学及び地
域社会の環境保全の総括管理を行う組織と
して「安全・環境保全室」を設置した。（再
掲）

【145】
※H19年度計画なし

★安全管理に関する具体的活動 （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き、防災・避難訓練を
【146】 Ⅲ ○安全衛生管理規程及び安全・衛生委員会 実施する。
①労安法等に基づく安全衛生関係規 規程を制定した。また、安全・衛生委員会
定を制定・整備する。教職員及び学 や安全・環境保全室において、関係法令に ○労働基準監督署のモデル事業
生に労安法の講習会や安全講習会を 基づく点検の着実な実施とともに、建物や である労働安全衛生管理マネジ
開催し、また、防災教育・訓練を定 工作物、道路等の安全パトロールを実施し メントシステムを導入し、より
期的に実施する。安全衛生管理体制 た。 一層の安全衛生環境の確立を目
の確立と巡視・点検・報告等の法定 指す。
業務を定期的に遂行する。また、各 ○防災や実験装置の取扱い上の注意などを
種安全・環境関係の法令遵守に必要 記した安全手帳を作成し、教職員及び学生
な施設・設備の整備を進める。 に配布した。また、放射線取扱いに関する

安全講習会、高圧ガス保安講習会を実施す
るとともに、調布市自衛消防訓練審査会へ
の参加、学生寮の学生や職員の防災・避難
訓練を実施した。

★安全管理に関する具体的活動 （平成19年度の実施状況）
【146-1】 Ⅲ 【146-1】

安全管理・環境保全に関する意識 ○引き続き放射線取扱いに関する安全講習
を高めるため、計画的に講習会を開 会、高圧ガス保安講習会を実施するととも
催するとともに、防災・避難訓練を に、調布市自衛消防訓練審査会への参加、
実施する。 学生寮の学生や職員の防災・避難訓練を実

施した。

【146-2】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
産業医・衛生管理者による巡視業 【146-2】

務を遂行するとともに、安全・環境 ○産業医・衛生管理者による作業場の巡視
保全室において安全・環境パトロー を毎月1回実施するとともに、自主的な安
ルを実施し、必要な改善措置を講じ 全パトロールを実施し、計画的な修繕等に
る。 より安全を確保した。

【147】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○引き続き、資格の取得に要す
②各種安全・環境関係の法令遵守に ○「衛生管理者」、「危険物取扱者」、「エ る経費を大学負担とし、資格取
必要な各種資格取得を奨励し、所要 ックス線作業主任者」等安全・衛生関係法 得を奨励する。
の手当てをする。 令に定める資格の取得に要する経費を大学

負担とし、資格取得を奨励した。
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進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況 中 年

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 期 度
期 度

【147】 Ⅲ （平成19年度の実施状況）
教職員に対し、安全・衛生関係の 【147】

資格取得を奨励する。 ○引き続き「衛生管理者」、「危険物取扱
者」、「エックス線作業主任者」等安全・
衛生関係法令に定める資格の取得に要する
経費を大学負担とし、資格取得を奨励した。
（再掲）

【148】 Ⅲ （平成16～18年度の実施状況概略） ○薬品管理システムの試行の実
③薬品やボンベ類のデータベース管 ○環境汚染を防止し、地域社会の環境を保 績を踏まえ、検証を行い平成２
理システムを開発する。 全するため、平成18年度から安全・環境保 １年度からの本稼動について検

全室を設置し、化学物質の一元管理を行う 討する。
ための薬品管理システムを試行的に導入し
た。

【148】 （平成19年度の実施状況）
※H19年度計画なし 【148】

○引き続き、化学物質の一元管理を行うた
めの薬品管理システムについて、一部の研
究室で、全学実施に向けて試行した。

ウェイト小計
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（４） その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項

１．特記事項 ２．共通事項に係る取組状況
（１）施設の有効活用の促進 （１）施設マネジメント等が適切に行われているか。

【平成16～18事業年度】 【平成16～18事業年度】
施設の有効活用のために、一定のスペースをオープンラボとして運用すると 施設マネジメントは、予算の確保を含め役員会において実施することとし

ともに、施設利用実態調査を実施し、更なる有効活用について検討した。 ている。なお、各学科・専攻等の希望等の把握など、必要に応じて、役員会
【平成19事業年度】 の下の施設マネジメントWG（主査＝施設担当理事）で検討を行い、そこでの

施設利用実態調査の結果を踏まえ、空室等の有効活用として①「若手研究者 意見等を踏まえ、役員会で審議・決定した。
のための自立的環境整備促進事業」のための教員室、②企業との共同研究である 平成16～18事業年度においては、以下の施策等を実施した。【資料編9-1参
「次世代半導体露光用光学系の性能評価技術の研究」のための研究室、及び③先 照】
端ワイヤレスコミュニケーション研究センターの教員室・研究室などに重点的にスペ ①施設整備中期計画の作成
ースを配分した。 平成18年度に文部科学省において「第２次国立大学等施設緊急５か年計

画」が策定されたため、これに沿って、「施設整備中期計画書」を作成
（２）省エネルギー・省資源の推進 した。その内容には、施設マネジメントの基本方針（施設マネジメント

【平成16～18事業年度】 のシステム構築や施設の点検・評価の推進及び施設の有効活用等）とと
夏季の軽装や温度設定など省エネにつながる取り組みをポスター等で周知を もに、施設整備の基本方針（施設の将来像・将来計画及び敷地利用計画

図るキャンペーンを実施した。また、夏季一斉休業を試行や設備更新に当たっ 等）を定め、施設の整備、維持保全及び管理運営を一体化し、戦略的か
て省エネ対応機器（太陽光発電、変圧器ほか）を導入するなど省エネにつなが つ経営的視点に立った教育研究環境の整備を図ることとした。
る施策を順次展開した。 【資料編9-2参照】

【平成19事業年度】 ②施設設備の有効活用
夏季一斉休業の本格実施とともに、建物改修や変電設備改修のための機器の 施設整備中期計画に基づき、特記事項「（１）施設の有効活用の促進」

更新に当たって、省エネ対応機器を導入した。また、西３，４，７号館の廊下 に記載のとおり、施設の有効活用を促進した。【資料編9-3参照】
照明、階段誘導灯を人感センサー付機器に更新した。 ③施設維持管理計画・実施状況

さらに、本館別館の屋上防水改修では屋上緑化、L棟（実験研究室）や講堂 施設整備中期計画に基づき、学内各施設設備について、必要な法定点検
の屋上防水改修では遮熱塗装など空調負荷の削減に努めた。 ・検査等のほか、施設利用実態調査による老朽化状況の調査分析や自主

点検（安全パトロール）による施設の危険箇所等の把握を行い、緊急に
（３）安全・環境保全の推進 対策が必要な部分の改善を行った。 【資料編9-4参照】

【平成16～18事業年度】 ④環境保全対策
労働安全衛生法に基づく安全・衛生委員会を組織し、衛生管理者による作業 特記事項「（２）省エネルギー・省資源の推進」に記載の取組みや「安

場の巡視などの体制を構築した。 全・環境保全室」において、「環境報告書」の作成や化学物質の一元管
また、安全・環境業務推進室を設置し、法令上の各種届出、報告等の業務を 理の試行など、環境保全のための取組みを実施した。【資料編9-5参照】

遺漏なく行うための体制を整備した。なお、「環境情報の提供の促進等による 【平成19事業年度】
特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」が制定されたた 学生の安全や教育現場の要望等の把握のため、施設の有効活用等につい
め、平成18年度に発展的に解消し、本学及び地域社会の環境保全の総括管理を て審議する「施設活用等検討委員会」を設置し、資源の有効活用としての
行う組織として「安全・環境保全室」を設置した。 検討を実施した。施設維持管理、環境保全等の取組みについても、平成18

【平成19事業年度】 年度に引き続き実施している。 【資料編9-1～9-5参照】
安全・衛生委員会、安全・環境保全室を中心として、平成18年度に引き続き、

安全・衛生、環境保全の取組を推進した。
なお、より一層の安全衛生環境の確立を目指し、労働基準監督署のモデル事

業である「労働安全衛生管理マネジメントシステム」の導入について検討した。
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（２）危機管理への対応策が適切にとられているか。
【平成16～18事業年度】

国立大学法人評価委員会から平成17年度評価において、災害、事件・事故、
薬品管理等に関する全学的なマニュアルが策定されていないことから、早急な
対応を求められたことを踏まえ、危機管理の基本的な考え方、姿勢、全学的な
危機管理体制、具体的な対応策等について定めた「危機管理基本要項」を制定
するとともに、研究費の不正使用等防止のためのマニュアルを作成した。

【平成19事業年度】
平成18年度までに策定した「危機管理基本要項」「研究費の不正使用等防止

マニュアル」等を踏まえた、より適切な危機管理への対応と社会的信頼性の確
保の観点から、「電気通信大学コンプライアンス規程」及び本学役職員の行動
規範を定めた「電気通信大学行動指針」を策定した。

（３）従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
【平成16～18事業年度】

上記「（４）危機管理への取組み」に記載のとおり、評価委員会の指摘を踏
まえた改善を行った。

【平成19事業年度】
昨年度評価委員会からの指摘事項なし。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

① 教育の成果に関する目標

中 （１）教育の成果に関する目標
期 本学は、高度コミュニケーション科学に特化した個性と専門性に富む屈指の大学であることの自認の下に、科学・技術分野で、基礎学力と体験によって培われ
目 た実践力ある人材を育成する。一方、教育の成果を国際的なものとするため、門戸を世界に開き、学習能力が高く個性ある学生を広く国内外に求め、判断力、洞
標 察力、理解力、柔軟性、適応性等に秀でた世界水準の人材の育成を目指す。

★教養教育の教育目標
教養教育では、科学・技術と政治、経済、社会との不可分性に鑑み、学際の知識と社会への適応性を涵養する。ここでは、主に技術教育とは違った人間教育、

専門課程の前段階の知識でも個別領域の知識の獲得でもない人間教育、人生の糧となる無形の財産、つまるところ、"文化"の体得を目指す。

★学士課程の教育目標
学士課程では、専門基礎学力の重視の上に、専門領域にとらわれない統合的かつ開かれた知を追求することにより、社会や産業構造の変化に柔軟に適応し、的

確な判断力、国際感覚等に優れ、個性と独創性に富んだ科学技術者を育成する。

★大学院課程の教育目標
博士前期課程では、確固たる基礎学力の上に、実践力に優れ、創造性を備えた指導的専門家、職業人を育成する。

博士後期課程では、世界最高水準の研究を追究し、国際舞台に通用する研究者、高度開発技術者を育成する。

★卒業後の進路等に関する目標
学士課程では、その大半を企業での中核を担う技術者を育成する。博士前期課程では、実践力のある専門家、職業人を育成し、国内外を問わず産業界の広い分

野での活躍を期待するとともに、起業家精神に秀でた人材を育成する。博士後期課程では、国、産業界、大学で活躍する問題解決、課題追究型の開発技術者、研
究者を育成する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

★各学部等の学生収容定員 ★各学部等の学生収容定員
【１】 【１】

各学部等の学生収容定員は別表のとお 各学部等の学生収容定員は、別表のとお
りとする。 りとする。

★教養教育の成果に関する具体的目標の ★教養教育の成果に関する具体的目標の
設定 設定
【２】

教養教育と専門教育を融合し、科学者、
技術者としての確固たる基礎学力の上
に、複眼的思考、社会適応性、国際感覚
を磨く教育をする。この目標に向け、

【2-1】
・現代の基礎教養として、全学的にコン １・２年次の専門基礎科目として、コ ○専門基礎科目として、「コンピュータリテラシー」や「数学演習」、「微分積分学」、
ピュータリテラシー教育を施すととも ンピュータリテラシー（全学科必修）や 「線形代数学」、「解析学」、「力学」、「力学演習」、「基礎科学実験」、「現代物理学」
に、科学者、技術者としての専門基礎（数 数学、物理、化学など、専門教育の基礎 「熱物理学」、「化学構造論」、「化学平衡論」などの科目を開講した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

学、物理、化学等）の学力を重視したカ となる授業科目を開講する。 また、入学前に高等学校において「物理Ⅱ」まで履修していない学生及び再学習
リキュラム編成をする。 したい学生のために「物理学入門第一」「物理学入門第二」を開講した。

【2-2】
・人文社会、語学系の教養科目にあって 前年度に引き続き、総合文化科目の上 ○大学教育センターにおいて、総合文化科目の上級科目を含むこれまでのカリキュ
は、基礎的な講義科目の他に、問題を絞 級科目の当初の目標、到達点、科目設定 ラム編成全般にわたる検証を行い、報告書としてとりまとめた。
り、テーマを特定した上級科目（テーマ の評価を行い、改定について検討する。 卒業生が不足していると考えるものに語学力、プレゼンテーション能力及びコミ
別セミナーなど）を充実させることによ ュニケーション能力があるが、それらを涵養する総合文化科目に対する卒業生の印
り、個性を磨き、判断力、独創性等の涵 象は低い。今後は総合文化科目に対する学生の学習意欲を喚起する取組みが求めら
養に努める。 れる。

【2-3】
・国際性、コミュニケーション能力、表 ○国際性、コミュニケーション能力、表 ○PBL型授業として「コミュニケーション演習」「外国語演習」「技術英語」などを
現力などを高めるため、語学（特に英語）、現力の涵養を図る科目としてPBL（Proje 実施した。
文章表現法、発表能力などに留意した教 ct-based learning）型授業の実施につ
科目の充実を図る。特に短期留学プログ いて検討する。また、英語を専門の基礎
ラムの英語による講義の一般学生への開 となるものとして位置付け、聞き・話す
放や、TOEFL、TOEIC等を積極的に活用す 授業及び自学の機会を設ける。
る。

【2-4】
○短期留学プログラムの英語による講義 ○短期留学生向けに開講していた英語で行われる授業科目群のうちの20科目を、学
を一般学生に開放する。 部の科目の中に「国際科目」として、正規学生が学年を問わず英語による文章表現

や発表能力に関する科目を含めて履修でき、正式認定できる形で開放している。

【2-5】
○TOEFL、TOEICを含めた実践的な英 ○学生の自習活動を支援するため、TOEFL、TOEIC等の語学のCAI教材を備えた自習
語学習のための教育方法を充実させ 室を開設している。（言語自習室（Ｆ棟）にＰＣ約50台を設置し、自学自習ソフト
る。 （アルク）によりTOEIC対応の英語学習が可能。）

○TOEFL、TOEICについて、英語基礎学力の把握の必要性や学生の英語学習への動機
付けを目的として、平成20年度から電気通信学部において共通単位として認定する
ことを決定した。

【2-6】
・社会性を身につけるため、社会常識、 職業意識の涵養と勉学意欲の増進を図 ○人間力、社会人基礎力など社会から求められる思考力、遂行力、探求力、コミュ
技術者倫理に関する教科目や起業家精神 るため、「キャリアデザインA」（学部１ ニケーション能力の総合的な育成を目指して、産学連携による学部１年次生から３
を養うための教科目にも力を入れ、コミ 年次）及び「キャリアデザインB」（学 年次生までの体系的なキャリア教育を実施した。学部１年生を対象として、企業か
ュニケーション能力、自己表現力、発表 部２年次）を継続すると共に、学部３年 らの講師招聘による講義、職務適性テスト、事業所見学を内容とする専門科目｢キ
能力、科学者技術者倫理、チャレンジ精 生対象に技術者基礎力を育成する「キャ ャリアデザインA」を、企業OBをチームティーチングのアシスタントとして活用し
神等の涵養を図る。 リアデザインC」を新設する。 た学部２年生対象の専門科目｢キャリアデザインB」を継続開講するとともに、平成

19年度から学部３年次生を対象とした、技術者倫理、デザイン能力、コミュニケー
ション能力などを養うためのプロジェクト演習形式の専門科目「キャリアデザイン
C」を新たに開講した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

＜平成１９年度受講者数＞
キャリアデザインA 326名
キャリアデザインB 29名
キャリアデザインC 8名

★学部の専門教育と大学院教育の目標を ★学部の専門教育と大学院教育の目標を
達成するための具体的措置 達成するための具体的措置
【３】 【3】
①学部専門教育では、科学的思考能力の 学部専門教育の基礎として、科学的思
育成、科学者・技術者としての倫理意識 考能力、論理的コミュニケーション能力 ※【2-3】【2-6】参照
及び人間性・国際性の育成、論理的コミ を高めるためにキャリアデザインCを開
ュニケーション能力の育成を共通の教育 講し、併せてPBL型授業の実施を検討す
基本指針とし、その上で、各学科独自の る。
教育目標に従い、カリキュラムの改正を
行い平成16年度から実施する。

【４】
②教育現場では、体験と実践、ヒューマ
ン・インタラクションを重視し、具体性
のある知の獲得を志向し、柔軟性、社会
適応性、国際性、科学者技術者倫理、チ
ャレンジ精神等を備えた科学技術者、専
門職業人を育成する。その一環として、
例えば、

【４】
・「ロボメカ工房」、「電子工学工房」に 「ロボメカ工房」，「電子工学工房」， 「ロボメカ工房」、「電子工学工房」「サイエンス工房」の他に平成19年度にH科に
代表されるような体験教育の場を拡充す 「サイエンス工房」などを通じた体験教 「ヒューマンメディア工房」を導入した。
る。 育を引き続き実施する。

また新たな体験型教育を志向した教育の
場として「メディア工房」を設ける。

・コミュニケーションスキル（論理的思 上級科目と連携して、コミュニケーシ ※【2-3】参照
考力、文章表現力、プレゼンテーション ョンスキルを高める授業科目を充実させ
能力、会話力、外国語（特に英語能力）） るとともに、言語自習教育の充実を図る。
のための教科目の充実を図る。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

・少人数制、セミナーなど、双方向性、 演習・実験、基礎セミナー等を通じて、○上級科目の「テーマ別セミナー」や言語文化科目の「語学演習」において、少人
相互啓発性のある教科目の充実を図る。 少人数制により双方向性、相互啓発性の 数制による双方向性、相互啓発性のある教育を実施した。

ある教育を実施する。

・TA、RAを活用した教育、国際的な交流 TA，RA等の教育研究補助者の雇用を、 ○従来の授業、実験のためのTA555名のほか、「IT活用国際ものつくり教育事業」（T
・連携・協力活動、留学生の交換、外国 従来の授業、実験の他に教育プロジェク A：15名）、「問題設定型光科学教育プロジェクト」（TA：15名）など10の教育プロ
の大学、研究機関との教職員の交流等を トにも適用して拡大実施する。IT活用国 ジェクトにおいて計72名 のTAを活用した。
強化・推進し、知的刺激に富んだキャン 際化ものづくり教育事業などのプロジェ ○「IT活用国際化ものつくり教育事業」において本学から８名、中国科学技術大学
パスづくりをする。 クトを通じて外国の大学との教職 から２名、計10名の教職員交流を実施した。

員・学生交流を深める。

【５】 【５】
③学部における専門基礎、総合的教育と 大学院各専攻において開講している基 ○大学院各専攻において開講している基礎科目の先行履修を、能力ある学部学生に
大学院専門教育との一貫性、継続性に留 礎科目の先行履修を、能力ある学部学生 奨励した。（平成19年度先行履修者数：185名、287件）
意した教育を実施する。 に奨励する。

【６】 【６】
④大学院教育では、問題解決型、課題追 ○魅力ある大学院教育イニシアティブ ○魅力ある大学院教育イニシアティブ「メカノインフォマティクス・カデット教育」
究型の授業、個別指導をもって、高度コ 「メカノインフォマティクス・カデット を通じて問題設定型の大学院教育を推進した。
ミュニケーション科学のメッカとして、 教育」を通じて問題設定型の大学院教育
ハードウエア、ソフトウエア、ヒューマ を推進する。
ンウエアに関する理論から設計、開発、 ○先導的ITスペシャリスト育成推進プロ ○先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム「高度IT人材育成のための実践的ソ
運用に至るまでの高度で、先駆的な教育 グラム「高度IT人材育成のための実践的 フトウエア開発専修プログラム」により、本年度から電気通信学研究科（４専攻対
を施す。 ソフトウエア開発専修プログラム」を通 象：情報通信工学専攻、情報工学専攻、電子工学専攻、システム工学専攻）で学生

じて高度IT技術者養成のための、また「I を受け入れ（11人）、高度IT技術者養成のための大学院教育を実施した。
CT国際プログラム」により実践力、国際 また「ICT国際プログラム」により実践力、国際性豊かなＩＣＴ技術者養成のた
性豊かなICT技術者養成のための大学院 めの大学院教育を新たに開始した。
教育を新たに開始する。

★卒業後の進路等に関する目標を達成す ★卒業後の進路等に関する目標を達成す
るための措置 るための措置
【７】 【７】
①卒業後の進路等に関する目標設定を支 ○１年生および2年生対象の専門科目「キ ○キャリアデザインについては、【2-6】参照。
援するため、就職指導体制をさらに強化 ャリアデザインAおよびB」により、卒業
する。進学を希望する学生には、学生の 後の目標設定を支援すると共に、新たに
興味、資質等を勘案した進学指導を行い、３年生対象の専門科目「キャリアデザイ
希望する学科専攻で修得できる技術や、 ンC」を開講し、キャリア教育の仕上げ
追究できる分野についての指導体制を整 として技術者基礎力を強化し、卒業後の
える。 目標をより発展的に設定させる。

○就職相談員（キャリアカウンセラー） ○就職相談員（キャリアカウンセラー）を雇用し、就職相談に対して指導・支援を
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を雇用し、学生の就職相談に対して指導 行なった。＜年間相談件数：396件＞
・支援を行う。
○学内個別企業説明会の開催及び学内合 ○学内個別企業説明会を実施 12月11日（火）業界研究セミナー
同企業説明会の充実を図る。 参加企業 ６社

参加学生数：セミナー 262名（昨年550名（２回分合計））
○学内合同企業説明会を、２回から３回に増やして実施し、新たに就活セミナー及

び就職相談コーナーを加え充実を図った。
第１回 10月29日 200名（昨年345名）
第２回 12月１日 446名（昨年414名）
第３回 12月22日 207名（ 新規 ）

○就職説明会等において、学生同士の就 ○就職説明会を10回実施し、その中の１回に学部３年生及び修士１年生を対象に、
職相談の機会を設ける。 内定を受けた学部４年生及び修士２年生から就職活動に関する情報提供やアドバ

イスを受ける機会を設けた。
実施日 12月17日（月）「就職活動直前・内定者によるパネルディスカッ

ション」
パネラー ７名
参加者 110名（昨年300名）

【８】 【８】 ○進学指導については、各学科において指導教員が優秀な学生に対する個々の指導
②高度に専門化する技術社会の情勢に鑑 キャリア教育や卒業研究などを通じ を主としつつ、学生支援センター、大学教育センター、助言教員、指導教員が連携
み、大学院進学率の一層の向上を図る。 て、大学院進学の動機付け指導を進める。し、学生の学業進捗状況を把握しながら、修学指導・進学指導を行っている。

★教育の成果・効果の検証に関する具体 ★教育の成果・効果の検証に関する具体
的方策 的方策
【９】 【９】
①学業の進捗状況を把握・助言するシス 学期ごとの学生の履修状況を把握・分 ○学業の進捗状況を把握・助言するシステムとして、助言教員が中心となり１年次
テム（学期ごとに学生の科目登録状況、 析し、また、昨年度実施した在学生アン 前学期終了時、学年終了時等の機会を捉え、学務情報システムからの科目登録状況、
単位取得状況、成績分布状況等の調査や ケートの分析結果を踏まえ、教育の成果 単位取得状況データに基づき、成績不振学生に対し、個別の助言などを実施した。
成績不振学生に対する助言など）を確立 ・効果について検証する。 （前年同）
するとともに、学生による授業評価、卒
業後の追跡調査（学位の取得状況、就職
先等）、内部・外部からの評価、社会か 学生による授業評価を実施し、その結 ○学生による授業評価を実施し、その結果をホームページ等を通じて各教員にフィ
ら見た大学の満足度調査等を実施する。 果を各教育現場にフィードバックする。 ードバックした。

大学教育センターを中心として、卒業 ○大学教育センターを中心として、各種アンケート調査や学生授業評価等の結果分
生アンケート、企業アンケート等の結果 析を踏まえて、学習成果の獲得の観点からこれまでの教育課程の在り方、ＦＤの現
を踏まえた教育課程の検証を実 状について検証を行い、報告書として取りまとめるとともに、今後のＦＤの組織的
施する。 展開を強化するために「電気通信大学ファカルティ・ディベロップメント推進規程」

を制定した。



- 60 -

電気通信大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【10】 【10】
②「計画、実行、評価、改善」のサイク 個々の学生の履修状況を把握し、 ○個々の学生の履修状況を把握し、以下のとおり履修指導を実施した。
ルを通じ、教育の成果・効果を把握し、 適切な履修指導を実施することにより、 ・１年次前学期終了時点で総単位数が10単位以下の学生については、当該学生の
教育内容の改善を図り、近年留年する学 卒業率の向上を図る。 所属する学科の助言教員が修学指導を実施。
生の多いことに対処し、質の低下をもた ・１年次が終了した時点で、総単位数20単位以下及び進級審査（２年次終了時審
らすことなく、卒業率の向上が図れるよ 査、卒業研究着手審査）に不合格となった学生の保護者等へ成績状況を通知
うな体制を整備する。 ・「学生何でも相談室」や助言教員が、学生生活上の様々な相談に対して助言・

指導を実施した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

② 教育内容等に関する目標

中 （２）教育内容等に関する目標
期 系統性のあるカリキュラム編成、効果的な教育方法、厳格・厳正な成績評価をもって、内容、質ともに、世界水準の高等教育を目指す。
目
標 ★アドミッション・ポリシーに関する基本方針

入学者の受け入れ方針を明示、広報し、社会人、外国人にも門戸を広く開放する。また、専門の異なる分野や他大学からの学生、潜在能力に優れた学生を積極
的にリクルートする体制を整え、国内外からの優秀な頭脳の受け入れを目指す。

★教育課程に関する基本方針
学士課程では、教養教育、専門基礎教育、専門教育のそれぞれが有機的に結びつくカリキュラム編成をする。教養教育では、語学教育、特に英語教育を重視し、

国際性のある人材を育成する。また、学生が自力で階段を登るためにカリキュラムを階層的に編成し、学習意欲を高め、自主的な学習を支援できる体制を整える。
博士課程では、問題解決型、課題追究型のカリキュラムを編成する。そのため、学生と教員が協調と相互啓発のもとに研究を推進する体制を強化する。

★教育方法に関する基本方針
教養教育では、学生同士、学生と教員のふれ合いを図り、双方向の教育を実現し、知識の獲得に偏向せず、人間性、社会性を高めるような教育をする。専門基

礎科目では、実験・演習を重視し、補習授業やTAを活用した個別指導の徹底を図る。学部専門教育、博士課程では、教育研究指導体制の一層の充実を図り、特に
卒業研究、修士・博士論文の執筆プロセス、学生のTA・RAの経験、学内外・国内外での論文発表等を通し、実践力の伴った最高水準の技術者・研究者の育成を目
指す。

★成績評価等に関する基本方針
厳正、かつ、一貫性を備えた成績評価システムをつくり、成績評価基準を明確にし、ガイドラインを設け、一貫性と厳正さを備えた評価を実施する。そのため、

学生による授業評価、FD、外部評価等を通し、教育の質の向上を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

★入試に関する具体的方策 ★入試に関する具体的方策
【11】 【11】
①入試業務を合理化、効率化、一元化し、○大学院アドミッションポリシーを策定 ○電気通信学研究科は、平成18年度に策定したアドミッションポリシーを、本学ホ
学生募集から、広報、入学相談等に至る ・公表する。 ームページ及び学生募集要項に掲載し、公表した。
までの事案に万全の体制を整えるため、
入試センター（仮称）の設置について検 ○情報システム学研究科は、アドミッションポリシーを策定し、本学ホームページ
討する。 及び学生募集要項に掲載し、広く公表した。

【12】 【12】
②国内外の社会に対し、開かれた大学を ○大学教育センター「入試検討部」を中 ○大学教育センター「入試検討部」において、過去５年間（15年度から19年度入学）
目指し、背景の異なる多種多様で有能な 心として、これまでの入学者選抜方法と の学部昼間コースの入試成績（前期・後期・推薦の選抜方法毎）とGPAの関係につ
学生の受け入れを図るため、入試、入学 入学後の単位取得状況等の相関関係調査 いて、追跡調査を実施した。また、他大学（理工系）の選抜方法を検証し、入試方
者の選抜方法を多様化する。当面、推薦 の結果を踏まえ、今後の入学者選抜方法 法（試験科目・募集人員・配点等）について検討した。
入試、帰国子女のための入試、特別編入 の改善について検討を進める。 ○電気通信学部昼間コース推薦入試の推薦人数枠の見直しを行い、平成21年度入試
制度、社会人選抜入試等、門戸を広く開 から、各高校から２名以内を各高校から７名以内（各学科２名以内）に変更した。
放した入試制度の拡充を図る。 ○情報システム学研究科の博士課程（前期・後期）において、平成21年度入試から、

社会人選抜の出願資格の見直しを行った。
・博士前期課程社会人選抜（１）及び博士後期課程社会人選抜で社会人としての経
験を総合的に評価するよう出願資格を変更。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

・博士前期課程社会人選抜（１）、（２）に個別入学資格審査による入学資格認定
を導入。
・博士後期課程社会人選抜で、博士前期課程修了見込みの社会人が引き続き博士後

期課程の社会人に出願できるよう出願資格を変更。

○学部昼間コース推薦入学で、ものづくり特別選抜（仮称）実施に向けた準備とし
て、平成20年度入試において、「ものつくり」の経験や実績を問う面接を電子工学
科において実施した。
○電気通信学研究科の博士後期課程一般選抜においては、平成19年度入試から、３
専攻（Ｃ・Ｊ・Ｅ）において、英語の筆記試験を廃止し、TOEICまたはTOEFLの成績
を利用。21年度入試からは、残りの４専攻（Ｆ・Ｍ・Ｔ・Ｈ）で英語の筆記試験を
廃止し、TOEICまたはTOEFLの成績を利用。（全専攻で英語の筆記試験を廃止し、TO
EICまたはTOEFLの成績を利用）
○情報システム学研究科の博士前期課程一般選抜においては、平成22年度入試から、
英語の筆記試験を廃止し、TOEICまたはTOEFLの成績を利用

【13】 【13】
③入試要綱等の大学のホームページでの 入試説明会、学生によるキャンパスツ ○以下のとおり、多様な入試広報活動を展開した。
公開のほかに、学内での大学説明会、全 アー、受験雑誌への広告掲載、高等学校 ・８都県から11校12名の参加により高等学校進路指導担当教諭を招待しての キャ
国各地における進学説明会、高校生に大 訪問など、多様な入試広報活動を展開す ンパスツアーを昨年に引き続き実施し、本学の教育研究の紹介、入試方法やイメー
学への体験入学の機会を与える「高大連 る。 ジなどに関する意見交換を行った。
携制度」などを利用し、入試に関する広 ・電気通信学研究科は、学内で5月19日に入試説明会を実施（約200名来場）した。
報活動の体制を整える。 ・情報システム学研究科は、学内外で計4回の入試説明会を実施(計約300名来場)し

た。平成19年度からは、事前説明会も開催。
・高校24校への出張講義を実施するほか、高校や予備校内で開催のガイダンスに60
回参加した。また、17校の大学見学を受入れるなど、さらに積極的な対応を行い、
高等学校の生徒及び教員に対して直接本学教員の話を聞く機会や、大学の施設等を
見る機会の拡大を図った。
・旺文社、学研、リクルート等の受験雑誌、ホームページのサイトへの広告の掲載
を継続し強化を図るとともに、本学のホームページ（http://www.uec.ac.jp/）を
リニューアルし、受験生がよりアクセスしやすい作りに改良を行った。

【14】 【14】
④大学院、特に後期課程の質的、量的充 優秀な博士後期課程学生を確保するた ○電気通信学研究科において、海外在住の優秀な学生を確保するため、平成20年度
実を図るため、学生募集・広報活動の創 め、弾力的な入学者選抜を行うとともに、入試から博士後期課程入試の口述試験を学外においても受験できるように弾力化し
意工夫をする。そのため、異分野からの 入学後に適切な補完的教育を提供する。 た。（H19.3.1電気通信学研究科入学試験委員会申し合わせ）
学生にはブリッジ教育など、適切な措置 ○情報システム学研究科においては社会人学生を増やすため、公的及び民間の研究
も施し、学科間、専門間の差異を超えた 機関への広報を積極的に行うとともに、博士前期課程修了後、企業等に勤務してい
大学院進学を可能とする制度も拡充す るOBへの博士後期課程への入学についても働きかけを行った。
る。 ○情報システム学研究科において、様々なバックグランドを持った学生に対して、

情報システムに関する専門的な知識、実践的な技術を教授することを目的として、
各専攻ごとに「基礎科目」を開講した。
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【15】 【15】
⑤留学生の選抜方法を改善し、渡日前に 海外からの博士後期課程受験希望者に ○大学推薦国費外国人留学生として文部科学省へ推薦する際、電気通信学研究科に
入学許可が出せるような体制、例えば、 対して、現地に出向く等により選抜を行 おいては海外で開催される学会等の機会を利用し、面接を行っている。また、イン
現地（海外）選抜を可能にするような制 う。 ターネット等の通信回路を使って現地の留学希望者と面接を行っている。これらの
度についても検討する。 システムにより、電気通信学研究科、情報システム学研究科両入試委員会で仮合格

の判定をした後、文部科学省へ推薦している。これらの方法で入学した人数は次の
とおりである。

平成17年度 6人 平成18年度 6人 平成19年度 13人（うち、1人辞退）

★教育理念等に応じた教育課程を編成す ★教育理念等に応じた教育課程を編成す ○大学教育センターを中心として、これまでの教育課程全般について、人材養成目
るための具体的方策 るための具体的方策 的を踏まえた体系的なものとなっているか検証を行い、その結果を報告書として取
【16】 【16】 りまとめた。
①段階的、階層的なカリキュラム編成を 教養教育・専門教育のカリキュラムの
行い、１年次から教養教育と専門教育を 編成を検討し、体系的な学部教育を実施
同時進行的に実施する。 する。併せて学部教育と大学院教育の一

貫化により、段階的・階層的なカリキュ
ラムを編成する。

【17】 【17】
②明確な判断力や適応力、国際感覚に優 語学教育においては、多様な教育方法 ○外国人教員の活用、少人数制、演習形式の教育により、英語学力の養成を図った。
れた科学技術者を育成するため、語学教 の採用、外国人教員の活用、少人数教育、語学教育においては実践性を重視して多読、プレゼンテーション、グループディス
育には外国人教員の積極的採用を図り、 演習形式の授業などにより、専門教育の カッション等を取り入れて実施している。
クラスを少人数制にし、演習中心の授業 基礎としての英語学力の養成を図る。 ＜外国人教員数＞
を強化する。 平成19年度 23名（外国人教員比率 6.8％）

＜少人数制・演習形式の科目例＞
言語文化科目の「語学演習」
上級科目（テーマ別セミナー）：Scientific English:Reading and
Presentation（Ｈ18新設）

【18】 【18】
③人的資源の制約をカバーし、広範な総 「多摩地区国立大学単位互換制度」「国 ○以下のとおり、単位互換制度により、広範な授業科目を提供した。
合文化科目を提供するため、他大学との 立工科系12大学院の遠隔教育による単位 ＜単位互換実績＞
単位互換制度（平成9年度より実施）の 互換制度」により、広範な授業科目を提 派遣 受入 本学提供科目数
積極的な活用を推進し、国立工科系11大 供する。 多摩地区国立大学単位互換（学部） 65 6 137
学院の遠隔教育による単位互換制度（平 多摩地区国立大学単位互換（大学院） 0 2 217
成15年度実施）を拡充する。 遠隔教育による単位互換（大学院） 5 16 6

日本女子大との単位互換（大学院） 1 0 2

【19】 【19】
④学科・専攻間の連絡を密にして、相互 相互乗り入れ授業の実施など、学科・ ○以下のとおり、学科・専攻間での協力関係を密にした教育を実施している。
乗り入れ授業を実施し、学科間、研究科 専攻間での協力関係を密にした教育を実
間の科目履修を容易にする制度の拡充を 施する。 ＊相互乗り入れ授業（学部各学科間）
図る。 専門基礎科目（昼22科目、夜16科目）
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専門共通科目（夜19科目）
＊学科・専攻間科目履修

・優秀な学部学生の大学院科目先行履修
電気通信学研究科 284名
情報システム学研究科 ３名

・学部における大学院連携科目の開設（平成19年度から実施）
基礎エレクトロニクス 16名
基礎量子物理工学 ８名
低温物性工学特論 16名
物性工学特論第一 ８名

＊情報システム学研究科教員の学部教育への参画
情報システム学研究科教員の学部科目担当 知覚工学

確率論
経営情報システム

情報システム学研究科教員の学部卒研生指導 ４名
【20】 【20-1】
⑤シラバスを充実させ、インターネット ○シラバスにおいて、各授業科目の内容、○シラバスにおいて、各授業科目の内容、成績評価基準、教科書、オフィスアワー
上で公開し、学生と教員の交流を密にす 成績評価基準、教科書、オフィスアワー 等、学生が履修選択及び準備学習を行うために必要な情報を明示し、インターネッ
るためのオフィスアワーの充実も図る。 等、学生が履修選択及び準備学習を行う ト上で公開した。また、平成20年度に向けて、これまでのシラバス作成基準を見直

ために必要な情報を明示し、インターネ し・改訂するとともに、チェック体制を構築し、これによりシラバスの内容充実を
ット上で公開する。 図ることとした。

【20-2】
○オフィスアワーなどを通じて適切な学 ○オフィスアワー、助言教員制度などにより適切な学習相談を実施した。
習相談を実施する。 大学教育センターが中心なり、学業の進捗状況を把握・助言するシステムとして、

助言教員を中心として１年次前学期終了時、学年終了時等の機会を捉え、学務情報
システムからの科目登録状況、単位取得状況データに基づき、成績不振学生に対し、
個別の助言などを実施している。

また、学生何でも相談室の業務内容の周知および、助言教員への相談にオフィス
アワーを積極的に利用することを呼びかけ、助言教員やカウンセラーが学生生活上
の様々な相談に対して助言及び支援を行った。更に助言教員やオフィスアワーのあ
り方については、「学生相談に関する対応指針」を作成し、教職員に周知・徹底し
ている。また、オフィスアワーについては、シラバスに掲載し周知を行っている。

【21】 【21】
⑥教養教育と専門教育の継続性を重視 コースツリーの明示、大学院科目の先 ○学修要覧にコースツリーを明示し、また学部高学年における大学院科目の先行履
し、多様な学生に対処するため、学部高 行履修などにより教養教育、学部専門教 修や大学院関連科目の開設などにより、教養教育、学部専門教育、大学院教育の継
学年において大学院の授業を、また、必 育、大学院教育の継続性に配慮した系統 続性に配慮した系統的な教育を実施した。
要な大学院生には、学部高学年の授業を 的な教育を実施する。 ※大学院科目の先行履修、大学院関連科目の実績については、【19】参照。
大学院の授業の一環として修得できる制
度を拡充する。
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【22】 【22】
⑦専門課程、大学院では、階層構造をも 学部専門教育・大学院教育において ○教育の実質化を更に推進するため、以下のことを実施した。
たせた授業を展開し、シラバスの有効利 は、講義、実験・演習を強化し、実践的 ・大学院の人材養成目的を平成19年４月１日付けで学則等に明記し、より明確化し
用を図り、予め取得しておくべき科目等 教育を行う。また、論文作成指導におい た。
を明示し、系統性のある教育をする。ま ては、学外セミナーへの参加や学会活動 ・学部の人材養成目的を平成20年４月１日から学則に掲載するよう改正手続きを行
た、セミナー、個別指導、研究会、学会 などを有機的に結びつけ、また卒業論文 った。
活動等を有機的に結び付け、研究者、専 ・修士論文等の達成基準を明示すること ・シラバスの充実を図るため、作成基準の改訂を行うとともに、組織的チェック体
門家の総合的な育成を図る。 により学位授与へのプロセスを明確化す 制の強化を行った。

る。 ・講義、実験、演習、論文作成指導（学外セミナー参加や学会活動などの計画も含
む）など、大学院における学生指導の計画的組織的展開を強化するため、「研究指
導計画書」を毎年度個々の学生ごとに作成することとした。
・学位論文審査の客観性・透明性を確保するため、学位論文審査基準をより具体的
かつ明確にするとともに、学位論文審査評価シートを定め、これに従い厳正な審査
を行うこととした。

★授業形態、学習指導法等に関する具体 ★授業形態、学習指導法等に関する具体
的方策 的方策
【23】 【23】

学生の多様性、学生のニーズ等を考慮 ○さまざまな学生のニーズに対応し、以
した学習環境を整え、教育目標に合致し、下のとおり多様な授業や学習指導を行
かつ、実効ある成果が期待できる授業・ う。
学習指導法を採用する。そのため、以下
に挙げるような事項の実施を図る。

・専門教育に支障を来たさないため、専 物理学と数学のリメディアル教育を実施 ○物理学と数学の基礎学力に問題のある学生に対して、補習教育を実施した。
門基礎科目（物理学や数学）に問題のあ する。 物理学入門第一 ８９名 講義、演習、実験による授業
る学生に対する補習授業を充実させる。 物理学入門第二 ５名

数学補習授業 カリキュラム外として実施

・少人数クラス、セミナー、相互啓発型、語学教育、演習・実験等においては、少 ○上級科目の「テーマ別セミナー」や言語文化科目の「語学演習」において、少人
双方向(対話)型授業の充実を図る。 人数制を取り入れ、双方向性、相互啓発 数制による双方向性、相互啓発性のある教育を実施した。（【４】再掲）

性のある教育を実施する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

・学生の自主学習、能動的学習を支援す eラーニングに関するハード及びソフト ○eラーニング推進センターにおいて、３件のコンテンツ開発資金補助実施に加え、
るラボ、自習室等の学習環境を整備する。を充実させて学習の効率を上げ、あわせ 知能機械工学科・専攻で管理していたコンテンツ34科目をセンターに移管し、「先

て言語環境の改善を図る。 導的ITスペシャリスト育成推進プログラム」、「IT活用国際化ものつくり教育事業」
の技術的支援を行なうなどeラーニングの普及促進に努めた。

・コミュニケーションスキル、国際性を 語学教育においては、外国人教員の活用、
磨くため、語学での演習授業を強化する。少人数教育、演習形式の授業などにより、○【17】参照

専門教育の基礎となる語学力の養成を図
る。（【17】再掲）

・教育設備（教室、ゼミ室、機器、図書、 教育設備について、継続的な整備を図る。○液晶プロジェクター３台の新設、更新に加え掲示板の改修を行った。
ソフト）の充実を図る。

・TAを使っての授業の効率化、教育効果 大学教育センターが中心となって、TA研 ○TAの有効活用のため、学部教育委員会において人員の適正な配置について基準を
の向上を図る。 修会を実施する。 策定し、平成20年度から予算の効率的な配分を実施することとした。

また、有効活用のため研修が必要であるが、現状は個別の指導のみであり今後は
組織的な研修を検討する。

オフィスアワーなどを通じて適切な学習
・教員の助言制度、オフィスアワー等を 相談を実施する。（【20-2】再掲） ○【20-2】参照
強化する。

・シラバス（授業内容、進行計画、成績 シラバスにおいて、各授業科目の内容、 ○【20-1】参照
評価方法、成績評価基準、参考書等を明 成績評価基準、教科書等、学生が履修選
記）を完全電子化し、年度毎に更新する。択及び準備学習を行うために必要な情報

を明示し、インターネット上で公開する。
（【20-1】再掲）

・社会経験を重視し、インターンシップ 企業での就労体験を通して職業意識を涵 ○共同研究センターが中心となって企業の開発、増加に努めている。
制度を拡充することで、多くの学生がイ 養するとともに学修の意義を理解するた 平成１６年度 履修者数127人 実施企業社数 91社
ンターンシップを経験できるようにし、 めのキャリア教育の一環として、インタ 平成１７年度 履修者数160人 実施企業社数 103社
受け入れ企業の開発、増加に努める。 ーンシップを一層拡充する。 平成１８年度 履修者数239人 実施企業社数 131社

平成１９年度 履修者数187人 実施企業社数 117社
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電気通信大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

・大学院にあっては、英語による授業の 専門分野における国際性やコミュニケー ○電気通信学研究科では、英語で実施している科目が前年の26科目から58科目へと
増加や論文の書き方等の指導を徹底す ション能力を高めるため、英語による授 大幅に増加した。
る。 業を実施するとともに、国際学会におけ ○英語による論文作成の一助として、「Technical English A」を新設するととも

る発表や英語論文作成の指導を行う。 に、「リサーチツールとしての英語」や「アカデミックプレゼンテーション」を引
き続き開講した。
○講義、実験、演習、論文作成指導（学外セミナー参加や学会活動などの計画も含
む）など、大学院における学生指導の計画的組織的展開を強化するため、「研究指
導計画書」を毎年度個々の学生ごとに作成することとした。

・学習の意識を高め、又、プレゼンテー 「ロボメカ工房」，「電子工学工房」で ○「ロボメカ工房」，「電子工学工房」は、平成15年度に特色ある大学教育支援プ
ション能力、起業家精神を涵養するため、は、学生アイデアコンテストを開催する ログラムとして採択された「楽力（がくりょく）によって拓く創造的ものつくり教
学生による全学的なセミナー、各種コン など、体験と実践に重点を置く教育を実 育」を通じてお互いに連携し、学生アイデアコンテストを開催するなど、体験と実
テスト、講演、シンポジウム、外国人学 施し、もの離れ傾向にある学生にものづ 践に重点を置く教育を実施し、もの離れ傾向にある学生にものづくりマインドの涵
生との交流、外国人研究者等による講演 くりマインドを涵養する。優れた成績を 養を図った。
会その他の学術活動を活発に行うととも 得た学生を表彰し、学習意欲を高める。 同プログラムは平成18年度が最終年度であったため、平成19年度以降も全学的協
に、学生の学会参加等を奨励、支援する。 力体制の下、学内予算配分や「楽力プラザ」と名付けたスペース支援を受け、事業

を継続した。

＜各工房関連科目履修者数＞
電子工学工房 43名
（ロボメカ工房）メカトロニクス応用 82名

○研究活動、課外活動、社会活動、学業成績等において顕著な成績を挙げた学生及
び団体に対して、学長表彰を実施した。

＜表彰実績＞102名及び11団体
また、目黒会（同窓会）から、各学科・専攻より推薦を受けた学業面で優秀な成
績を挙げた学生（卒業生・修了生）に対し、卒業式において表彰を行った。

＜表彰実績＞学部卒業生38名、大学院修了生47名

学生の学習意欲を高めるため、著名な研 ○学生の学習意欲を高めるため、各学科等主催の学術講演会を７回開催した。
究者による学術講演会を企画する。

短期留学プログラムの英語による講義を ○短期留学生向けに開講している英語の授業科目を、学部の科目の中に「国際科目」
一般学生に開放する。 （選択科目）として、正規学生に対して解放した。

＜履修者数＞36科目、84名



- 68 -
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

★適切な成績評価等の実施に関する具体 ★適切な成績評価等の実施に関する具体
的方策 的方策
【24】
①教育の質を保証するため、成績評価に
以下の方策を施す。

【24】
・科目ごとに、その目的及び達成目標を ○各科目ごとの達成目標、成績評価基準 ○シラバスにおいて、各授業科目の内容、成績評価基準、教科書、オフィスアワー
明示した上で成績評価する。 をシラバスにおいて明示し、これに従い 等、学生が履修選択及び準備学習を行うために必要な情報を明示し、インターネッ

成績評価を実施する。 ト上で公開するとともに、これに従い厳正な成績評価を実施した。また、平成20年
度に向けて、これまでのシラバス作成基準を見直し・改訂するとともに、チェック
体制を構築し、これによりシラバスの内容充実を図ることとした。

・同一科目間や教員間でのバランスを欠 ○同一名および同一分類の科目間の成績 ○大学教育センターを中心として、成績分布調査の結果を踏まえ、厳格かつ公正な
くことなく、厳格かつ公正な成績評価を 分布を調査し、問題点を改善する体制を 成績評価を実施するため、平成19年度後期から試行的に「成績評価のガイドライン」
保証する制度を整える。 整備する。 を提示し実施した。

○評定平均値(GPA)の利用について検討 また、成績評価の問題を含めたFDの現状と問題点、今後の在り方について、大学
する。 教育センターを中心として報告書に取りまとめるとともに、「電気通信大学ファカ

ルティ・ディベロップメント推進規程」を制定し、FDの組織的展開の強化を図るこ
ととした。評定平均値（GPA）の利用については、厳正な成績評価との関連で、今
後更に検討することとした。

・厳正な成績評価を行うため、不正行為 ○成績評価に関する学生からの不服申し
等への効果的な対処法を考案し、一方、 立て制度を確立する。 ○平成19年度から成績評価に関する学生からの不服申し立て制度を導入した。
学生には不服申し立て制度等を確立す ＜不服申し立ての実績：なし＞
る。

【25】 【25】
②教育内容、教育効果の質の向上を目指 教育研究の質を保証するため、第３者 ○平成21年度の大学機関別認証評価の受審に向けて、大学教育センターを中心と
し、JABEE等への対応も可能な体制を整 機関による評価を受ける準備を進める。 したこれまでの教育課程等全般にわたる検証など、自己点検・評価作業を進めた。
える。

【26】 【26】
③学生の学習意欲を高めるため、現在実 学生表彰について、積極的に広報を行 ○研究活動、課外活動、社会活動、学業成績等において顕著な成績を挙げた学生及
施している学長表彰や同窓会賞などの顕 い、学生の学習意欲の高揚を図る。 び団体に対して、学長表彰を実施した。
彰制度の充実を図る。 ＜表彰実績＞102名及び11団体

また、目黒会（同窓会）から、各学科・専攻より推薦を受けた学業面で優秀な成
績を挙げた学生（卒業生・修了生）に対し、卒業式において表彰を行った。

＜表彰実績＞学部卒業生38名、大学院修了生47名
○学生表彰制度については、ホームページ等で広く周知するとともに、保護者向け

広報誌に受賞学生を掲載した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【27】 【27】
④優秀な学生については、学位取得のた 厳正な成績評価に基づき、優秀な大学 ○以下のとおり優秀な学生の短期修了を実施した。
めの学習年限の短縮などについても検討 院学生については、学習年限を短縮し学 電気通信学研究科 博士後期課程 ９名
する。 位を授与する。 情報システム学研究科 博士前期課程 １名

博士後期課程 ９名

★教育の改善のための具体的方策 ★教育の改善のための具体的方策
【28】 【28】
①「計画、実施、評価、改善」のサイク 学生による授業評価、在学生・卒業 ○学生授業評価を実施し、その結果をホームページ等により各教員へフィードバッ
ルを通し、常時カリキュラムの見直しを 生アンケート、ＦＤ活動の結果を各教育 クした。
図る。 現場にフィードバックし、教育課程の見 ○大学教育センターを中心として、在学生・卒業生アンケートの結果などを踏まえ、

直しを不断に実施する。 教育課程の体系性やこれまでのFD活動についての検証結果の報告書をとりまとめと
ともに、今後のFDの組織的展開の強化を図るため、「電気通信大学ファカルティ・
ディベロップメント推進規程」を制定した。

【29】 【29】
②シラバスの改善と公表、厳正公平な成 各科目ごとの達成目標、成績評価基準を ○シラバスにおいて、各授業科目の内容、成績評価基準、教科書、オフィスアワー
績評価、授業評価の実施と評価結果の公 シラバスにおいて明示し、これに従い成 等、学生が履修選択及び準備学習を行うために必要な情報を明示し、インターネ
表を行う。 績評価を実施する。 ット上で公開した。また、平成２０年度に向けて、これまでのシラバス作成基準を

見直し・改訂するとともに、チェック体制を構築し、これによりシラバスの内容充
実を図ることとした。
○大学教育センターを中心として、成績分布調査の結果を踏まえ、厳格かつ公正な

○同一名および同一分類の科目間の成績 成績評価を実施するため、平成19年度後期から試行的に「成績評価のガイドライン」
分布を調査し、問題点を改善する体制を を提示し実施した。
整備する。 また、成績評価の問題を含めたFDの現状と問題点、今後の在り方について、大学
○評定平均値(GPA)の利用について検討 教育センターを中心として報告書に取りまとめるとともに、「電気通信大学ファカ
する。 ルティ・ディベロップメント推進規程」を制定し、FDの組織的展開の強化を図るこ

ととした。評定平均値（GPA)の利用については、厳正な成績評価との関連で、今後
更に検討することとした。

【30】 【30】（【28】再掲）
学生による授業評価、在学生・卒業 ※【28】参照

③教育実績評価制度の導入、卒業時の学 生アンケート、FD活動の結果を各教育現
生及び卒業生、企業等からの評価、FD活 場にフィードバックし、教育課程の見直
動、TAの有効活用等を図る。 しを不断に実施する。

○教育面で特筆すべき活動を行った教員 ○教育面で特筆すべき活動を行った教員２名に対し、優秀教員賞を授与した。
に対し、「優秀教員賞」を授与する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

○TAアンケート調査に基づきTAの有効活 ○学部教育委員会において各学科等にTA雇用に関する調査を実施し、TA適正配置の
用を図る。 ための基準を作成した。
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電気通信大学
Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

③ 実施体制等に関する目標

中 （３）教育の実施体制等に関する目標
期 教育を担う教員と支援する職員を有機的、効率的に組織化し、教育環境、教育実施体制の充実を図る。
目
標 ★職員の配置の基本方針

性別、宗教、国籍によらず、適材を適所に配置するとともに、TA、RA、技官、教務補佐員等の有効活用を促進する。
教育研究を機動的に行うために学科間、研究科間での教員の教育上の相互協力、人事上の流動性を高める。
教養教育では、その企画組織、実施組織、教員組織等で複雑な構造を簡素化し、一体化して、教育効率の良い体制を整える。

★教育環境の整備に関する基本方針
学習を支援し、教育効果を向上させるため、図書館の利便性を高めるとともに、IT技術を駆使した教育環境を整備する。一方、あらゆる意味で「教育は人なり」

に立脚し、学生、教職員を含め、理想的な人的集団の環境形成に努める。

★教育の質の改善に関する基本方針
教育の質の改善は授業及び学習指導法に依存する。そのため、教員の意識改革とともに、教員が教育に専念できる時間を十分に確保し、適切な学習環境を整え

る。学習環境は単に物的なものだけでなく、キャンパスに集う人間集団の多様化にも依存するので、知的集団を形成する学生、教職員の一層の国際化を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

★適切な教職員の配置等に関する方策 ★適切な教職員の配置等に関する方策
【31】 【31】
①基礎教育センター、共通教育運営委員 学部専門教育、大学院教育につながる系 ○学部専門教育、大学院教育につながる系統的な教養教育の実施体制について、教
会、教育委員会等の役割を一本化し、カ 統的な教養教育の実施体制について検討 育研究組織の改組再編計画の中で総合的に検討を行い、今後引き続き検討を継続す
リキュラムの編成、実施から、共通教育 を行う。 ることとした。
関係の企画、立案、実施、管理、教育方
法の改善やFDの推進等を総合的に扱う大
学教育センター(仮称)の設置について検
討する。当面は、

・教養および基礎教育（総合文化科目と
専門基礎科目）に全学教員の協力と参加
を促して、過半数の教員が何らかの形で
教養教育に関与する体制を確立する。

・総合文化科目担当の教員の各学科への
分属によって生じた組織上、教育上のマ
イナス面を解消するため、それらを総合
文化講座にまとめ、文系教養教育体制を
強化する。

【32】 【32】
②学科間での教育上の相互乗り入れ体制 相互乗り入れ授業の実施など、学科・ （【19】参照）
を確立するほか、部局間（電気通信学部 専攻間での協力関係を密にした教育を実
と情報システム学研究科）の相互協力体 施する。（【19】再掲）
制を整備する。
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【33】 【33】
③他大学、研究機関、海外協定校との教 教員人事の基本方針に基づき、全学裁 ○全学裁量ポストを活用し、情報基盤センター助教（センターのシステム及び学内
員の交流、外国人の採用、学内での交流 量ポスト、特任教員制度などを活用し、 の基幹LAN、対外ネットワーク接続の管理運用及び将来計画の策定を担いうる若手
を通し、機動性と多様性に富んだ教員配 機動性と多様性に富んだ教員配置を行 研究者）及び、レーザー新世代研究センター教授（原子物理学の分野における独創
置を試みる。 う。 的研究を行っている教員）を継続任用することとした。

○特任教員制度を活用し、以下のプロジェクト等において若手研究者の採用を行っ
た。

・「先端領域若手研究者グローバル人材育成」平成19年度文部科学省科学技術振
興調整費（若手研究者の自立的研究環境整備促進） 5名

・「IT活用国際化ものつくり教育事業」1名
・JST CREST「デバイスアートにおける表現系科学技術の創成」1名
・NEDO戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト・特殊環境用ロボット分野

「被災建造物内異動RTシステムの開発」2名

【34】 【34】
学校教育法改正に伴う新教員組織の構 ○TAを採用し、授業の効率化、教育効果の向上を図った。

④TA、RA、技術職員、教務補佐員等が、 築と合わせて、TA，RA、技術職員等の教 ＜採用実績＞627名
その職分を十分に発揮できるような体制 育研究支援者を適切に配置・活用する。 また、TAの更なる有効活用のため、学部教育委員会において適正配置のための基
を整備する。 準を策定し、平成20年度から予算の効率的な配分を実施することとした。

○間接経費等を財源として、RAの採用を行った。
＜採用実績＞73名、32,373,500円

○技術職員が従事する職務については、全学的課題に対する技術協力を適切に行う
観点から、毎年度各学科等から技術部に対する業務申請手続を経て決定しており、
平成19年度においても「情報基盤センター」や「安全・環境保全室」などに技術職
員を配置・活用した。

★教育に必要な設備、図書館情報ネット ★教育に必要な設備、図書館、情報ネッ
ワーク等の活用・整備の具体的方策 トワーク等の活用・整備の具体的方策
【35】 【35】

大学のIT環境を整え、e-Campus 化し、 情報基盤センターが中心となって、様 ○全学内のシステムのユーザーIDとパスワードを情報基盤センターの研究・教育用
学生、職員、一般市民が教育に関するす 々な教育方法・内容や学生のニーズに対 アカウントに統合し、使用者及び管理者の利便性を増すために使用できるLDAPサー
べての情報を共有できる体制を築くた 応したネットワーク環境の整備を進め バ、及びそのアカウントでユーザデータを共有・保存することができるSAMBAサー
め、その中枢となるe-Learning推進セン る。 バを設置した。
ター（仮称）の設置について検討する。
当面は、

・ネットワーク環境（e-教室設備、電子
掲示板、無線LANステーションの設置等）
を整備する。
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・図書館の雑誌類のオンラインジャーナ オンラインデータベース・オンライン ○オンラインデータベース・オンラインジャーナルの利用促進を図るため、講習会
ル化を図る。 ジャーナルの継続的整備を進める。 を４回開催した。今年度の講習会により、契約している主要オンライン資料のほぼ

全てについての講習を実施することができた。また、平成19年度末現在、3,182件
学生のニーズに応じ、Webを活用した とオンラインジャーナル目録のタイトル数は3,182件となった。

・学生との質疑応答（オフィスアワーの 学習指導、学習相談を実施する。
一形態）、宿題、授業連絡、リポート等 ○シラバスに各講義担当教員のオフィスアワー、メールアドレスの記載を行ない、
の通知、提出、添削等をWeb上で行える 学生とのコミュニケーションに配慮している。また授業関連のWebページがある場
ようにする。 合はそのURLの記載を行い、講義資料や連絡事項の入手が可能となっている。

・SCSで受信した海外ニュース等を視聴 海外ニュース等を視聴するシステムの ○平成18年度における試行運用を踏まえて、ケーブルテレビによる海外ニュース受
するシステムを設置する。 整備を進める。 信システムの本稼働を開始した。

・専門外の図書、資料や留学生のための 専門分野以外の図書、留学生用図書な ○OPAC（オンライン所蔵目録）でカテゴリ検索を容易に利用できるようにするため、
日本語／日本文化等の図書の充実を図 どを含めた図書館資料の系統的な整備を 新たに検索フォームを作成した。これにより外国語学習用図書・留学生用図書・資
る。 進める。 格関連図書・新着図書について系統的な検索ができるようにした。

★教育活動の評価及び評価結果を質の改 ★教育活動の評価及び評価結果を質の改
善に繋げるための方策 善に繋げるための方策
【36】 【36】

学生による授業評価や卒業後の追跡調 学生による授業評価、在学生・卒業生 ○学生授業評価を実施し、その結果をホームページ等により各教員へフィードバッ
査等の結果を各教員にフィードバックす アンケート、FD活動の結果を各教育現場 クした。
るとともに、授業評価結果、成績評価の にフィードバックすることにより、各教 ○大学教育センターを中心として、在学生・卒業生アンケートの結果などを踏まえ、
実態一覧、成績分布等を公表するなど、 員の教育改善の取組を促進する。 教育課程の体系性やこれまでのFD活動についての検証結果の報告書をとりまとめる
各教員が教育の質の改善に取り組むため とともに、今後のFDの組織的展開の強化を図るため、「電気通信大学ファカルティ
のシステムを整備する。 ・ディベロップメント推進規程」を制定した。

★教材、学習指導法等に関する研究開発 ★教材、学習指導法等に関する研究開発
及びFDに関する方策 及びFDに関する方策
【37】 【37】
①新任教員には、教育上のオリエンテー ○新任教員を含め、授業方法、学習指導 ○大学教育センター教育改善部主催のFD合宿研修、同センター各部会ごとの研修
ションの充実を図る。授業方法、学習指 方法についての検討会を実施する。 会等を通じて、授業方法、学習指導法についての研修を実施した。今後更に授業
導方法についての検討会や講習会、公開 ○公開授業、相互参観授業等の導入を図 改善のための取組を組織的に展開するため、「電気通信大学ファカルティ・ディ
授業、相互参観授業等の制度を企画、立 る。 ベロップメント推進規程」を制定し、新任教員研修、公開授業等を実施していく
案、拡充する。 こととした。

＜研修会開催実績＞
・大学教育センター 合宿研修 ３月15、16日
・英語部会 ４月６日、11月17日
・大学教育センター・国際交流推進センター共催

「英語で開講する授業のワークショップ」 ６月25日
・基礎科学部会で毎月FD研修会を実施
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【38】 【38】
②大学教育センター（仮称）でFD活動を FD活動を行い、教員の教育に対する意 ○上記【37】に記載のほか、学生による授業評価を実施し、その結果をホームペー
行い、教員の教育に対する意識の向上及 識の向上及び指導法の改善を図る。 ジ等により各教員にフィードバックし、指導法の改善に役立てた。
び指導法の改善を図る。

★全国共同教育、学内共同教育等に関す ★全国共同教育、学内共同教育等に関す
る具体的方策 る具体的方策
【39】 【39】（【18】再掲）
①多摩地区５大学の単位互換、国立工科 「多摩地区国立大学単位互換制度」「国
系11大学院の遠隔教育による単位互換を 立工科系12大学院の遠隔教育による単位 ※【18】参照
拡充する。 互換制度」により、広範な授業科目を提

供する。

【40】 【40】
②専門基礎科目、コンピュータリテラシ 夜間主コースにおける専門基礎科目、 ○専門基礎科目、専門共通科目に関する教育を全学科等共同で実施した。
ー教育等を全学科共同で施する。 専門共通科目等に関する教育を、引き続

き、全学科及び総合文化講座共同で実施
する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

④ 学生への支援に関する目標

中 （４）学生への支援に関する目標
期 複雑化、高度化する社会の中で、学生は諸々の問題と直面する。学業を全うするには、学業以外の学生生活も支援する体制が不可欠であることから、次の目標
目 をもって学生支援に当たる。
標

★学生支援のための組織体制に関する基本方針
学生が抱える教育研究、生活上の多面的な問題に対応するため、即応的、総合的に学生支援ができる組織体制を整える。

★学習支援に関する基本方針
学生の持つ教育研究上、生活上の属性の違いを考慮し、適切な学習支援をするための環境を整備する。

★生活相談・健康相談等に関する基本方針
学生生活一般、健康・安全面で学生の持つ諸々の悩み、相談に応えるための体制を整え、その機能の強化・充実を図る。

★経済的支援、就職支援に関する基本方針
優秀な学生が経済的理由により学業に支障を来たさないよう、また、有為の人材の育成と教育の機会均等の実現のために、学生の経済支援の充実を図るととも

に、学生の体得した知識、個性、適性・能力等に適合した就職活動を支援する。

★設備環境面の支援に関する基本方針
充実した学生生活を送るための福利厚生施設やサークル活動等の課外活動を支援する設備の充実を図る。同時に、身体障害者には教育の機会均等を保証するた

めのバリアフリー環境を実現するなど、教育研究にふさわしいキャンパス整備計画を策定し、魅力ある学習環境を整備する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

★新たな学生支援のための組織の設置 ★新たな学生支援のための組織の設置
【41】 【41】

修学指導から学生指導、学生相談、経 （「学生支援センター」を設置済み。
済支援、就職支援等の学生関係業務を総 H19年度計画なし。）
括的に掌握できる組織体制の整備を図
る。このため、学生部を再編し、学生支
援センター（仮称）の設置について検討
する。

★学習相談・助言・支援の組織的対応に ★学習相談・助言・支援の組織的対応に
関する具体的方策 関する具体的方策
【42】 【42】

学生の科目履修、研究等に対するきめ 学生支援センターと助言教員が連携し ○１年次が終了した時点で、総単位数20単位以下及び進級審査（２年次終了時審査、
細かい指導・助言体制の充実を図る。入 て、入学から卒業までのきめ細かな学習 卒業研究着手審査）に不合格となった学生の保護者等へ成績状況を通知した。
学時のオリエンテーション、その後の諸 相談・学習支援を実施する。 併せて学生何でも相談室の業務内容を周知するとともに、必要に応じて助言教員や
々の合宿研修、教員のオフィスアワー、 カウンセラーが学生生活上の様々な相談に対して助言及び支援を行った。
助言教員制度等を有効に機能させ、学生 【相談件数 161件】
の学習・生活上の諸問題の把握とその対 １年次 37件、２年次 59件、卒研 65件
処に万全を期す。

○１年次前学期終了時点で、総単位が10単位以下の学生については、当該学生の所
属する学科の助言教員が中心となり呼び出し面談の上、修学指導を行った。

【対応件数 28件】
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前年度に実施した学生アンケートの内 ○学生支援センターにおいて、平成18年度に実施した学生生活全般にわたる学生ア
容を分析し、学生のニーズの把握に努め ンケートの結果を報告書としてとりまとめ、ホームページ上で公表した。
る。

★生活相談・健康相談等に関する具体的 ★生活相談・健康相談等に関する具体的
方策 方策
【43】 【43】 ○学生が抱える諸問題の解決を支援するために、学生何でも相談室のカウンセラー
①学生のあらゆる相談に即応できる体制 学生何でも相談室において、学生が抱 が中心となり学生相談に応じた。
を整えるため、学生支援センター（仮称）える諸問題の解決を支援する。 【相談件数：678件（年間）】
内に「何でも相談室」を設置することに
ついて検討する。

【44】 【44】
②保健管理センターを中心に、心理面、 ○ハラスメントに関する学内の研修会を ○教職員のハラスメントに関する意識を高揚させるため、ハラスメントに関する学
精神面、肉体面の健康相談を充実させ、 実施する。 内の研修会を実施した。（平成20年２月13日実施）
さらに健康スポーツ関係の教員と連携し ○ハラスメント相談員マニュアルを作成
た総合的な健康管理プログラムについて する。 ○ハラスメント防止・対策委員会の審議を経て、「ハラスメント相談員マニュアル」
検討する。 を作成した。

★経済的支援、就職支援に関する具体的 ★経済的支援、就職支援に関する具体的
方策 方策
【45】
①学生の修学意欲の高揚、経済的支援の
ため、

・TA・RA等の雇用拡大を図り、学内外に ○従来の授業、実験のためのTAに加え、「IT活用国際化ものつくり教育事業」（TA
資金を求める方策について検討する。 ：15名）、「問題設定型光科学教育プロジェクト」（TA15名）など10の教育プロジェ

クトにおいて計72名のTAを活用した。

・大学業務への学生の雇用（パート等） ○TA，RA以外に附属図書館夜間開館要員５名、語学教育・実験等の授業補助４名、
を検討する。 教育用計算機の管理７名、科学研究費等の研究支援者７名、留学生の相談担当８名

等、大学業務への学生の雇用を実施した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【45】
・既存の取り組み（入学料・授業料免除 短期留学プログラム生（受入）に対し，○短期留学プログラム生として受入れを行う学生への本学独自の経済的支援とし
等、日本育英会等の奨学金）については、大学独自の経済的支援を行う。 て、大学院博士後期課程に進学する意欲や、研究能力、研究歴等を審査し、８名に
引き続き制度の周知徹底と迅速な情報提 対して奨学寄附金共通経費を財源として奨学金を支給した。
供に努めるとともに、独自の奨学金制度
の導入について検討する。 授業料免除や各種奨学金制度に関する ○学内掲示板やホームページを通じて、授業料免除や各種奨学金制度に関する情報

情報を、広く学生に対して周知する。 を、広く学生に対して周知した。

【46】 【46】 ○就職相談員（キャリアカウンセラー）を雇用し、学生の就職相談に対して指導・
②就職指導に関する施策の策定、就職先 学生支援センター「就職支援室」を中心 支援を行った。
の新規開拓、学生の就職活動に対する指 に、学生対象別就職説明会、保護者のた ○就職説明会（年１０回）を以下のとおり実施した。
導助言・相談対応等を充実・強化するた めの就職ガイダンス、目黒会との連携に 第１回 ７２０名、第２回 ５００名、第３回 ４００名、第４回 ７００名
め、学生支援センター（仮称）内に教員 よる企業説明会などのきめ細かな就職支 第５回 １０３名、第６回 ３３９名、第７回 ３３０名、第８回 ２７０名
と事務職員の融合組織として「就職支援 援を行うとともに、キャリア関係科目の 第９回 ２６２名、第10回 １１０名 延べ ３,７３４名
室」を設置することについて検討すると 充実を図る。 ○保護者のための就職説明会を実施し、個別相談にも対応した。
ともに、本学同窓会との連携強化を図る。 実施日 １１月２４日（土）
学生が自己の能力や適性に応じ職業選択 参加者：９８組１２２名（１都１府１９県）
を適切に行えるように就職情報の迅速な ○学内合同企業説明会を実施した。
公開や就職への動機付けとなるガイダン 第１回 １０月２９日 ２００名（昨年３４５名）
ス、説明会を低年次から実施して就職支 第２回 １２月 １日 ４４７名（昨年４１４名）
援の充実を図る。 第３回 １２月２２日 ２０７名

○学部３年生を対象とした専門科目「キャリアデザインC」を新設・開講した。

★社会人・留学生に対する配慮 ★社会人・留学生に対する配慮
【47】 【47-1】

社会人学生の修学支援のため、図書館 時間外特別開館の利用統計の分析と学 ○引き続き図書館の開館時間の延長に向けて検討した結果、平成20年１月から開館時間を
の開館時間の大幅な延長及び休日開館に 生対象アンケート等の結果を踏まえて、 更に15分早め９時として試行を開始した。
ついて検討する。留学生や外国人研究者 図書館の開館時間延長について検討を行
の修学・研究支援のため、家族も含めた う。
生活面、身体・精神面、環境・安全面の
すべての相談に応ずる相談体制を整え 【47-2】
る。 国際交流推進センターを中心に，留学 ○国際交流推進センターが中心となり、留学生・外国人研究者に対する支援を実施

生・外国人研究者に対し修学上，生活面，した。
身体・精神面，環境・安全面に関する支
援を行う。 ・外国人留学生へのチューター制度を活用し、履修や学習方法、日本語表現等を含

め、学習上の手助けを行った。

・外国人留学生に対し、本学国際交流会館、一橋大学国際学生宿舎、お茶の水女子
大学国際学生宿舎、近隣の財団等の留学生宿舎への募集や紹介を行った。また、民
間アパート入居に際し要求される「保証人」については、「留学生住宅総合補償」
に加入させ、国際交流推進センター長を保証人とする「機関保証」を行った。

外国人研究者については、本学国際交流会館に５名分の入居枠を設け、活用した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

・国際交流推進センター教員を中心に、必要に応じ保健管理センターと連携し、留
学生のメンタルヘルスを含め相談に応えた。

・日本での生活全般に関する冊子を配布し、安全管理について注意を促した。

★学生生活支援・環境整備に関する具体 ★学生生活支援・環境整備に関する具体
的方策等 的方策等
【48】 【48】

講義室の改善、学生の交流スペース・ 前年度に実施した学生アンケート等の ○平成18年度に実施した学生生活に関する学生アンケートの集計及び結果分析を行
憩いの場の確保、福利厚生施設・課外活 内容分析を踏まえ、学生生活環境の整備 い、これを報告書として取りまとめホームページ上で公表するとともに、同アンケ
動施設等の整備、障害を持つ学生のため を計画的に進める。 ートを踏まえて、C棟（講義等）１階を自習スペースとして整備するなど、学生生
のバリアフリー環境の整備、学内の緑化 活環境の計画的整備を進めた。
等々、学生が潤いのある学生生活を過ご
すための学生生活環境の整備に努める。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

中 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標
期 高度コミュニケーション科学に特化した本学の個性を発揮し、ハードサイエンスとソフトサイエンスの両面で、学術的にも、社会的にも国際的水準の研究を推
目 進し、高度コミュニケーション科学の創生と発展を支え、その先進的な研究成果をもって社会に貢献する。
標

★研究水準に関する目標
電気・情報・通信・メカトロニクス・基礎科学等に関わる教育・研究分野において、国際的なCOE拠点の基礎科学形成を目指し、独創的な知を発信し、新技術の

創造に貢献する。

★研究成果に関する目標
研究成果を教育の質の向上に役立てるとともに、開示・共有・活用し、国内外の社会に還元する。基礎研究を重視しつつ、基礎から応用にわたる学術研究によ

って得られた独創的な研究成果を知的財産として保護し、効果的な活用によって、大学のもう一つの使命である社会貢献を積極的に進める。

★重点的に取り組む領域に関する目標
高度コミュニケーション科学に関する基礎及び応用の両面で、人的、物的資源の有効活用により先導的な役割を果たすことのできるハードサイエンス（物質、

エレクトロニクス、光科学等）とソフトサイエンス（情報、通信、メカトロニクス等）の先駆的研究を推進する。

★研究の水準・成果の検証に関する目標
科学技術が人類の福祉に貢献するためのものであることの自覚に立ち、その活用に科学者技術者倫理を追求し、自己点検を行い、研究水準・成果に第三者の評

価を求める。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

★目指すべき研究の方向性 ★目指すべき研究の方向性
【49】 【49】
①高度情報化社会の基礎をなすマテリア 高度情報化社会の基礎及びその発展に ○高度情報化社会の基盤及びその発展に貢献する諸分野－情報、通信、マテリアル、
ル、デバイス、システム、メディア、コ 貢献する諸分野－情報、通信、マテリア デバイス、システム、メディア、コンテンツ等－の理論・ハードウェア・ソフトウ
ンテンツ等に関する理論、技術、応用研 ル、デバイス、システム、メディア、コ ェア、及び技術開発・応用に関する研究を積極的に推進した。
究を、以下の視点の下に実施する。 ンテンツ等－の理論・ハードウェア・ソ

フトウェア、及び技術開発・応用に関す
る研究を推進する。

・教員の発意、研究の自由を確保し、基 本学の理念に基づいて、本学の果たす ○学長のリーダーシップの下に、学内予算を措置し、学内競争的資金「研究・教育
礎や"無用の用"の学問研究も重視する。 べき基礎研究、応用研究について、戦略 活性化支援システム」により研究プロジェクトの支援を行うなど、戦略的研究の強

的研究を強化する。 化を図った。

・高度コミュニケーション科学の基礎と 本学が強みを持つワイヤレス情報通信 ○情報通信技術と設計・生産技術を高度に統合・発展させた、ものつくりのための
応用の研究に新しいパラダイムを築く。 分野、フォトニック情報通信分野、情報 新産業基盤技術の構築に向けて、新たなＣＯＥ拠点形成を目指し検討を行った。
その構築過程で、社会・産学官連携など ネットワーク分野、情報セキュリティ分
の対外関係も重視した研究体制やCOE拠 野、情報理論分野、情報家電分野等の先
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

点形成を可能にする研究を志向する。 導的な研究と教育の国際的拠点形成に向
けての検討を引き続き行う。

・教員が学科や研究科の枠組みを外れ、 ○教員の機動的な研究体制である研究ス ○学科・専攻の枠を越えた柔軟で横断的研究組織である「研究ステーション」の設
機動的に離合集散し、常に新分野の共同 テーションの活性化を図ると共に、新規 置を促すとともに、設置期間（５年）が満了する研究ステーションについては、研
研究に対応可能な体制を整える。 の研究ステーションの立ち上げを推進す 究進展上、更に研究ステーションの設置が必要な場合は、これまでの研究成果を踏

る。 まえて再提案を求めることとした。その結果、従来の研究を発展させた３つの研究
ステーションを立ち上げた。また、「研究・教育活性化支援システム」の「組織横
断型学内研究」として、研究ステーションを対象に公募を行い、２研究ステーショ
ンに1,650千円の支援を行うことにより、研究ステーションの活性化を図った。

・競争的、戦略的な研究を推進するため 国際的な産学官連携による戦略的な研 ○国際的産学官連携に向けて、全国の国立大学で初めて英文による共同・受託研究
の産学官の連携を深め、新しい技術、価 究を推進し、新しい技術や価値を創造す 契約書のサンプルを作成し、公表した。
値を創造する。 る。 ○先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターでは、ワイヤレス通信に関する

アドホックネットワーク、コグニティブ無線、高効率線形増幅などの先端分野での
研究教育を実施した。また、フランステレコムとの間で国際共同研究がスタートし
たほか、新たなCOE拠点形成を目指し検討を行った。

【50】 【50】
②高度コミュニケーション社会を支える 高度コミュニケーション科学の基礎及 ○情報通信技術と設計・生産技術を高度に統合・発展させた、ものつくりのための
高度コミュニケーション科学の基礎及び び応用における研究領域の拡大に努める 新産業基盤技術の構築に向けて、新たなCOE拠点形成を目指し検討を行った。
その発展に寄与・貢献する理論・ハード と共に、国際連携、COE拠点への取り組
ウェア・ソフトウェア・応用に関する諸 みを推進する。
分野の研究に取り組む。

★大学として重点的に取り組む領域 ★大学として重点的に取り組む領域
【51】 【51】
①多種多様な情報を、誰でも、いつでも、 先端ワイヤレス・コミュニケーション ○先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターを中核として、フォトニック情
どこでも、高速、安全かつ容易に活用可 研究センターを中核として、フォトニッ 報通信分野、情報ネットワーク分野、情報理論分野、ユビキタス・コンピューティ
能なユビキタス・コンピューティング、 ク情報通信分野、情報ネットワーク分野、ング分野、情報家電分野等の先導的研究を推進した。
高性能コンピューティング、高性能・高 情報セキュリティ分野、情報理論分野、 ○研究ステーション等を中心に、本学が重点的に取り組む分野について先導的研究
信頼性ネットワーキングに関する理論、 ユビキタス・コンピューティング分野、 を推進した。
技術、及び実践の研究。 情報家電分野等の先導的研究を推進す ○情報通信技術と設計・生産技術を高度に統合・発展させた、ものつくりのための

る。 新産業基盤技術の構築に向けて、新たなCOE拠点形成を目指し、検討を行った。

【52】 【52】
②情報伝達の媒体としての光波・電磁波 光科学分野として、21世紀COE“コヒ ○21世紀COEプログラム「コヒーレント光科学の展開」に関する「コヒーレント操
・音波・物質波などの広範な波動現象の ーレント光科学の展開”に関する以下の 作による光・物質系の新機能創出」、「光の超高精度制御による新機能の創出」、「次
基礎科学とその工学的応用技術に関する プロジェクトを積極的に推進する。 世代コヒーレントフォトニックデバイスの創出」の３プロジェクト研究を積極的に
総合的な波動科学の研究開発。 ・コヒーレント操作による光 推進し、研究面で多くの成果が得られた。代表例は以下のとおり。

・物質系の新機能の創出 ・サブミクロン直径の光ファイバーにより単一原子を操作する方法を開発し
・光の超高制度制御による新機能の創出 た。



- 81 -

電気通信大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

・新世代コヒーレントフォトニックデバ ・ボーズ凝縮原子系を用いる新しい原子波干渉計を提案し実証した。
イスの創出 ・原子／光系の先端科学をリードする理論研究を実施した。

・光波動場の擬似位相特異点を用いた変位計測と流体計測の新技術を開発した。
・ホログラフィックナノ微粒子パターニング分布の３次元イメージングに成功し

21世紀COEプログラム事業における教 た。
育研究活動の検証・評価を行い、評価に ・5fsレーザーを用いて、励起状態のダイナミクスや反応の機構を明らかにした。
基づき21世紀COEの成果を受け継いだ新 ・セラミックYAGレーザーで、単結晶をはるかに上回る高効率を実証した。
たな教育研究システムの基本計画を策定 ・光通信波長帯InAs量子ドットの高密度・高均一形成法を確立した。
する。また、国際協力も更に発展させる。 ・半導体量子ドット増感太陽電池で光電変換効率 3.4％の世界最高値が達成され

た。
○関係分野の世界の代表的研究者を招聘し国際シンポジウムを開催した。大学院生
等の若手の研究発表を行い、世界レベルの様々な視点からの議論を行った。
○21世紀COEプログラム事業の成果を検証し、成果を受け継いだ新たなＣＯＥ拠点
形成を目指した教育研究プログラムを、東京農工大学との連携の下に検討を行った。

【53】 【53】
③高性能な素子・素材のナノ構造、化合 マイクロ・ナノデバイス分野として、 ○マイクロ・ナノデバイス分野として、ナノ微粒子、量子ドット、シリコンフォト
物半導体の機能解明、マイクロ・ナノデ ナノ微粒子、量子ドット、シリコンフォ ニクス、化合物半導体デバイス（LED、高周波トランジスタ）などの研究を推進し
バイス等に関する研究。 トニクス、化合物半導体デバイス（LED、 た。

高周波トランジスタ）などの研究を推進
する。

【54】 【54】
④ロボット技術を基盤としたライフ・イ 人間・機械システム技術分野として、 ○人間・機械システム技術分野として、ロボット技術、メカトロニクス、ライフ・
ンフォマティクス、人間・機械情報シス ロボット技術、メカトロニクス、ライフ インフォマテイクス、情報ベース型設計生産システム技術などの研究を、関連する
テム融合のためのユビキタス・メカトロ ・インフォマテイクス、情報ベース型設 「研究ステーション」とも連携して推進した。
ニクス、その基盤としての情報ベース型 計生産システム技術などの研究を、関連 ○情報通信技術と設計・生産技術を高度に統合・発展させた、ものつくりのための
の設計・生産システム、リスクアナリシ する「研究ステーション」とも連携して 新産業基盤技術の構築に向けて、新たなCOE拠点形成を目指し、検討を行った。
ス等に関する研究。 推進する。

【55】 【55】
⑤生体の情報伝達メカニズム、ライフサ ライフサイエンス分野として、遺伝子 ○ライフサイエンス分野として、遺伝子など生命情報に係わるバイオインフォマテ
イエンス、バイオテクノロジーに関する など生命情報に係わるバイオインフォマ ィックスと感覚・認知処理など人間に係わるヒューマンインフォマティックスを基
研究。 ティックスと感覚・認知処理など人間に 礎に本学の持つ資源を組織的かつ横断的に連携してヒューマンシステム研究を定着

係わるヒューマンインフォマティックス させると共に、医療・介護等のQOLを指向する研究を促進した。
を基礎に本学の持つ資源を組織的かつ横
断的に連携してヒューマンシステム研究
を定着させると共に、医療・介護等のQO
Lを指向する研究を促進する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【56】 【56】
⑥情報メディア技術と社会・文化システ 情報メディアと社会・文化システムの ○情報メディアと社会・文化システムの分野において、ヒューマンシステム学、バ
ムの相補的展開についての応用研究、特 分野において、ヒューマンシステム学、 ーチャルメディアクリエーション、ソーシャルインフォマティクス等の研究ステー
に e-Ｌearning、協調学習システム、地 バーチャルメディアクリエーション、ソ ションを中心に、相補的発展に向けた研究に取り組んだ。
域ネットワークシステムなど、社会・教 ーシャルインフォマティクス等の研究ス
育分野での実践的研究。 テーションを中心に、相補的発展に向け

た研究に取り組む。

【57】 【57】
⑦エネルギー問題、科学技術と人間・社 エネルギー問題、科学技術と人間・社 ○エネルギー問題、科学技術と人間・社会・自然・環境分野の研究として、関連す
会・自然・環境等に関する融合研究。 会・自然・環境分野の研究として、関連 る研究ステーションを中心に、環境調和型プロダクトライフサイクルの実現を目指

する研究ステーションを中心に、環境調 した研究を推進した。
和型プロダクトライフサイクルの実現を
目指した研究を推進する。

★研究成果の社会への還元に関する具体 ★研究成果の社会への還元に関する具体
的方策 的方策
【58】 【58-１】
①国際会議、学術雑誌での論文発表や特 ○ 研究成果の学会誌への発表、国際学 ○学会誌での論文発表、国際会議への参加・研究発表等を通じて、広く研究成果の
許、技術移転などを通し、研究成果の積 会等への参加・研究発表を積極的に推進 発表を行った。
極的な公表を行う。これらの研究成果を する。 具体的研究成果としては、レフェリー付き論文567編、解説論文82編、国際会議
踏まえ、国際ワークショップ、シンポジ 論文600編、基調・招待講演163編（①国外92編、②国内71編）、著書・編書2編で
ウム、セミナー、国際学会等の組織・開 あった。
催に努める一方、地域・産学官連携推進
機構(仮称)を設置し、外部機関との連携 【58-2】
や研究の推進、知的財産の民間への移転 ○ 国際ワークショップ、シンポジウム、 ○学内競争的資金「研究・教育活性化支援システム」において、若手教員に対し海
など研究成果の社会への活用に積極的か 国際学会等の主催・共催に努力する。 外で開催される国際会議での発表のための支援の公募を行った。（２件の申請があ
つ一元的に取り組む。 ったが、２件とも日本学術振興会「国際学会等派遣事業」に採択されたため、本事

業では採択なし）
○21世紀COE「コヒーレント光科学の展開」では、東京農工大学COEとの合同シンポ
ジウム(12月1日）、21世紀COEプログラム国際シンポジウム(12月15日）を開催した。.
○The Triangle Symposium on Advanced ICT (AICT) 2007 (９月18日～９月20日)
を主催・共催した。

【58-3】
地域・産学官連携推進機構において、 ○「第３回産学官連携DAY in 電通大」(6月6日）を開催し、共同研究成果報告会、

情報通信技術（ICT）分野の最新研究動 SVBL研究成果報告、学生・一般アイデアコンテスト、機器分析センター設備公開、
向を紹介する研究開発セミナーや、学内 電通大発ベンチャー企業の紹介など本学の研究成果を広く公開した。
の各種研究成果を一括開示する「産学官 ○産学官等連携推進本部リエゾン部門において、研究開発セミナーを(12月10日、1
連携DAY in 電通大」等を開催して、本 月29日）
学の研究成果を広く公開する
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【58-4】
産学官等連携推進本部の「地域貢献部 ○「電気通信大学フォーラム2007」において、産学官等連携推進本部地域貢献部門

門」では、CSRと大学の地域貢献を連携 が主催して、企業がCSRの一環として実施する理科教育をテーマに「地域貢献シン
させるため地域貢献シンポシオンを開催 ポシオン」(11月24日)を開催した。
し、連携の促進を図る。

【58-5】
研究成果の社会還元の一環として、紀 ○紀要について、前年度に行った編集方針の見直しに沿い、投稿論文の他、研究ス

要を編集・発行する。 テーションの活動報告、本学名誉教授等による長年の研究活動における解説論文等
を内容に加え、冊子体を発行した。（平成20年１月）また、これらの電子化及びHP
への掲載を順次実施していくこととした。

【58-6】
産学官等連携推進本部「創業・ベンチ ○「創業・ベンチャー創出支援ルーム」において教員、学生のベンチャー創出を支

ャー創出支援ルーム」及びSVBLインキュ 援し、２社の立ち上げを支援した。
ベーション・スペース」を活用して大学 ○インキュベーション機能の強化を図るため、調査費を措置し、他大学等（岩手大、
発ベンチャーの創出を支援するととも 熊本大、立命館大、盛岡市産業支援センターなど）の状況を調査した。今後これら
に、それらを育成するインキュベーショ の調査結果を基に、機能強化を検討することとしている。
ン機能の強化策の検討を開始する。

【59】 【59】 ○地域・産学官連携推進機構での研究開発セミナー、技術経営実践スクールのほか、
②公開講座、ITセミナー、フォーラムの 地域社会に対して、本学の日頃の研究 e-Learning推進センターフォーラム(12月7日)、ISセミナーなどを開催した。
開催等を通し成果を公表し、地域社会、 成果を還元するため、公開講座、電気通 ○三鷹ネットワーク大学で本学企画講座を開催したほか、新たに稲城市開催の「い
市民と共有する。 信大学フォーラム、ITセミナー等を開催 なぎICカレッジ“プロフェッサー講座”」で講座を開講した。

する。 ○「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI」（日本
学術振興会事業）により、中・高校生向けに公開講座を開講した。（８月１日）
○公開講座を４講座（調布市文化・コミュニティ振興財団への協力講座１を含む｡）
開講した。受講者数は284名（前年度286名）だった。スポーツ講座として初めて「健
康合気道講座」を開講した。
○電気通信大学フォーラム2007を開催（ll/23～11/25）した。同フォーラムの「大
学紹介」において、大学講演会、パネル展示公開、研究室公開等を行い、日頃の研
究成果を公開した（公開研究室数125）。カードゲームや将棋のコンピュータプロ
グラムの対戦競技会やロボット・エレクトロニクスコンテスト等の大学の特色を生
かしたイベントを開催した。これまで個別に行われていたイベントや新規企画のイ
ベントをフォーラム協賛企画と位置づけ、学外者にわかりやすく広報を行った。

★研究の水準・成果の検証に関する具体 ★研究の水準・成果の検証に関する具体
的方策 的方策
【60】 【60-1】

成果に対する自己点検・評価及び外部 農工大21COE「ナノ未来材料」との合 ○東京農工大学21世紀COEプログラム「ナノ未来材料」と第5回の合同シンポジウ
評価を定期的に実施する。研究プロジェ 同シンポジウムの開催を契機として、新 ムを開催した（12月1日）。英国及び国内から招待講演者を迎え、また両大学及び
クト等の成果は、発表会、シンポジウム たな共同研究やシンポジウムなどへの展 学外から250名の参加者を得た。今回は、ポスター発表をより充実したものにすべ
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などにより、学外にも開かれた形で発表 開を図る。 く、各ポスターに発表時間1分のプレビュー口頭発表を行った。この試みは研究交
し、検証する。 流の意味で成功であった。両校の共同も教員や学生レベルでの交流や懇親も深まり、

今後に新しい方向性も発展しえる基礎が確立しつつある。また、連携を更に発展す
べく、グローバルCOEに対しても共同で提案を行った。

【60-2】
研究成果を発表する場として、国際会 ○東京農工大学COEとの合同シンポジウムや、協定校である北京郵電大学、韓国情

議、シンポジウム、学会等を積極的に開 報通信大学とのICTトライアングルフォーラムの共催、研究ステーションにおける
催する。 研究集会やワークショップ等、積極的に開催した。

【60-3】
研究ステーションにおける活動、研究 ○研究成果報告をホームページを通して外部に公表した。

成果を外部に公表する。 ○次の研究ステーションでシンポジウム等を開催した。
・「ユビキタス社会とCSR」研究会（コミュニティ協働システム研究ステーション）
・第２回エンターテイメントと認知科学シンポジウム（エンターテイメントと認知
科学研究ステーション）
・国際研究集会「International Workshop on Applied Mathematics and

Computational Science 2007」（計算科学研究ステーション）

【60-4】 ○教員基本データベース（「教育」「研究」「社会貢献」「管理運営」）に基づき、研
研究活動の状況について「教員基本デ 究活動の状況を評価するとともに、評価結果を昨年度策定した「評価結果の活用

ータベース」に基づき、自己点検・評価 方針」に基づき給与等に反映させた。
（個人評価・組織評価）を実施するとと
もに、評価結果を研究活性化に繋げるた
めの取組みを実施する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標

② 研究実施体制等の整備に関する目標

中 （２）研究実施体制等の整備に関する目標
期 科学技術の進歩・発展と歩調を合わせ、常に合理性と柔軟性のある人的、物的資源の配分を考えた研究実施体制を整備する。
目
標 ★研究実施体制に関する目標

変化の激しい社会、日進月歩する科学技術に鑑み、柔軟で機動的な研究実施体制を構築する。

★研究環境に関する目標
研究を支えるための人的資源、物理的環境、資金面に全学的な支援体制の確立を目指す。若手研究者の育成を重視し、自由な発想に基づく学問研究、地域・国

際社会との連携、人的交流を促進し、知的な刺激に富んだ研究環境を整える。

★資源の配分に関する目標
研究組織の活性化を促進するために、部局や学科、専攻などの組織にとらわれずに分野横断的な研究プロジェクトに人材を投入し、奨励的配分や重点的配分を

含め、適切な研究資金の配分法を目指す。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

★適切な研究者等の配置に関する具体的 ★適切な研究者等の配置に関する具体的
方策 方策
【61】 【61】 ○先端的理工学関連分野において若手研究者が自立的に研究に一定期間集中できる
①学長のリーダーシップの下に機動性に 教員人事の基本方針に基づき、全学裁 独立拠点形成を目指して、科学技術振興調整費「若手研究者の自立的環境整備促進」
富み、巨視的で全学的な人材配置が可能 量ポスト、特任教員制度などを活用し、 による「先端領域若手研究者グローバル人材育成」事業（テニュアトラック制）を
となる体制を整え、トップダウン的、戦 戦略的研究拠点形成に向けた機動性と柔 スタートさせ、特任助教５名を採用した。
略的にCOE拠点の組織形成を推進する。 軟性に富んだ研究者の配置を行う。 上記のほか、特任教員制度を活用し、以下の人事を行った。
ここでは、研究組織と教育組織を一体と ・「ＩＴ活用国際化ものつくり教育事業」1名
せず、研究者の配置を柔軟、かつ、適切 ・JST CREST「デバイスアートにおける表現系科学技術の創成」1名
に行い得るシステムも検討・整備する。 ・NEDO戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト・特殊環境用ロボット分野

「被災建造物内異動RTシステムの開発」2名

○全学裁量ポストを活用し、情報基盤センター助教（センターのシステム及び学内
の基幹ＬＡＮ、対外ネットワーク接続の管理運用及び将来計画の策定を担いうる若
手研究者）及び、レーザー新世代研究センター教授（原子物理学の分野における独
創的研究を行っている教員）を継続任用することとした。
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【62】 【62】
②新しい研究領域の発展やその複雑化に 時限的、横断的研究組織である研究ス ○設置期間が満了する研究ステーションについて、研究進展上、更に研究ステーシ
伴い、従来の組織を越えた横断的な研究 テーションの活動を支援し、また新たな ョンの設置が必要な場合は、これまでの研究成果を踏まえて再提案を求めることと
の必要性が生ずること、及び社会連携・ 研究領域でのステーション設立を促進す し、その結果、３つの研究ステーションが立ち上がった。
国際交流等の重要性を考慮し、重点的で る。 ・Social Informatics 研究ステーション
方向性のある人材配置をする。また、研 ・情報理論基礎応用研究ステーション
究体制に柔軟性を持たせ、必要の有無に ・イノベーティブ・ネットワーク研究ステーション
即応した形で組織の改廃が容易にできる ○「研究・教育活性化支援システム」の「組織横断型共同研究」として、研究ステ
体制を整える。そのため、研究組織に時 ーションを対象に公募を行い、研究ステーションの活性化を図った。
限制の導入や、横断的、ボトムアップ的
に構成する柔構造の研究組織（研究ステ
ーション等）の拡充などを推進する。

【63】 【63-1】
③研究活性化のために、若く有能なポス 学内ポスドク・学内RA制度を活用し、 ○先端的理工学関連分野においてテニュア・トラック制を導入し、若手研究者が自
ドク、RA等を積極的に研究に参加させる 優秀な若手研究者を積極的に支援する。 立して研究に専念できる環境の整備促進を図ることを目的とした「先端領域若手研
体制を整備する。また、客員研究員など 究者グローバル人材育成プログラム」をスタートさせた。
の受け入れ体制の整備を図り、専門性に ○外部資金の間接経費を財源として、学内RA制度（予算額4,000万円）により72名
優れ、適時性のある人材の確保に努める。 の学生を採用した。また、本学独自のポスドク研究員制度により１名を採用し、若

手研究者海外研究派遣制度により１名派遣するなど若手研究者を積極的に支援し
た。

【63-2】 ○外部からの研究員受入制度の見直しを行い、これまで受入制度の整理を行うとと
学外の研究者で専門性に優れ、適時性 もに、本学が推進する研究プロジェクト等に外部の専門性に優れた研究者を参加さ

のある優秀な人材を研究プロジェクトに せる「「客員研究員制度」や、研究支援を行う「協力研究員制度」などを平成20年
参加させる客員研究員制度などの導入を 度から導入することを決定した。
引き続き検討する。

★研究資金の配分システムに関する具体 ★研究資金の配分システムに関する具体
的方策 的方策
【64】 【64】 ○学長のリーダーシップの下に、学内競争的資金「研究・教育活性化支援システム」
①学内の研究資金は、COE拠点形成組織、 学長のリーダーシップの下に学内競争 （予算額約5,000万円）を実施し、若手研究、新任教員支援研究、萌芽的研究、組
研究ステーション、学内公募によるプロ 的資金を確保し、研究ステーションやプ 織横断型共同研究、教育プロジェクト、若手教員に対する国際会議（海外）発表へ
ジェクト研究などに重点的に配分する。 ロジェクト研究などに評価に基づく重点 の渡航支援、学術交流に伴う海外滞在短期支援などの支援を行った。また、前年度
これを円滑に実施するため、研究計画や 的な研究資金配分を行う。 実施したプロジェクトについては、報告書を提出させ、本システムに係る評価委員
研究成果などを厳正に評価し、適切に研 会で評価を行い、公表するとともに、平成20年度の支援内容の見直しを行った。
究資金配分に反映させるための手法の確 ○「研究・教育活性化支援システム」の「組織横断型共同研究」として、研究ステ
立を目指す。 ーションを対象に公募を行い、２研究ステーションに対し総額1,650千円の支援を

行った。
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【65】 【65】 ○自由な発想に基づく学問研究や基礎分野における研究を支援するため、学内予算
②自由な発想に基づく学問研究や、資金 自由な発想に基づく学問研究や基礎分 配分において、教員研究経費として、一定割合の配分を行うとともに、学内競争的
源に乏しい基礎分野の研究の重要性に鑑 野における研究支援として、予算面でも 資金「研究・教育活性化支援システム」において、以下のとおり支援を実施した。
み、その研究支援にも予算面で十分な配 一定の配分を行う。 ・萌芽的研究 5件申請 1件採択： 2,600千円
慮をする。 ・若手研究 22件申請 4件採択： 4,150千円

・新任教員支援研究 13件申請 8件採択：11,600千円
なお、平成20年度においては、これまでの研究資金配分方法の検証を踏まえ、大

学経営戦略を踏まえた、より適切な研究資金配分を目指し、学内予算配分方針を見
直すこととした。

【66】 【66】
③外部資金からは、原則として一定の拠 共同研究、受託研究、奨学寄附金等か ○共同研究、奨学寄付金等のオーバーヘッド、競争的資金の間接経費を財源として、
出金を徴収し、先端的・学際的研究領域 ら一定割合をオーバーヘッドし、研究活 学内RA制度、UECポスドク研究員制度、短期留学プログラム生への奨学金制度を引
の発展、国際協力関係の推進、研究環境 性化や国際化推進のために活用する。 き続き実施した。
の整備等に充当する。 なお、学内予算配分の検証と併せて、これまでの間接経費等の使途についても検

証し、平成20年度から、競争的資金獲得に繋がる研究教育拠点の整備や外部資金獲
得者に対するインセンティブの付与など、より全学的視野に立った戦略的なものに
活用するため使用方針の見直しを行うこととした。

★知的財産の創出、取得、管理及び活用 ★知的財産の創出、取得、管理及び活用
に関する具体的方策 に関する具体的方策
【67】 【67-1】 ○知財マネージャー、産学官等連携本部の産学連携コーディネーターとTLOのコー

知的財産本部（平成15年８月１日設置） 知的財産本部と本学TLOである(株)キ ディネーター、研究協力課など関係者が毎週定例的にミーティングを行い、知的財
を地域・産学官連携推進機構（仮称）の ャンパスクリエイトとの間で、知的財産 産の創出、取得及び有効活用するための方策について報告、議論を行った。
主要組織として充実・強化を図るととも の創出から活用に至るまでの情報を共有
に、TLOとの連携・協力により、知的財 し、両者一体となって戦略的に取り組む。○知的財産本部、TLO及び発明者が連携し、手ぶれ計測・補正評価システム技術に
産の創出、取得、管理及び活用に関する ついて、発明者と交流のある関連企業にコンタクトを取るとともに、TLOが新たな
業務を戦略的に推進する。 企業の開拓を図るなどして、複数の企業に技術移転を行った。

【67-2】 ○地域・産学官連携推進機構企画戦略会議において、これまでの成果を踏まえ、今
「大学知的財産本部整備事業」終了後 後の同本部のあり方の検討を行い、とりまとめを行った。提案では、引き続き組織

の知的財産管理運営体制のあり方を決定 ・名称は継続するものの、平成20年度以降については「知財管理・活用」と「知財
する。 教育」に重点を置いて運営を行うこととしている。

★研究活動の評価及び評価結果を質の向 ★研究活動の評価及び評価結果を質の向
上に繋げるための具体的方策 上に繋げるための具体的方策
【68】 【68】（【60-4】再掲） 【60-4】参照

定期的に全学の研究活動の自己点検・ 研究活動の状況について「教員基本デー
評価を実施し、自己評価を基に、外部の タベース」に基づき、自己点検・評価（個
委員からなる「外部評価委員会」による 人評価・組織評価）を実施するとともに、
外部評価を実施する。同時に、評価結果 評価結果を研究活性化に繋げるための取
を研究活性化に繋げるためのシステムに 組みを実施する。
ついて検討する。
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★学内共同教育研究施設等に関する具体 ★学内共同教育研究施設等に関する具体
的方策 的方策
【69】

以下の学内共同教育研究施設等につい
ては適切な評価を行い、その維持、充実
を図る。

【69-1】
・レーザー新世代研究センターは、日本 「レーザー新世代研究センター」は、 ○21世紀COEプログラムの拠点として、レーザー・光科学技術に関する先端的研究
のレーザー・光学技術の中心として先導 21世紀COE“コヒーレント光科学の展開 を推進した。
的な研究を展開しており、今後とも指導 ”の中核としてレーザー・光科学技術に ○アジア教育研究拠点事業（５カ年計画）に採択され、中核組織として東京大学、
的立場を堅持するために学内外の協力体 関する先端的研究を推進し、教育・研究 大阪大学、日本原子力研究開発機構や中国、韓国、インドの研究機関等と連携・協
制を強化し、COE拠点の中核機関の一つ に積極的に寄与する。 力し、超高速光科学、高強度光科学、次世代超短パルスレーザーの開発などの研究
として、学内の研究・教育に積極的に寄 交流を開始した。また、アジアコア高強度光科学セミナーを開催し、アジアの若手
与する。 研究者の育成と研究者間の連携を深めた。

○電子工学専攻として大学院教育改革支援プログラム「実践的テクノロジスト育成
プログラム（危機・限界体験実験プログラム）」に採択され、事業を推進した。

【69-2】
・総合情報処理センターは、ITを基盤と 情報基盤センターは、教育・研究・管 ○情報基盤センターにおいて、以下のとおり情報基盤の整備を進めた。
する本学の重要なインフラストラクチャ 理・運営のための学内共用情報システム
ーとして、また、学内外のネットワーク を管理する中枢として、学内の各部署と ・全学内のシステムのアカウントを情報基盤センターのアカウントで統合し、使用
整備及び研究への対応、学生のコンピュ 協力しながら、全学の情報基盤の整備を 者及び管理者の利便性を増すためのLDAPサーバ、及び学内のシステムのユーザデー
ータ教育等に必要不可欠な存在であるこ さらに推進する。 タを保存することができるSAMBAサーバを設置した。
とから、本学のe-Campus化への対応も含 また、学内外のネットワークの拠点とし
め、その活動を更に拡充する。 てその信頼性維持とセキュリティ問題の ・複数の事務系のシステムを動作させ、ハードウエア的に一元管理が可能となる事

迅速な対応に努める。 務専用のバーチャルサーバを情報基盤センターに設置し、人事事務システム・プロ
キシサーバ・メールサーバの稼動を開始した。また、現在よりセキュアかつ便利に
事務の情報資源を活用できるよう事務のネットワーク環境の見直しを行った。

・ネットワーク系技術者には有力な資格であるシスコ技術者認定のCCNA資格を取得
することを目的としたシスコネットワークアカデミーを、本学で学生に向けて開講
するための体制整備を行った。

【69-3】
・共同研究センターは、地域・産学官連 地域・産学官連携推進機構では、学内 ○地域・産学官連携推進機構のリエゾン部門では、「産学官連携DAY in 電通大」を
携推進機構（仮称）の中核組織として、 の資源と学外の資源の融合及び有効利 開催し、本学の研究成果を地域等に公開したほか、新たに国際的産学連携を図るた
地域企業との連携を深める方向で強化す 用、研究成果の社会への還元、社会貢献 め海外での技術展示会に出展した。
る。 を積極的に推進する。 ○ベンチャー創出支援部門では、インキュベーション機能の強化を目指し、調査・

研究を行った。
○機器分析部門では、外部からの依頼測定に対応する大学保有の分析・計測機器の

・機器分析センターは、学内で共通に使 範囲を拡大した。
用できる大型設備を有し、全学的に多く ○地域貢献部門では、CSRと大学の地域貢献を連携させるため地域貢献シンポシオ
の研究を支援していることから、この維 ンを、新たな視点（地域の理科教育支援）で開催したほか、SPP（サイエンス・パ
持と機能の充実を図る。 ートナーシップ・プログラム）の実施などを通して地域の理科教育の向上に向けて
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支援を行った。
○知的財産本部では、国際的産学官連携を推進するため、全国の国立大学で初めて
英文による共同・受託研究契約書のサンプルを作成し、公表した。また、知的財産
本部整備事業終了後の同本部のあり方をとりまとめた。

【69-4】
・留学生センターは、国際交流推進セン 国際交流推進センターでは、アジアの ○国際交流推進センターを中心として、以下の活動を展開した。
ター（仮称）の中に統合し、留学生に対 協定大学等との連携を進め，教員，学生 ・特別教育研究経費で予算措置のあった「IT活用国際化ものつくり教育事業」に
する教育の充実を図るとともに、留学生 交流を実施する。 おいて、本学協定校との連携による活動を開始した。電子科技大学（中国）と
のための教育方法の改善などの教育研究 プロジェクト実施の覚書を締結し、遠隔ロボット実験等を実施した。同大学に
活動を拡充する。 は共同実験ラボが設けられた。

・協定校であるキングモンクット工科大学ラカバン校（KMITL)から研修学生４名
を４月から約1ヶ月間知能機械工学科に受入れ、研修を実施した。

・サテライト・ベンチヤー・ビジネス・ ・協定校である北京郵電大学、韓国情報通信大学及び本学で平成１９年度から開
ラボラトリ（SVBL）は、ベンチャーマイ 始したICTトライアングルフォーラムの第2回を（19.9.18～9.20）北京郵電大
ンド溢れる人材を育成する先端的教育 学を会場として開催した。
研究拠点として更に強化する。 ・韓国国立ハンバット大学校と国際交流協定を締結し、国際交流推進センターの

協力によりシステム工学科で研修学生受け入れ（20.1.7～1.25）を行った。
・国際交流協定の新規締結

暨国立 南国際大学（台湾）、国立交通大学（台湾）、国立ハンバット大学校（韓
国）、国立昌原大学校（韓国）

【69-5】
○e-ラーニング推進センターでは、18年 ○eラーニング推進センターニュースを発行し、eラーニングコンテンツの紹介を行
度に終了した現代GP「専門重視の相互作 うほか、フォーラム「eラーニングにおける新しい展開」（平成19年12月７日）を
用型e-ラーニング実践」プロジェクトに 開催した。また、eラーニングコンテンツ開発支援の公募を行い、教授１名、准教
より推進・実践してきた事業を定着させ 授２名を支援者に採択し、当該授業のコンテンツの開発支援に着手した。
更に発展させる。特にコンテンツの改善、

・電気通信学部附属菅平宇宙電波観測所 e-Learning運営における組織的マネージ
は、宇宙空間及び地球惑星系の電磁波現 メントの方法を提言する。さらに大学教
象の観測的研究並びにそれに関する学生 育でのe-Pedagogyの体系化を計る事を目
の教育に不可欠であることから、その継 指す。
続と強化を推進する。

【69-6】
先端ワイヤレスコミュニケーション研 ○ワイヤレス通信に関するアドホックネットワーク、コグニティブ無線、高効率線

究センターでは、最先端のワイヤレス情 形増幅などの先端分野での教育研究を推進した。
報通信技術に関する研究を積極的に推進 ・研究面については、富士通研究所や日立国際電気等と共同研究を実施したほか、
し、実践的基礎力を持つ人材の育成を目 国際的にはフランステレコムと共同研究をスタートさせた。その他、アイデン、モ
指す。 アソフト、ソフトバンクなど共同研究の可能性について協議を行った。

・人材育成については、学科横断的なゼミの実施や国際シンポジウムで学生セッシ
ョンを設け、国際会議での発表を促進させてグローバル化教育を推進した。また、
ICT分野におけるわが国の国際競争力強化に向けて、外国の大学との連携による、
学生の国際性や実践力を高める教育計画を立案した。北京郵電大学及び韓国情報通
信大学と、その具体的方策について協議を行い、今後タスクフォースを作って具体
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化の検討を進める予定である。

【69-7】
○菅平宇宙電波観測所では、学外諸機 ○菅平宇宙電波観測所では、学外諸機関との協力の下に進めている超高層電磁環境

関との協力の下に進めている超高層電磁 の観測研究を更に充実させ、また、観測所施設の特色を生かした教育である「宇宙
環境の観測研究を更に充実させ、また、 通信工学(講義及び実習)」（従来、総合文化科目（上級科目）として開講していた
観測所施設の特色を生かした教育である が、情報通信工学科及び電子工学科の専門科目としても併せて開講）では，座学内
「宇宙通信工学(講義及び実習)」では， 容の高度化とリモートセンシング実習の更なる発展を図って、専門科目としても十
座学内容の高度化とリモートセンシング 分に対応できる授業を展開した。
実習の更なる発展を図って、専門科目と
しても十分に対応できる授業を展開す
る。

★技術職員の組織化と有効活用の方策 ★技術職員の組織化と有効活用の方策
【70】 【70】（【34】参照） （【34】再掲）

高度コミュニケーション科学の発展を 学校教育法改正に伴う新教員組織の構築 ○技術職員が従事する職務については、全学的課題に対する技術協力を適切に行う
支援する技術職員の重要性に鑑み、技術 と合わせて、技術職員を適切に配置・活 観点から、毎年度各学科等から技術部に対する業務申請手続を経て決定しており、
部組織の業務とその運営体制を明確に 用する。 平成19年度においても「情報基盤センター」や「安全・環境保全室」などに技術職
し、強化する。 員を配置・活用した。

★学部・研究科等の研究実施体制等に関 ★学部・研究科等の研究実施体制等に関
する特記事項 する特記事項
【71】 【71-1】【72-1】
①大学全体の研究体制を学科、専攻等の ・横断的な研究組織「研究ステーション」○設置期間が満了する研究ステーションについて、研究進展上、更に研究ステーシ
教育組織と分離するとともに、研究組織 を充実させることにより、機動的かつ柔 ョンの設置が必要な場合は、これまでの研究成果を踏まえて再提案を求めることと
に時限制を導入する方向について検討す 軟な研究実施体制の整備を進める。 し、その結果、３つの研究ステーションが立ち上がった。
る。 ・Social Informatics 研究ステーション

・情報理論基礎応用研究ステーション
・イノベーティブ・ネットワーク研究ステーション

【72】
②大学院における研究の中心を研究ステ 【71-2】【72-2】
ーションなど横断的、ボトムアップ的に 本学が強みを持つワイヤレス情報通信 ○情報通信技術と設計・生産技術を高度に統合・発展させた、ものつくりのための
構成する研究組織及び戦略的に重点分野 分野、フォトニック情報通信分野、情報 新産業基盤技術の構築に向けて、新たなCOE拠点形成を目指し検討を行った。
とするCOE形成拠点に移行する。 ネットワーク分野、情報セキュリティ分 ○先端理工学関連諸分野において若手研究者が自立的に研究に一定期間集中できる

野、情報理論分野、情報家電分野等の先 独立拠点形成を目指して、科学技術振興調整費「若手研究者の自立的環境促進」に
導的な研究と教育の国際的拠点形成に向 よる「先端領域若手研究者グローバル人材育成」事業（テニュアトラック制）をス
けて引き続き検討を行う。 タートした。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標

① 社会との連携、国際交流等に関する目標

中 （１）社会との連携、国際交流等に関する目標
期 学問、科学技術の普遍性や有益性、大学の公益性、社会のグローバリゼーション等に鑑み、本学の貢献を社会に目に見える形にするため、教育・研究を通し、
目 大学を地域に開放し、産学官との連携を深め、国際社会との協力関係を強化する。
標

★地域社会との連携に関する目標
地域社会の一員として多摩地区にある団体や都市に教育・研究面で知的貢献をする。産学官との研究・開発を推進する。

★国際社会との連携に関する目標
人材、物、技術を通して国際社会と互恵性のある協力関係を築く。科学技術をベースとして国際社会に奉仕し、それを通し、教育・研究面での貢献をする。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

★地域社会等との連携・協力、社会サー ★地域社会等との連携・協力、社会サ
ビス等に係る具体的方策 ービス等に係る具体的方策
【73】 【73】
①地域社会への貢献を大学の重要な一機 産学官等連携推進本部「地域貢献部門」○地域貢献部門では、学生のボランティア活動の支援を行うとともに、職員に対す
能とし、地域・産学官連携推進機構（仮 を中心にボランティア活動の支援を行う るボランティア依頼への対応体制について検討を行った。
称）の中に地域との連携を専門に担当す とともに、近隣の初等・中等教育機関と また、教育補助ボランティアに限定して、ボランティア依頼者に対し、依頼手続、
る部門を設置する。 連携し、地域の教育力の向上に貢献する。満足度、依頼の継続等のアンケート調査を実施したほか、昨年度に引き続き、学生

・職員による大学周辺の美化活動を行う「美化ボランティア」を実施した。
○企業がCSRの一環として実施する理科教育若しくはその支援活動をテーマに、地
域貢献シンポシオンを開催した。
○初等教育機関での「理科支援員」や補習授業、小・中・高等学校と連携してSPP
（サイエンス・パートナーシップ・プログラム）を実施し、地域の理科教育力向上
への支援を行った。

【74】 【74】
②地域社会に対し、生涯学習の機会を提 地域社会に対し、生涯学習の機会を提供 ○４テーマの公開講座の開講や地域・産学官連携推進機構では、研究開発セミナー、
供するため、一般教養、スポーツから専 するため、多様なニーズに応じた公開講 技術経営実践スクールなどを開催した。
門分野に至るまでの公開講座や本学の特 座、セミナー等を開設する。 ○三鷹ネットワーク大学で本学企画講座を開催したほか、新たに稲城市開催の「い
色(特にIT関係)を生かした講習会、セミ なぎICカレッジ“プロフェッサー講座”」で講座を開講した。
ナー等を積極的に開催する。特に、地元 ○「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI」（日本
調布市とは、相互友好協力協定に基づき、 学術振興会事業）により、中・高校生向けに公開講座を開講した。（8/1）
文化・教育・学術の分野での協力をより ○調布市の要請により、一般市民を対象とした「連携大学親子見学会」（8/22）及
一層推進する。 び「連携大学市民見学会」（10/18）を開催し、大学の特色ある施設（ﾐｭｰｼﾞｱﾑ、ﾊﾞ

ｰﾁｬﾙｽﾀｼﾞｵ、歴史資料館等）の見学や電気通信学部授業の公開を行った。また、ち
ょうふエフエム放送の番組において、年２回市民向けに大学の特色や大学主催イベ
ントの紹介を行った。
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【75】 【75】
③同窓会や地域社会との連携を強め、既 地域の小学生向けに開催する工作教 ○電通大少年少女発明クラブ（毎月２回）、工作教室（毎月１回、発明クラブと合
に実施している地域の小学生向けの理科 室、おもちゃの病院、少年少女発明クラ 同）、おもちゃの病院（毎月１回）を創立80周年記念会館で実施したほか、地域の
教室やものづくり教室を更に推進する。 ブの活動を推進する。 小学校、公民館、児童館などで出前講座を行った。
地域社会や企業等外部との交流拠点、広 ○創立80周年記念会館２階ミュージアムでは、６月から毎月１回子供サイエンスを
報活動拠点、理科教育への動機付け支援 理科教育への動機付け支援の場、広報 開催し、地域の子供に開放したほか、ミュージアムの機能の充実を図るため、WGを
の場としての創立80周年記念会館の機能 活動拠点、地域社会や外部との交流拠点 組織して、展示物、展示方法、公開方法、管理・運営体制を含めたミュージアム全
を充実させるとともに、広く地域社会に として創立80周年記念会館を積極的に活 体に見直し、検討を行った。また、大学祭期間中に特別公開するなど、地域に広く
開放する。 用する。 公開した。

★産学官連携の推進に関する具体的方策 ★産学官連携の推進に関する具体的方策
【76】 【76-1】
①地域・産学官連携推進機構(仮称)を通 産学官等連携推進本部と本学TLOのキ ○「産学官連携DAY in 電通大」においてTLOと産学官等連携推進本部(リエゾン部
し、TLOや本学同窓会と連携協力して活 ャンパス・クリエイトが密接な連携の下 門）が連携して共同研究相談会を開催したほか、学外で開催された展示会や交流会
動を展開し、民間企業等との共同研究、 に、学内シーズと企業ニーズのマッチン に連携して参加し、研究成果の紹介や共同研究相談を受けるなど、学内シーズと企
受託研究などの一層の推進を図る。 グを図り、共同研究、受託研究の一層の 業ニーズのマッチングを図った。また、JSTのシーズ発掘試験にリエゾン部門とTLO

推進を図る。 が共同で応募し、７件採択された。

【77】
②企業との間で連携プログラム等を作成
し、研究開発や人材育成などを推進する。

【76-2】
・サテライトオフィス施設を活用し、産 船井電機株式会社との包括協定に基づ ○船井電機(株)との産学連携に関する協定に基づき、大学院情報システム学研究科
学官の共同研究を推進する。 き、先端的デジタル情報家電に関する共 が中心となって先端的デジタル情報家電に関する共同研究を引き続き推進した。

同研究を推進する。
・(独)通信総合研究所等外部の研究機関
とのプロジェクト研究を積極的に推進す
る。 【76-3】【78-1】

海外の企業や大学等と連携し、国際共 ○全国の国立大学で初めて国際共同研究や受託研究実施の際の契約書の英文のサン
同研究の実施を図る。そのために、英文 プルを作成するとともにHPで公開した。
の共同研究契約書の雛形を作成する。 ○先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターとフランステレコムの間で国際

共同研究を実施した。
○海外（中国）で開催のハイテクフェア（中国商務部、科学技術部など11組織の共
同主催）に研究成果を出展した。（10月12日～17日開催）

【77-1】
企業等との連携プログラムにより、研 ○情報通信研究機構、航空宇宙研究開発機構、日本原子力研究開発機構などの外部

究開発や人材育成を推進する。 の研究機関とプロジェクト研究を推進した。
○情報通信研究機構、産業技術総合研究所、NTT、その他民間等の研究機関との連
携協力協定に基づき、研究機関の研究者を客員教員として受け入れ、大学院におけ
る教育研究活動の充実を図った。
○（株）日立製作所との連携プログラムに基づき、大学院で授業科目「先端技術開
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発特論」を開講した。
○教育及び学術交流に関する協定を締結している「公立はこだて未来大学」から博
士後期課程の学生を特別研究学生として１名受け入れた。

【77-2】
サテライトオフィスを活用した産学官 ○横須賀リサーチパーク（YRP）において、次の活動を行った。

【78】 等の連携を推進する。 ・オフィスのあるベンチャー棟で企業との共同研究の一環として、マルチホップ
③地域・産学官連携推進機構（仮称）を 中継におけるスループット改善を目的として、無線LANの伝搬実験を実施した。
中心に、研究プログラムの企画広報、企 ・NTTドコモR&Dセンターと共通する研究テーマについて打合せを行った。
業等との相互人材交流、他大学との連携 ・本学学生がYRP入居企業（富士通研究所）でインターンシップを行った。
等を推進するとともに、学内外へ関連情 ・本学教員がYRP企画の技術研修、研究会などに参加した。
報を積極的に発信する。

【78-2】 ○地域・産学官連携推進機構を中心に次の活動を行った。
地域・産学官連携推進機構を中心に、 ・「産学官連携DAY in 電通大」を開催し、本学の研究成果を広く公開した。

「産学官連携DAY in 電通大」などの産 ・情報通信技術(ICT)分野の最新研究動向を紹介する研究開発セミナー、ものづ
学交流会、セミナー等を開催して、本学 くり経営実践力を高める「技術経営実践スクール」を開講した。
の教育研究活動を積極的に広報するほ ・研究者情報総覧を外部に公開したほか、「OPAL-RING 研究室紹介～共同研究
か、研究室紹介冊子やホームページを活 はじめの一歩 Vol.4」を発行し、100を超える研究室（昨年94研究室）の教育
用して教員個々の研究課題等を積極的に 研究活動を紹介した。また、HPに掲載し、外部に広く公開した。
発信する。

★図書館サービスの具体的方策 ★図書館サービスの具体的方策
【79】 【79-1】

図書館を中心とするコミュニケーショ ○図書館の一般開放にあたってのガイドラインを整備するとともに、一定の条件を
ンパーク（総合研究棟）を始めとして、 外来者利用実態調査の分析を踏まえ、 満たした学外者に対して自動入退館機能を備えた利用証（入館カード）を発行し、
学内の高度情報化を推進し、e-Campusの 利用者のニーズを踏まえた図書館の一般 図書の閲覧及び貸出サービスを開始した。
モデルとなる教育・研究並びに学習環境 開放について検討する。 ○図書館利用者に対するアンケート結果等をもとに、開館時間の延長について検討
を構築し活用する。具体的には、 を行い、平成20年１月から開館時間を15分早め、９時として試行を開始した。

・一般社会への貸出利用も視野に入れ
た、図書館公開について検討する。

・生涯学習を支援するために、業務委託 【79-2】（【47】再掲）
による休日開館について検討する。 時間外特別開館の利用統計の分析と学 ※【47】参照

生対象アンケートの結果を踏まえて、開
館時間延長について検討を行う。
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【79-3】
・情報検索のための各種講習会を実施す オンラインジャーナルの利用促進のた ○オンラインデータベース・オンラインジャーナル講習会を開催（４回）した。今
る。 め、講習会を開催する。 年度の講習会により、契約している主要オンライン資料のほぼ全てについての講

習を実施することができた。
・多摩地区他大学等との相互利用を推進
する。 【79-4】

西東京地区他大学図書館等との相互協 ○東京西地区大学図書館相互協力連絡会については、引き続き会の活動に協力した。
・紙ベースジャーナルからオンラインジ 力を推進する。 ○調布市立図書館との相互協力については、引き続き具体的協力内容を検討した。
ャーナルへの全面的切り替えを行う。 ○東京農工大学と本学との間に「連携・協力の推進に関する基本協定書」（Ｈ18）

が締結されたことに伴い図書館間の相互協力についても協議を行い、覚書案を作成
するとともに今後の具体的な協力可能事項について検討した。

・情報発信体制を整備し、研究成果、学 【79-5】
位論文、「紀要」等の出版物、貴重図書、 学位論文や歴史資料館資料の電子化な ○学位論文の電子化を推進し、図書館ホームページへ掲載した。
歴史資料館などの情報がオンラインで活 ど機関リポジトリの構築を段階的に進め ・修士論文 Ｈ18修了者：95％ → H19 修了者：97.5％
用できるようにする る。 ・博士論文（要旨） 100％

また、博士論文本体のホームページ掲載について検討を進めた。
○歴史資料館所蔵品目録及び資料を電子化し、歴史資料館ホームページへ順次掲載を開始

した。（百数十点程度を公開中。）

★諸外国の大学等との教育・研究上の交 ★諸外国の大学等との教育・研究上の交
流に関する具体的方策 流に関する具体的方策
【80】
①国際交流推進センター（仮称）を設置
し、

・留学生教育並びに本学学生の国際化教 【80】 センター設置済み。
育と国際学術交流並びに国際協力企画調
整に関する業務を一体化する。

・留学生教育の役割を担ってきた留学生
センターは国際交流推進センター（仮称）
の中に統合し、その機能の拡大を図る。

【80】
・教職員一体の業務運営により大学の国 引き続き，アジアの理工系拠点大学の ○国際交流推進センターを中心として、以下の活動を実施した。
際化を総合的に推進し、全部局に共通す 実現に向けて，アジアの協定大学等との ・教育研究特別経費で予算措置のあった「IT活用国際化ものつくり教育事業」に
る横断的な課題について企画立案、調整、連携を進め，大学の国際化を推進する。 おいて、本学協定校との連携による活動を開始した。電子科技大学（中国）と
研究を行う。 プロジェクト実施の覚書を締結し、遠隔ロボット実験等を実施した。同大学に

は共同実験ラボが設けられた。
・国際機関等が実施する国際協力事業へ ・協定校であるキングモンクット工科大学ラカバン校（KMITL)のから研修学生４
の協力の企画とプロジェクトへの参加を 名を４月から約1ヶ月間、知能機械工学科に受入れ、研修を実施した。
推進する。 ・協定校である北京郵電大学、韓国情報通信大学及び本学で平成１８年度から開

始したICTトライアングルフォーラムの第2回を（19.9.18～9.20）北京郵電大
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学を会場として開催した。
・韓国国立ハンバット大学校と国際交流協定を締結し、同大学校の要請により国

際交流推進センターの協力の下、システム工学科で研修学生受け入れ（20.1.7
～1.25）を行った。

・国際交流協定の新規締結
暨国立 南国際大学（台湾）、国立交通大学（台湾）、国立ハンバット大学校（韓

国）、国立昌原大学校（韓国）

【81】 【81】
②創立80周年記念学術交流基金を活用 創立80周年記念事業学術交流基金を活 ○創立80周年記念学術交流基金等を活用し、協定校に留学する学生９名への助成金
し、職員・学生の海外派遣、共同研究先 用し，教職員，学生の海外派遣や協定校 支給を行った。また、上海交通大学で開催された「ロボットと知能」シンポジウム
の研究者招聘を通し、国際交流の一層の からの共同研究者の招へいなどの支援を （19.11.26～11.27）に関係教員を派遣するなど、交流協定校との研究者交流を行
促進を図る。 行い，国際交流の一層の促進を図る。 った。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

１．教育改善 ４．大学院教育の改革
大学教育センターの教育企画部、教育改善部及び入試検討部を中心として、本 本学の大学院教育の特徴である「実践的能力の高い高度技術者・研究者の育成」を

学の人材養成目的に向けて、教育内容を絶えず検証し、改善・実質化を促進する 目指して、文部科学省教育支援プログラムとして、①「問題設定型光科学教育プロジ
ため、以下のような取組みを検討し、実施した。 ェクト」、②「メカノインフォマティクス・カデット教育」、③「高度IT人材育成のため

①学生による授業評価を実施し、各教員にフィードバックすることにより、自 の実践的ソフトウェア開発専修プログラム」、④「ICT国際プログラム」を実施してきて
主的な教育改善を促した。 いる。平成19年度は、これらに加えて、新たに「大学院教育改革支援プログラム」に採

②これまでの教育課程の在り方やＦＤ活動の現状について検証を行い、報告書 択された⑤「実践的テクノロジスト育成プログラム」を開始した。
として取りまとめるとともに、今後のＦＤの組織的展開を強化するために、
実施すべきＦＤの取組や学内のＦＤ推進組織の役割と責任を明らかにした ５．学生支援

「電気通信大学ファカルティ・ディベロップメント推進規程」を制定した。 学生支援センターを中心として、引き続き、学生支援の一層の充実に取り組
③厳正かつ公正な成績評価を実施するため、成績分布調査を実施しこれにより んだ。

明らかになった課題を踏まえて、平成19年度後期から試行的に「成績評価の ①「学生何でも相談室」では、心理カウンセラーが、助言教員や保健管理セ
ガイドライン」を提示し、実施した。また、平成19年度から、成績に関する ンターと連携して、学生の抱える様々な問題に対して指導・助言を実施し
学生からの不服申し立て制度を導入した。 た。

④大学院教育の実質化と評価の厳正化の一環として、「研究指導計画書」や「学 ②「就職支援室」には、キャリアカウンセラーを置き、就職相談等に応じる
位論文審査シート」などによる研究指導等の組織的展開の強化を図った。 とともに、各種の就職説明会、就職支援Webシステム、同窓会との連携など

⑤大学院教育の国際性を目指して進めている英語による授業の増強について、 を通じて、就職支援の充実を図った。
平成19年度には英語による授業科目数は60（全て英語で行う科目と、日本語 ③「学生生活支援室」では、学生アンケートなど学生ニーズの把握を踏まえ、
と英語を併用する科目の合計）となり、前年度に比べて倍増した。 学生生活環境の整備などを計画的に実施した。

２．キャリア教育の開発 ６．２１世紀COEプログラム「コヒーレント光科学の展開」
「社会人基礎力」を涵養する教育として、平成17年度から「キャリアデザイン ２１世紀ＣＯＥプログラム「コヒーレント光科学の展開」に関する「コヒー

Ａ」（１年次履修）、「キャリアデザインＢ」（2年次履修）、「キャリアデザインＣ」 レント操作による光・物質系の新機能創出」、「光の超高精度制御による新機能
（３年次履修）を開発して来た。平成19年度は、学年進行により「キャリアデザ の創出」、「次世代コヒーレントフォトニックデバイスの創出」の３プロジェク
インＣ」を初めて開講したが、ここではPBL(Project Based Learning)形式を採 ト研究を積極的に推進し、研究面で多くの成果が得られた。
用してエンジニアリングデザイン能力を育成すると共に技術者倫理の涵養を図っ 代表例は以下のとおり。
た。「キャリアデザインＡ，Ｂ，Ｃ」に加えて、従来から実施している学部の「イ ・サブミクロン直径の光ファイバーにより単一原子を操作する方法を開発し
ンターンシップ」と「大学院インターンシップ」、さらに学部の「ベンチャービ た。
ジネス概論」と大学院での「ベンチャービジネス特論」によって、総合的なキャ ・ボーズ凝縮原子系を用いる新しい原子波干渉計を提案し実証した。
リア教育の体系を構築している。また、ベンチャービジネス特論を補強するため、 ・原子／光系の先端科学をリードする理論研究を実施した。
平成19年度より、大学院科目として「知的財産権特論」を開講した。このキャリ ・光波動場の擬似位相特異点を用いた変位計測と流体計測の新技術を開発し
ア教育の開発のため、客員教授を間接経費により引き続き任用した。 た。

・ホログラフィックナノ微粒子パターニング分布の３次元イメージングに成
３．ものづくり教育の推進 功した。

文部科学省特色GPに採択され平成18年度まで国の財政支援を得てきた「楽力（がくり ・5fs レーザーを用いて、励起状態のダイナミクスや反応の機構を明らかに
ょく）によって拓く創造的ものつくり教育」プログラムは、平成19年度からは学内予算 した。
によって引き続き｢ロボメカ工房｣、｢電子工学工房｣を継続すると共に、平成17年度から開 ・セラミックＹＡＧレーザーで、単結晶をはるかに上回る高効率を実証した。
始した「サイエンス工房」と新たに平成19年度から開始した「ヒューマンメディア工房」 ・光通信波長帯InAs量子ドットの高密度・高均一形成法を確立した。
をあわせて、合計185名の学生がこれらいずれかを履修し、ものづくり教育の成果を上げ ・半導体量子ドット増感太陽電池で光電変換効率 3.4％の世界最高値が達成
た。 された。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

７．先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター １１．国際化の推進
ワイヤレス通信に関するアドホックネットワーク、コグニティブ無線、高効率 北京郵電大学、韓国情報通信大学及び本学による「ICTトライアングル・フォーラム（開

線形増幅などの先端分野での教育研究を推進した。 催場所；北京郵電大、平成１９年９月１８日～２０日）」や、上海交通大学と本学によ
・研究面については、富士通研究所や日立国際電気等と共同研究を実施したほ る 「ロボットと人工知能に関する国際シンポジウム（開催場所；上海交通大、平成

か、国際的にはフランステレコムと共同研究をスタートさせた。その他、ア １９年１１月２７～２８日）」を共催した。特に、ICTトライアングル・フォーラムでは、
イデン、モアソフト、ソフトバンクなど共同研究の可能性について協議を行 本学の提案により大学院生が自律的に企画・運営する学生セッションを開催して、学
った。 生交流に成果をあげた。また、中国の電子科技大学およびタイのキングモンクット工

・人材育成については、学科横断的なゼミの実施や国際シンポジウムで学生セ 科大学ラカバン校との間で、「IT活用国際ものつくり教育」の立ち上げを行った。
ッションを設け、国際会議での発表を促進させてグローバル化教育を推進し 一方、国際交流推進センターが同窓会「目黒会」と協力して帰国した留学生の連絡
た。また、ICT分野におけるわが国の国際競争力強化に向けて、外国の大学 先や現況の調査などを進め、既設のタイに加えて韓国、中国にＯＢ組織づくりを進め
との連携による、学生の国際性や実践力を高める教育計画を立案した。北京 た。
郵電大学及び韓国情報通信大学と、その具体的方策について協議を行い、今 さらに、創立８０周年記念事業学術交流基金を活用し、教職員の海外派遣（８名）、
後タスクフォースを作って具体化の検討を進める予定である。 学生の海外派遣（９名）や協定校からの共同研究者の招へい（１件２名）の支援を行

うとともに、短期留学プログラム生への本学独自の経済的支援として、大学院博士後
８．研究ステーション 期課程に進学する意欲や、研究能力、研究歴等を審査し８名に対し、奨学寄附金共通

学科・専攻の枠を越えた柔軟で横断的研究組織である「研究ステーション」の 経費を財源として奨学金を支給した。
設置を促すとともに、設置期間（５年）が満了する研究ステーションについては、
研究進展上、更に研究ステーションの設置が必要な場合は、これまでの研究成果
を踏まえて再提案を求めることとした。その結果、従来の研究を発展させた３つ
の研究ステーションを立ち上げた。また、「研究・教育活性化支援システム」の
「組織横断型学内研究」として、研究ステーションを対象に公募を行い、２研究
ステーションに1,650千円の支援を行うことにより、研究ステーションの活性化
を図った。

９．若手研究者の育成
「学内RA制度」、「ＵＥＣポスドク研究員制度」「若手研究者海外派遣研究員制

度」など、独自の若手研究者支援を引き続き実施した。また、平成19年度新たに、
文部科学省科学技術振興調整費の採択事業として、先端的理工学関連分野におい
てテニュア・トラック制を導入し、若手研究者が自立して研究に専念できる環境
の整備促進を図ることを目的とした「先端領域若手研究者グローバル人材育成プ
ログラム」をスタートさせた。

１０．地域・産学官連携の推進
研究成果等公開事業、ベンチャー創出支援、技術移転の推進など、さまざまな

産学連携活動と、地域貢献活動を地域・産学官連携推進機構が中心となって推進
した。

①「第３回産学産学連携DAY in 電通大」を開催し、共同研究成果報告会、ア
イディアコンテスト、機器分析センター公開、企業展示、などを行い、600
名を越える参加を得た。

②東京都主催第６回学生起業家選手権において本学学生グループ（４名）が優
勝し、本学発ベンチャーを起業した。

③産学連携技術開発に関して、本学で開発された「手ぶれ計測技術」がカメラ
産業界から高く評価され、技術移転に繋がった。

④地域貢献部門では、「少年少女発明クラブ」、「工作教室」「SPP (Science
Partnership Program)」等を通じた地域の理科教育支援、「地域貢献シンポ
シオン」の開催、学生・教職員のボランティア活動支援などを実施した。
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 該当なし
１５億円 １５億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等

により緊急に必要となる対策費として借り入れ により緊急に必要となる対策費として借り入れ
することが想定される。 することが想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画はな 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画はな 該当なし
い。 い。

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究 決算において剰余金が発生した場合は、教育研究 該当なし
の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 の質の向上及び組織運営の改善に充てる。
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

小規模改修 総額 国立大学財務・経 総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金
１７４ 営センター施設費 ・耐震対策事業 （３６６） ・耐震対策事業 （３６６）

交付金 （１７４） ３９５ ３９５
・小規模改修 国立大学財務・経 ・小規模改修 国立大学財務・経

営センター施設費 営センター施設費
交付金（２９） 交付金（２９）

(注1)金額については見込であり、中期目標を達成す 注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の
るために必要な業務の実施状況等を勘案した施設 実施状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽
・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備 度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加さ
の改修等が追加されることもある。 れることもあり得る。

(注2) 小規模改修について１７年度以降は１６年度同
額として試算している。なお、各事業年度の施設
整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設
費交付金、長期借入金については、事業の進展等
により所要額の変動が予想されるため、具体的な
額については、各事業年度の予算編成過程等にお
いて決定される。

○計画の実施状況等
・耐震対策事業については、施設整備費補助金（３６６百万円）により工事を

完了した。
・小規模改修については、国立大学財務・経営センター施設費交付金（２９百
万円）により、講堂ほか、防水改修の営繕事業を完了した。
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

（１）教育研究職員 （１）教育研究職員 （１）教育研究職員
・公募制の確立 ・教員組織の在り方 ・教員組織の在り方

教育研究職員の人事は、原則として公募制と 学校教育法の改正に伴う新教員組織の構築、テ 「Ⅰ業務運営・財務内容等の状況（１）業務運営の
する。学内からの昇任希望であっても公募に応 ニュアトラック制の導入等についての具体的な検 改善及び効率化」P.16【100】参照
募し、その審査の結果によるものとし、人事の 討を行う。 「Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況（１）教育に関
客観性・透明性を確保することにより社会に対 する目標」P.72【33】【34】参照
する説明責任を果たせるものとする。 「Ⅱ教育研究等の質の向上の状況（２）研究に関す
・任期制の拡大 る目標」P.85【61】参照

特定の研究プロジェクトなど流動性が効果的
な職については、任期制の導入を検討し、教育 ・教育研究職員等の採用 ・教育研究職員等の採用
・研究の活性化を図る。 全学裁量分、特任教員・客員教員制度等を有効 「Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況（１）教育に関

に活用し、専門性の高い分野からの有用な人材の する目標」P.72【33】【34】参照
登用を行うとともに、戦略的人員配 置を行う。 「Ⅱ教育研究等の質の向上の状況（２）研究に関す

・非常勤講師のあり方 る目標」P.85【61】、P.86【63】参照
非常勤講師のあり方について、責任ある教育

体制の確立と人件費管理の効率化を考慮して検
討する。

・評価システム
個々の研究・教育実績の評価を行い、これを

総合的に反映する能力・業績給制度を導入する
ことが考えられるが、そのための評価の主体、
教育・研究と学務・運営、社会貢献等の評価方
法・基準等について検討する。

（２）事務系職員
・定年年齢・再任用制度

公務員制度改革、年金の支給年齢等の動向を （２）事務系職員
見据えて引き続き検討する。また、定年に達し ・業務効率化と経費削減 ・業務効率化と経費削減
た職員の中から、業務の精通した人材の活用と 事務組織のフラット化、合理化・集約化を促進 「Ⅰ業務運営・財務内容等の状況（１）業務運営の
人事の活性化並びに士気の高揚と意識の改革を し、喫緊の課題に対し重点的かつ柔軟に対応しう 改善及び効率化」P.18【105-1】、P.19【106】、【107】
踏まえ役職定年の考え方にならった再任用制度 る体制の整備を行うとともに、専門的業務に関す 参照
の運用を検討する。 る能力を向上させるための研修等の実施を行う。
・評価システム

業績・能力の評価を総合的に反映させるため、
客観性、公平性、透明性を持った評価システム
の構築について検討する。
・業務の効率化

人員や経費の削減、健康安全管理の観点も含
めた超過勤務の縮減、新たに必要な業務への対
応等から業務の見直し、アウトソーシングの活
用等を行い業務の効率化を図る。
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

・算定ルールに基づいて、人員削減方針の策定 ・総人件費改革に関する目標を達成するための措 ・総人件費改革に関する目標を達成するための措置
について検討する。 置 「Ⅰ業務運営・財務内容等の状況（２）財務内容の

総人件費改革の実行計画を踏まえ、概ね１％の 改善に関する目標」P.25【112】参照
人件費削減を図る。

（参考１）平成19年度の常勤職員数
512人

また、任期付職員数の見込みを 36人とする。
（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込

34,241百万円。（退職手当は除く。） （参考２）平成19年度の人件費見込み
5,603百万円
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電気通信大学
○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員

未充足の状況について）

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 (a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人) (％)

(a) (b) (b)/(a)×100 人間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学専攻 ２６ ６０ ２３１

電気通信学部 (人) (人) (％) 電気通信学研究科(博士前期課程) ３７６ ８１１ ２１６
情報通信工学科 計

昼間コース ５３０ ６１２ １１５
夜間主コース １３０ １４８ １１４ 情報システム学研究科

情報メディアシステム学専攻 ３２ ３１ ９７
情報工学科 社会知能情報学専攻 ３０ ２９ ９７

昼間コース ４５０ ５２７ １１７ 情報ネットワークシステム学専攻 ２８ ３０ １０７
夜間主コース ９０ １１６ １２９ 情報システム基盤学専攻 ２８ ２４ ８６

電子工学科 （改組前専攻）
昼間コース ５７０ ６６４ １１６ 情報システム設計学専攻 ４４ ４７ １０７
夜間主コース １３０ １５７ １２１ 情報ネットワーク学専攻 ３７ ４１ １１１

情報システム運用学専攻 ３７ ５１ １３８
量子・物質工学科

昼間コース ４４０ ５１９ １１８ 情報システム学研究科
夜間主コース ８０ １１４ １４３ (博士前期課程) 計 ２３６ ２５３ １０７

知能機械工学科 博士前期課程 計 ６１２ １，０６４ １７４
昼間コース ４１０ ４７５ １１６
夜間主コース １３０ １４３ １１０ 博士後期課程

電気通信学研究科
システム工学科 情報通信工学専攻 １５ ３２ ２１３

昼間コース ２４０ ２８１ １１７ 情報工学専攻 １２ １５ １２５
夜間主コース ８０ １０７ １３４ 電子工学専攻 ２１ ２６ １２４

量子・物質工学専攻 ９ １９ ２１１
人間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 知能機械工学専攻 １８ ２６ １４４

昼間コース １６０ ２０１ １２６ システム工学専攻 ６ １２ ２００
夜間主コース １２０ １４８ １２３ 人間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学専攻 ６ １５ ２５０

電気通信学部(学士課程) 計 （改組前専攻）
昼間コース ２，８００ ３，２７９ １１７ 電子工学専攻 ０ １６ －
夜間主コース ７６０ ９３３ １２３ 電子情報学専攻 ０ ４ －

合 計 ３，５６０ ４，２１２ １１８ 情報工学専攻 ０ ５ －
機械制御工学専攻 ０ ６ －

博士前期課程 電子物性工学専攻 ０ １ －
電気通信学研究科

情報通信工学専攻 ６８ １２９ １９０ 電気通信学研究科 ８７ １７７ ２０３
情報工学専攻 ５４ ８８ １６３ (博士後期課程) 計
電子工学専攻 ８２ １７６ ２１５
量子・物質工学専攻 ５０ １０４ ２０８
知能機械工学専攻 ６６ １７７ ２６８
システム工学専攻 ３０ ７７ ２５７
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電気通信大学

○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員
未充足の状況について）

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100

情報システム学研究科 (人) (人) (％)
情報メディアシステム学専攻 １０ ４ ４０
社会知能情報学専攻 １０ １１ １１０
情報ネットワークシステム学専攻 ９ ６ ６７
情報システム基盤学専攻 ９ ５ ５６

（改組前専攻）
情報システム設計学専攻 ２８ ２６ ９３
情報ネットワーク学専攻 ２４ ３８ １５８
情報システム運用学専攻 ２４ ２９ １２１

情報システム学研究科 １１４ １１９ １０４
(博士後期課程) 計

博士後期課程 計 ２０１ ２９６ １４７



○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成16年度）

○計画の実施状況等

（人）

＜電気通信学研究科定員充足率について＞
　博士前期課程については、入学希望者が定員を大幅に上回り、他大学に進学する学生も急速に増加している。なおかつ、入学試験における学力検査の結果として本研究科で修
学するのが適当と認められる学生が多いことに応えている結果である。また、本学の修士課程修了生に対する企業からの評価は高く、企業からの就職勧誘件数は常に学生数を大
幅に上回り、このような社会の要請に応える面からも定員を上回る学生の入学を認めた。
　博士後期課程については入学希望者が定員を上回るという理由以外に、標準就業年限内に博士論文の完成に至らず、引き続き在籍する学生が多い（平成16年５月１日現在：32
名）ことが挙げられる。

情報システム学研究科

収容定員
（Ａ）

17

左記の外国人留学生のうち

国費
留学生数

（Ｄ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

収容数
（Ｂ）

30

350

57

（人）

352 60 0

016

0

82.9%0 18 42

327

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

27

255

（人）

290

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

左記の収容数のうち

学部・研究科等名

2,991

留年
者数
（Ｈ）

107

（人） （人） （人）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

（人）

外国人
留学生数

（Ｃ）

（学部等） (人) （人）

2,800 3,349
電気通信学部(昼間コー
ス）

153209

（人） （人）

休学
者数
（Ｇ）

（人）

電気通信学部(夜間主
コース）

760 981 0 0 0 0

99

828 108.9%

27 0 9

（人）

56 34

（人）（研究科等） (人) （人）

758

（人） （人）

0電気通信学研究科 460 828 164.8%

（人） （％）

（人） （％）

106.8%
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１７年度）

○計画の実施状況等

（人）

＜電気通信学研究科定員充足率について＞
　博士前期課程については、入学希望者が定員を大幅に上回り、入学試験における学力検査の結果として本研究科で修学するのが適当と認められる学生が多いことに応えている
結果である。また、本学の修士課程修了生に対する企業からの評価は高く、企業からの就職勧誘件数は常に学生数を大幅に上回り、このような社会の要請に応える面からも定員
を上回る学生の入学を認めた。
　博士後期課程については入学希望者が定員を上回るほか、標準就業年限内に博士論文の完成に至らず、引き続き在籍する学生が多い（平成17年５月１日現在：33名）ことが挙
げられる。

情報システム学研究科

収容定員
（Ａ）

17

左記の外国人留学生のうち

国費
留学生数

（Ｄ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

収容数
（Ｂ）

35

350

43

（人）

363 61 0

019

0

88.3%0 18 35

320

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

19

250

（人）

309

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

左記の収容数のうち

学部・研究科等名

2,987

留年
者数
（Ｈ）

119

（人） （人） （人）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

（人）

外国人
留学生数

（Ｃ）

（学部等） (人) （人）

2,800 3,334
電気通信学部(昼間コー
ス）

130191

（人） （人）

休学
者数
（Ｇ）

（人）

電気通信学部(夜間主
コース）

760 970 0 0 0 29

117

811 106.7%

32 0 15

（人）

55 32

（人）（研究科等） (人) （人）

856

（人） （人）

0電気通信学研究科 461 935 185.7%

（人） （％）

（人） （％）

106.7%
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成18年度）

○計画の実施状況等

（人）

＜電気通信学研究科定員充足率について＞
　博士前期課程については、毎年、入学定員の２倍から３倍の入学志願者があり、かつ入学試験の結果を見ても十分本研究科での修学に堪えられるレベルに達している学生が定
員を大幅に上回っている。さらに、本研究科修了生に対する企業からの評価も高く、求人数は常に学生数を大幅に上回り、就職率も毎年ほぼ１００％に近い。このため、学生及び社
会のニーズにこたえるため、定員を上回る入学を認めた。
　博士後期課程については、入学志願者が入学定員を上回るほか、標準修業年限内に博士論文の完成に至らず、引き続き在籍する学生が多い（平成18年５月１日現在：３０名）こ
とが挙げられる。

情報システム学研究科

収容定員
（Ａ）

15

左記の外国人留学生のうち

国費
留学生数

（Ｄ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

収容数
（Ｂ）

46

350

46

（人）

372 54 0

022

0

89.4%0 21 41

318

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

23

254

（人）

313

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

左記の収容数のうち

学部・研究科等名

2,960

留年
者数
（Ｈ）

104

（人） （人） （人）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

（人）

外国人
留学生数

（Ｃ）

（学部等） (人) （人）

2,800 3,328
電気通信学部(昼間コー
ス）

121173

（人） （人）

休学
者数
（Ｇ）

（人）

0

電気通信学部(夜間主
コース）

760 948 0 0 0 30

110

797 104.9%

28 0 21

（人）

49 30

（人）（研究科等） (人) （人）

872

（人） （人）

0電気通信学研究科 462 951 188.7%

（人） （％）

（人） （％）

105.7%
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成19年度）

○計画の実施状況等

（人）

＜電気通信学研究科定員充足率について＞
　博士前期課程については、毎年、入学定員の２倍から３倍の入学志願者があり、かつ入学試験の結果を見ても十分本研究科での修学に堪えられるレベルに達している学生が定
員を大幅に上回っている。さらに、本研究科修了生に対する企業からの評価も高く、求人数は常に学生数を大幅に上回り、就職率も毎年ほぼ１００％に近い。このため、学生及び社
会のニーズにこたえるため、定員を上回る入学を認めた。
　博士後期課程については、入学志願者が入学定員を上回るほか、標準修業年限内に博士論文の完成に至らず、引き続き在籍する学生が多い（平成19年５月１日現在：29名）こと
が挙げられる。

情報システム学研究科

収容定員
（Ａ）

14

左記の外国人留学生のうち

国費
留学生数

（Ｄ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

収容数
（Ｂ）

36

350

46

（人）

372 60 0

024

0

90.3%0 24 40

293

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

18

227

（人）

316

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

左記の収容数のうち

学部・研究科等名

2,946

留年
者数
（Ｈ）

109

（人） （人） （人）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

（人）

外国人
留学生数

（Ｃ）

（学部等） (人) （人）

2,800 3,279
電気通信学部(昼間コー
ス）

116159

（人） （人）

休学
者数
（Ｇ）

（人）

0

電気通信学部(夜間主
コース）

760 933 0 0 0 35

113

782 102.9%

31 0 23

（人）

53 36

（人）（研究科等） (人) （人）

898

（人） （人）

0電気通信学研究科 463 988 194.0%

（人） （％）

（人） （％）

105.2%
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